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研究所長　　田 中 　 守

　研究所年報第19号をお届けします。

　本学は、昨年度創立30周年を迎えました。すでに約13,000人の卒業生を輩出しましたが、開学当初の

卒業生達はそろそろ各界での中心的な役割を担う年代に差し掛かっております。彼らの活躍ぶりを耳に

する度に、大変嬉しく頼もしく思うと同時に、母校として彼らの拠りどころたるに相応しくあるために、

教育研究の一層の充実に努めねばとの思いを強くいたします。

　昨年度から、カリキュラムを一新し、初年次教育の充実をはじめ学士力の向上にむけた取り組みを進

めておりますが、やはり専門領域である武道・体育・スポーツについて、最高レベルの知識と実践力を

養うことが最重要であることに違いはありません。国際化が急速に進む現代社会において、社会のニー

ズも大きく変化してきています。時代に即した武道人、体育・スポーツ人の育成が求められるでしょう。

　その一方で、武道を冠する本学であればこそ、その技術特性・文化特性・教育特性を21世紀の現代社

会に最大限に発揮するための道筋を確立しなければなりません。武道もその長い歴史の中で、時代と共

に少しずつ姿を変えてきました。これからは、いやが上にもさらなる変化の時代へと突入するはずです。

しかし、国際化に象徴される変化の時代であるからこそ、伝統や文化の再確認が必要となるのです。ま

さに不易流行です。中教審答申に沿って、中学校における武道の必修化が完全実施に移されました。そ

ろそろこれについての検証も必要になってきます。

　2020年オリンピック東京大会の開催も決定し、今後ますます体育スポーツへの関心は高まるはずです。

今、本学が果たすべき役割は無限大に広がっています。教育と研究両面での更なる充実が必要な時です。

研究所として、研究活動の推進に努めるだけでなく、教育と研究の連動に様々な工夫を凝らすことが重

要となります。本学教職員学生一丸となって、取り組む所存です。関係各位のご支援を賜りますようお

願い申し上げます。

　文末となりましたが、本年報刊行に助成を賜りました日本武道館に心より感謝申し上げます。

� 2014年６月
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地球規模の人口高齢化にともない WHO は「ヘ

ルシー・エイジング」「アクティブ・エイジング」

政策を提言している。そうした中でアントノフス

キーの健康生成論が注目されており、スウェーデ

ンやベルギーでは健康生成論に基づいて高齢者へ

のアプローチが研究されている。他方、「武道健

康論」研究においては、健康生成論の首尾一貫感

覚と武道体験の関係について論じてきた。その成

果を要約すると、「首尾一貫感覚はスポーツより

も武道の選手、武道家が高いこと」、「青年よりも

壮年や老年が高く、年齢にともなって上昇してい

ること」を明らかにした。そこで高齢化社会にお

いて武道がいかなる貢献を果たしうるかを明らか

にするために、健康運動を自主的に行う高齢者を

対象に首尾一貫感覚を調査し、同年齢層の武道高

段者、武道家との比較を行った。その結果、健康

運動を自主的に行っている集団よりも武道高段者、

武道家の首尾一貫感覚が高いことが明らかになっ

た。これは高齢者の健康維持や生活の質を高める

うえで武道体験が有益であり、高齢者の「ヘルシ

ー・エイジング」、「アクティブ・エイジング」に

貢献する身体運動であることを示している。

はじめに

ひとは年をとるにつれ、加齢が引き起こす生物

的な変化によって心理的にも身体的にも、社会的

にも影響をこうむることになる。これら発達的

変化は、高齢であるほど生活の質に多大な衝撃

を与えており、その衝撃の大きさは高齢者の自

立と自律を維持する能力に関わっている（WHO、

2002）。

世界保健機関事務局長ブルントラント（1999）

は「人口高齢化は、何よりもまず、公衆衛生政策

のみならず社会経済の発展の成功物語である。」

と称賛すると同時に、人口高齢化は人類最大の課

題のひとつであると述べている。21世紀において

はすべての国々で高齢化による経済的ならびに社

会的な要求が増えると予測されている。ここにい

う人口高齢化とは子供と若者の割合が減少し、60

才以上の割合が上昇する人口ピラミッド上の現象

をさし、古来三角形であった人口ピラミッドがシ

リンダーのような構造をとる事態を云う。WHO

の推定によれば、世界の60才人口は、2025年ま

でに６億9400万人、2050年には12億人、2050年

には20億人にのぼると予想されており、そのう

ち80％が発展途上国に住むという。人口ピラミ

ッドの変化は、これまでのような「高齢者を若年

者が支える社会」が立ちゆかなくなることを示し

◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇

◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇

「武道健康論」研究
―健康生成論と伝統的身体論を手掛かりに―

―アクティブ・エイジング、ヘルシー・エイジングに期待される武道体験―

研究代表者　　石塚正一（国際武道大学）
共同研究者　　小林啓三（国際武道大学）
　　　　　　　阿久津洋巳（岩手大学）
　　　　　　　園部豊（日本体育大学）
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に焦点を当てたアプローチである。健康生成論の

提唱者アントノフスキーは、ユダヤ人強制収容所

から生還した人々を対象に、高いストレス状況下

でなぜ健康を維持できたのか、その理由を探った。

その研究から人々の健康維持には汎抵抗資源と首

尾一貫感覚が重要な機能を果たしており、疾病を

克服し健康を維持するためには、汎抵抗資源と首

尾一貫感覚（以降 SOC と表記する）を高めるこ

とが重要であることを明らかにした。アントノフ

スキー（2001）は SOC について「その人に浸み

わたった、ダイナミックではあるが持続する確信

の感覚によって表現される世界（生活世界）規

模の志向性のことである。それは、第一に、自分

の内外で生じる環境刺激は、秩序づけられた、予

測と説明が可能なものであるという確信、第二に、

その刺激がもたらす要求に対応するための資源は

いつでも得られるという確信、第三に、そうした

要求は挑戦であり、心身を投入しかかわるに値す

るという確信からなる」と述べている。すなわち

SOC は認知（把握可能感）、動機づけ（有意味

感）、能力（処理可能感）の三つの特性から構成

される感覚であり、体験を通して獲得される。ま

た個々の SOC を測定する尺度が工夫されており、

尺度の妥当性が明らかにされている。したがって

SOC 尺度を用いることで個々に内在する SOC を

測定することが可能である。

高齢化において人々は、身体的、社会的、及び

精神的な困難さに直面する。この困難に対処する

能力を高めることが、高齢者の健康維持に役立つ

と考えられる。たとえば歩行が困難な高齢者は、

歩行器を利用することで歩行の自由が得られる。

その結果は自己の能力に自信をもたらす。自信は

SOC の処理可能感を高め、総括的に SOC が向上

して、高齢者の健康維持に役立つことになる。逆

に歩行器を疎ましく感じる高齢者も存在する。こ

のような人にとって歩行器は自立を助ける器具で

ている。

人口高齢化社会は各国の政策決定者に高齢者の

「自立支援」、「健康の維持増進・予防政策」、「生

活の質の改善」、「医療制度・社会保障制度の維持

資金」、「国家と家族よる援助のバランス」、「高齢

者の社会的役割」について、どのように改善すれ

ばよいのか、課題を突きつけている。これら課題

に対して WHO はブラジリア宣言の「家族、地

域社会、経済にとって健康な高齢者が資源であり

続ける」を前提に「ヘルシー・エイジング」、「ア

クティブ・エイジング」を提言している。そこで 

は「すべての国で、特に途上国において、高齢者

が健康で活動的でいられるための政策は、贅沢品

でなく必需品である」と強調する。また「アクテ

ィブ・エイジングとは、人々が歳を重ねても生活

の質が向上するように、健康、参加、安全の機会

を最適化するプロセス」なのであり、「健康寿命

を伸ばし、すべての人々が老後に生活の質を上げ

ていけることがアクティブ・エイジングの目的で

ある」とする。したがって WHO が提唱する「ア

クティブ・エイジング」は、「ヘルシー・エイジ

ング」にとどまらない包括的な政策提言である。

そこでは個々の人々や人口全体がどのように高齢

化するかに影響を与える、医療以外の要因を含め

る総合的な政策が提言されている。それら要因に

は、人々のライフスタイル、地域社会とのネット

ワーク、生活と労働条件、社会経済的及び文化的、

環境的要因があげられ、これらが相互に作用し合

いながら、高齢化社会の姿を決定していると考え

る。かつて病気と病気予防に重点を置かれていた

「ヘルス・プロモーション」から、「ヘルシー・エ

イジング」「アクティブ・エイジング」へと意識

改革が進む中で、健康生成論に基づく積極的なア

プローチが重視されるようになった。（Lezwijin, J. 

et al. 2011）

健康生成論は病気の原因ではなく、健康の原因
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はなく、高齢化の象徴なのである。この例では高

齢化の困難さに打ちのめされるから SOC は低下

する。こうした高齢者には、歩行器の使用を励ま

してくれる家族や支援者の存在が重要だろう。同

じ歩行器でありながら SOC にポジティブにもネ

ガティブにも作用するのである。しかし SOC は

測定可能な尺度であることであることを忘れては

ならない。歩行器が及ぼした影響を SOC という

物指しによって把握可能であるから、介護士は個

別に対処することが可能となる。このように健康

生成論アプローチは、老齢化における負の帰結を

補い、高齢者の適応に寄与すると考えられ、その

理論は「ヘルシー・エイジング」、「アクティブ・

エイジング」に積極的に取り入れられている。

プロジェクト研究「武道健康論」においては、

これまで武道体験がもたらす効果について SOC

を中心に報告してきた。それら研究成果を要約す

ると、武道体験は SOC に肯定的な効果をもたら

すこと、また SOC は年齢とともに上昇し、老年

期においても高い SOC が認められた。こうした

研究成果は「ヘルシー・エイジング」、「アクティ

ブ・エイジング」政策において、武道が貢献しう

る可能性を示している。そこで高齢者を対象にし

た運動健康教室の参加者の SOC と比較すること

で、武道体験が高齢者の健康に果たす効果につい

て明らかにすることにした。

方法
調査用紙　首尾一貫感覚（SOC）測定には山崎正

比古ら（1999）が信頼性、妥当性を検証した日

本語版 SOC13（７件法）を採用した。また運動

参加の動機づけを測定するために松本ほか（2003）

の「自己決定理論に基づく運動継続のための動機

づけ尺度」を採用した。しかし回答者の負担を考

慮して、動機づけ尺度については５件法から「は

い」「いいえ」の２件法で答えるように変更して

いる。

被験者　高齢者を対象とする健康教室１の参加者

54名。

調査の実施　健康教室開催時に調査を実施した。

はじめに参加者全員に調査用紙を配布し、調査の

意義について説明した。次に調査は無記名であり、

調査内容は秘匿され個人が特定される恐れはない

こと、調査に同意してくれる方は記入して頂きた

いと口頭で説明した。各質問は、教室の指導者に

ゆっくり読み上げてもらった。

結果
回答用紙は全参加者から回収できた。回答者

はすべて女性、年齢66才から88才まで、平均年

齢75.83才（中央値75、最頻値72）の54名である。

さらに回収した調査用紙から記載漏れのある用紙

15名分を除き、計39名を分析対象とした。

自己決定動機づけ尺度の分析　表１に運動の自

己決定理論に基づいた運動に対する回答者の動機

づけの高さを示した。自己決定動機づけ理論では、

低い方から非動機づけ、外的調整、取り入れ的調整、

同一視的調整、内発的動機づけの順で動機づけが

高い。「運動すること自体が楽しいから」（100％

回答）、「運動中はそれだけに没頭できるから」

（69.2％）、「運動は自分を満足させる活動だから」

「運動を修得する喜びがあるから」（76.9％）と回

答している。また内的調整段階の各項目について

もあてはまると答えた回答者が70％から80％を

占めている。これらの結果は回答者が運動教室に

内発的に動機づけられていることを示している。

決して嫌々参加しているわけではなく、積極的か

つ内発的に動機づけられて参加していることは、

調査実施時の笑い声に満ちた雰囲気からも裏付け

られた。
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表１　 運動の自己決定理論に基づく高齢自主的運
動群の動機づけ

下　位
尺度名 質問項目

「はい」
の

回答数

回答者
に占め
る割合

内発的
動機付け

1 運動すること自体楽しいから 39 100.0 

6 運動中はそれだけに没頭でき
るから 27 69.2 

11 運動は自分を満足させる活動
だから 30 76.9 

16 運動を修得する喜びがあるか
ら 30 76.9 

同一視的
調整 3 運動は良いと思うので行うべ

きだと思うから 32 82.1 

8
運動することが自分自身を高
めるための良い方法だと思う
から

28 71.8 

13 運動することが自分にとって
重要だと思うから 20 51.3 

18
運動することで自分がよくな
っていくと感じることができ
るから

30 76.9 

取り入れ的
調整 4 運動しないと罪悪感を感じる

から 1 2.6 

9 運動しないと墜落していくよ
うな気がするから 4 10.3 

14 運動を続けられなかったらな
ら駄目な人間だと思うから 6 15.4 

17 運動しないと自分を悪く感じ
るから 1 2.6 

外的調整
2

私が運動することで周りの人
（家族、友人、医師等）が満
足するから

13 33.3 

7
周りの人（家族、友人、医師等）
が運動を取り入れるべきだと
言うから

5 12.8 

12
私が運動しないと周りの人

（家族、友人、医師等）がよ
く思わないから

2 5.1 

非動機
づけ

5 なぜ運動してるかわからない 2 5.1 
10 運動する理由がわからない 2 5.1 
15 運動する理由は何もない 4 10.3 

非動機づけから内発的動機づけまで段階的な動機づけの高さを示す。
自己決定理論では内発的動機づけが最も高い動機づけとされる。

首尾一貫感覚（SOC）の分析　これまで学生

及び武道高段者、外国人武道家、一般の壮年男女、

総計2057について SOC を測定してきた（小林他、

2010）が、高齢自主運動群を加え、総計2096名

について分析する。

今回得た高齢自主的運動群のサンプル数は少な

いが、60代後半から80代にかけての武道高段者

群の SOC と比較対照するうえで重要なデータを

提供してくれている。これまでにかけていた年齢

層である。高齢であるが心身に著しい機能の低下

を抱える対象者と武道高段者の比較は適切ではな

い。そうした対象者の SOC は明らかに低下して

いると予測されるからである。それゆえ心身とも

に健康な対象者の SOC 値を得ることが本研究に

とって重要であり、今回調査した高齢自主的運動

群は、運動に対する内発的に動機づけられている

ことからも、比較対照群として適切と判断された。

グループ別のSOC散布図

図１は y 軸に SOC、x 軸に年齢をとった散布

図である。図では学生群のサンプル数が多く、年

齢と SOC の関係を見誤りがちだが、年齢に伴っ

て上昇していることが見て取れる。高齢者自主的

運動群は60代後半から80代にかけての SOC デー

タを提供してくれている。

学生群、一般壮年群、外国人武道家、武道高段

者、高齢自主的運動群の SOC を比較するために、

一元配置分散分析を行った（表２）。グループは

学生群、外国人武道家群、武道高段者群、一般群、

そして今回新たに加えた高齢自主的運動群の５群

である。一元配置分散分析はグループ間に有意差

があることを示している。

縦軸に SOC 得点、横軸に年齢をとった。色が集団を示し、学生（青）、
武道高段者（緑）、外国人武道家（ネズミ）、一般（紫）、高齢自主的運
動者（黄）。
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表２　SOC を従属変数とした一元配置分散分析
平方和 自由度 平均平方 F 値 有意確率

グループ間 73066.835 4 18266.709 236.908 .000

グループ内 159683.922 2071 77.105

合計 232750.757 2075

表３は一元配置分散分析後の等質性に関する分

析結果である。SOC に関して学生群は最も低く、

他群と独立している。しかし一般群と高齢自主的

運動群が等質である（その確率 .999）こと、ま

た外国人武道家群と武道高段者群が等質である

（その確率は .995）ことを示している。ただしグ

ーループサイズ（サンプル数）が等しくないため、

解釈には猶予が求められる。

　SOC の低さから順に学生群、（高齢自主的運

動、一般壮年）群、（外国人武道家、武道高段者）

群であることが明らかになったが、年齢の上昇に

ともなって SOC が上昇する（小林他、2010）こ

とから年齢に考慮した分析を行った。高齢自主的

運動者群の年齢の範囲は66才から86才までであ

る。全対象から66才以上の対象者だけを選択し

て分析した。

     
表３　分散分析後の等質サブグループの分析

等質サブグループ
Group 度数 α = 0.05 のサブグループ

1 2 3

Scheffe 法

学生 1124 48.90

高齢自主的運動者 39 57.41

一般壮年 467 57.75

外国人武道家 176 62.78

武道高段者 270 63.28

有意確率 1.000 .999 .995

学生群は66歳以上という条件から分析対象か

ら省かれた。したがって武道高段者、外国人武道家、

一般男女、高齢自主的運動者の４グループが分析

対象として残されたが、表４の一元配置分散分析

は、４群間の SOC 値に差があることを示してい

る（p<.000）。表が示すように外国人武道家、一

般壮年群のサンプル数が減少する。武道高段者と

外国人武道家の SOC 値はほぼ等しく、また一般

壮年男女と高齢自主的運動群の SOC 平均は等し

い。武道高段者群と高齢自主的運動群の SOC 平

均を比較すると、武道高段者の SOC 値は７ポイ

ント高いことが判明した。武道体験が高い SOC

と深く関わっていることが明らかであり、武道体

験が SOC を上昇させる要因と考えられる。

表４　66歳以上を対象にした分散分析
SOC  

平方和 自由度 平均平方 F 値 有意確率

グループ間 1514.212 3 504.737 6.571 .000

グループ内 11138.661 145 76.818

合計 12652.872 148

グループ サンプル数 グループ平均

一般壮年 3 57.33

高齢自主的運動者 38 57.39

武道高段者 106 64.47

外国人武道家 2 66.50

考察
月２回の体操を中心とした運動教室参加者54

名から調査用紙を回収した。回答者は66才から

88才の高齢者である。回収した調査票から回答

が欠落している調査票を分析対象から取り除いた。

その数は15名分であった。不完全な調査回答の割

合は27.8％であり、これまでの著者の経験からす

ると、通常は10％未満であるから高齢自主的運

動群の不完全調査票の割合は高い。本調査の質問

項目は、SOC に関して13項目、運動の自己決定

動機づけ尺度に関して18項目、年齢、健康教室

の参加年数の計33項目であった。回答時間は15

分程度かけたが、認知的な負担が大きかったと考

えられる。特に80歳台の対象者には回答時間を

勘案して面接調査が好ましいと考えられる。時間

的余裕の点で留め置き調査法も考えられるが、家
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族が答える可能性を否定できない。その点を考慮

すると調査者が面接して回答を確認しながら記載

する面接調査が好ましいと言える。

高齢自主的運動群の運動に対する動機づけを、

自己決定動機づけ尺度によって測定した。その結

果、高齢自主的運動群は、全員が内発的に動機づ

けられており、武道高段者の比較対照群として適

切と考えられた。武道高段者は長期にわたって武

道の修行に動機づけられており、この点で比較対

照に適切である。また心身の健康という点におい

ても、高齢自主的運動群はヘルシー・エイジング

にふさわしいサンプルであった。

これまで年齢や武道との関わりの強弱が異なる

複数の集団を対象に、SOC を調査してきた。学

生群、武道高段者群、外国人武道家群、一般壮年

群である。それらデータに本年度の高齢自主的運

動者を加えて総合的に分析した。分析の結果、学

生群、（一般壮年、高齢自主的運動）群、（武道高

段者、外国人武道家）群の順に SOC が高い。年

齢に伴って SOC が上昇することがこれまでの研

究（小林他、2010）から確かめられていたから、

高齢者自主的運動群と同年齢層で比較した。その

結果は、先の分析と同様に、一般壮年と高齢自主

運動群よりも武道高段者及び外国人武道家が明ら

かに高い。武道体験が SOC に肯定的な影響を及

ぼしていることがあらためて証明された。

今回の研究成果は、武道体験が「ヘルシー・エ

イジング」「アクティブ・エイジング」に貢献し

うる身体運動であり、高齢化社会において健康維

持に留まらず、高齢者に生きる力を与えてくれる

活動となり得ることを示している。武道の修業を

通しての体験、その日々の鍛錬、持続する力、技

術の向上に見いだす喜びは、アントノフスキーの

言う首尾一貫感覚を高め、高齢となっても首尾一

貫感覚を維持し続ける。高齢となっても武道の修

業は始められよう。木刀、竹刀を握り、弓をとっ

て日々鍛錬を続ければ、上達することの喜びが生

活に楽しみをもたらす。強くなることが目的で

はなくとも、日々続けられること（把握可能感）、

多少なりとも上達すること（処理可能感）、上達

を発見する喜び、喜ぶ己を見いだすことの楽しさ

は生きることの有意味感をもたらす。このように

して武道は首尾一貫感覚を育む場を提供してくれ

ると思われる。

注
１　調査を実施した茂原市高齢者自主学級「すこ

やかクラブ」は国際武道大学名誉教授篠田基
行氏が主催する体操を中心とする健康教室で
ある。教室は今年で26年目、540回を越える。
月に2回開催され、参加者は自主的に運営協力
し、また教室では笑い声が絶えず、参加者は
リラックスして楽しさが感じられた。教室で
は体操だけではなく健康維持のための知識も
指導される。
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平成21年より始まった本プロジェクトでは、

共通テーマについて各武道の立場から論考をまと

めてきた。本年度は最終年度になるので、ゲスト

スピーカーを交え以下のようなテーマについて、

座談会形式で総括を行うことにした。なお、本記

録は立木が座談会の録音を文字に起こしたもので、

各発言者が確認をおこなった。発言の「です・ま

す」調は「である」調に換えている。

座談会日時：2013年３月９日15時〜18時

場所：国際武道大学９号館会議室

Ⅰ．各武道の国際化の現状と問題点

�（１）柔道に関して、（２）空手道に関して、（３）

合気道に関して、（４）剣道に関して、（５）外

国剣道家の立場から、（６）なぎなたに関して、

（７）弓道に関して　　

Ⅱ．武道の国際化にともなう諸問題

�（１）指導者と段位の問題、（２）武道と宗教の

問題、（３）武道の国際化への取り組み、（４）

最も国際化した柔道の評価をめぐって、（５）

競技レベルと審判法の問題、（６）外国人武道

家に学ぶもの

Ⅲ．武道の国際化に対する国際武道大学の役割

おわりに．グローバル時代の武道の展望

はじめに

柏崎：本日はお忙しい中お集まりいただき、感

謝申し上げたい。今日は、これまでの我々のプロ

ジェクトの研究のまとめとして座談会をしたいと

思う。魚住先生に司会をお願いして、それぞれの

武道の立場からお話ししていただくことにしたい。

魚住：本プロジェクト研究は「武道の国際化に

伴う諸問題」ということで、研究所年報に３回研

究報告書を掲載している。

第13号は各武道で少しまとめた形で、現在の国

際連盟はどういう形か、成立するまでの経緯、現

状と直面する課題を書いている。

第14号は、各武道の各国での指導の実例とい

うことで、フランス、アメリカ、トルコ、オース

トリアなどにおける各武道の展開が書かれている。

第15号は国際化と共に生じてきた諸問題、そ

れぞれの武道の立場で書いてもらった。その時に

は空手道は井下先生とマーヤ先生、なぎなたは木

村先生とベネット先生がそれぞれの立場で書いて

いる。

今日はこれらの報告書と『武道論集』第３集「グ

ローバル時代の武道」、これには、私、柏崎先生、

ベネット先生、マーヤ先生も書いたので、これら

も踏まえて話すことにしたいと思う。

◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇

◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇

「武道の国際化をめぐる諸問題」座談会

　　　　　研究代表者：柏崎克彦（国際武道大学）
　　　　　共同研究者：魚住孝至、大矢稔、松尾牧則、立木幸敏、岩切公治、
　　　　　　　　　　　�井下佳織、矢崎利加（以上、国際武道大学）、�

木村恭子（全日本なぎなた連盟）
　　ゲストスピーカー：�アレキサンダー・ベネット（関西大学）、�

マーヤ・ソリドワール（明治大学）
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全体のテーマは、各武道での国際化の現状と問

題点を踏まえながら今後の方向性を展望していく

ことだが、特に国際武道大学のプロジェクトとい

うこともあり、武道大学の使命ということも語っ

てほしいし、武道の将来展望もお話しいただきた

いと思っている。

Ⅰ．各武道の国際化の現状と問題点
魚住：各武道の国際化の現状と問題点について、

今日は武道協議会の順番を取らず、術の内容で分

けて、徒手格闘技、道具を使用した対人競技、弓

道の順でお話しいただきたいと思う。

まず、徒手格闘技系だが、柔道と空手道は、と

もに世界的にも競技人口も多く、柔道はオリンピ

ック競技であり、空手道もオリンピックを目指し

世界選手権もやっている。ただ合気道は、試合が

ないということで違う性格があると思う。

あと少林寺拳法もあるが、ここには専門家がい

ないので本日は取り扱わない事とする。

では、まず柏崎先生から、柔道の国際化の現状

について、お話し願いたい。

（１）柔道に関して

柏崎：柔道の国際化というと、講道館柔道の創

始者嘉納治五郎は1889年（明治22年）の最初の

訪欧の際フランスソルボンヌ大学で講道館柔道を

紹介しているが、その後も前田光世、谷幸雄、大

野秋太郎、三宅太郎、小泉軍治など多くの日本人

が優れた護身術として柔道や柔術の魅力を欧州に

伝えている。欧州柔道連盟の創立は1948年であ

るが、その欧州柔道連盟が中心となって1951年

に創立したのが世界柔道連盟で、日本は翌年それ

に加盟するということで実質的な世界組織が出来

た。1956年に第１回世界選手権が東京で行われ

たが、この時は21カ国、31名が参加、階級も無

差別ひとつしかなかった。飛躍的に世界に普及す

るきっかけとなったのが、1964年の東京オリン

ピック。現在では、国際柔道連盟の加盟国は200

の国と地域を数えるまでになっている。

武道の中では柔道は間違いなく国際化の先頭を

切ったが、現在直面している問題も数多くある。

主なものを上げると、

①近年とみに創始国日本の意見が世界に通用し

ないことが多くなっている。2013年８月には

1952年の加盟以来初めて日本人理事不在とい

う事態になったが、今後更に政治力は落ちるで

あろう。

②競技ルールがほぼ毎年変わることも大きな問題

である。柔道の行き過ぎたスポーツ化は、柔道

が本来持っている技術的価値を失いはしないか

と危惧している。例えば帯から下に触ってはい

けないルールができて、これではグレコローマ

ンスタイル柔道である。柔道技術の魅力が失わ

れている。

魚住：女子柔道の立場で矢崎先生。

矢崎：女子柔道はソウルオリンピックで公開競

技になり、1992年のバルセロナオリンピックで

正式種目になった。女子柔道の競技化は海外で推

し進められてきた。日本では女子が試合をするこ

とに疑問視された時期があったが、徐々に日本で

も普及し今日では世界の強豪国の一つである。女

子柔道のオリンピック採用に当たっては、当時の

IJF 会長松前重義博士が大きく貢献している。

ロンドンオリンピックではサウジアラビアの女

子選手がスカーフを頭に巻いて試合に初出場する

など、宗教や国境を越えて普及している。女子柔

道のメダルも一つの国に偏ることなく多くの国が

獲得している。ロンドン五輪では、７個の金メダ

ルは７カ国に分散された。メダルを持ち帰った国

はトータル16カ国にも及ぶ。まさに国際的な競�

技に発展したと言える。各国とも女性コーチの育

成にも努めている。国際大会では多くの女性コー
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チの姿が見受けられる。一方、日本国内において

は女性の指導者が少なく、育成が進んでいない。

これが今後の課題である。

魚住：女子柔道のコーチに関しては、今回大き

な問題があったが。

矢崎：そんなこともあって女性の指導者を求め

る声も多くある。指導者は男女関係なく、信頼関

係が最も大切であるとする選手のアンケートなど

の結果も示されている。

（２）空手道に関して

魚住：それでは空手道の国際化の現状について、

マーヤ先生。

マーヤ：現状は柔道と似ているが、柔道と違っ

て組織はたくさんあるし、競技のやり方も組織に

よって異なっている。空手道を代表する主な競技

団体は世界空手道連盟という組織である。

2001年に組手のルールがポイント制になって

日本は勝てなくなって、試合時間も長く体力的に

厳しくなってきている。新しいルールでは蹴り

技は有利になり、上段蹴り等の技が得意だと有

利になっている。特に海外の選手は日本に比べる

と、蹴り技とか足払いなどが得意である。一番問

題になるのは、空手の競技ルールの寸止めである。

当たりすぎると反則負けになるのである。よって、

その技が寸止めか当たりすぎかを判断するのは審

判にも判定し辛いことである。

あとは形競技にも問題点がある。現在では４大

流派の指定形16本が決めてあるが、各流派にはそ

れぞれの特徴がある。例えば和道流の形では立ち

方は比較的に重心が高いので、形は和道流として

正しくてもそれほど強そうに見えない。和道流の

正しいやり方を知らなくて、外観のみを判断する

審判もいるので、形競技で和道流の形を演武する

とほとんど勝てない状況になっている。以上のよ

うに空手道の形はだんだん流派としての特徴を失

うことになる。形競技の予選は指定形16本から

２つ演武しなければならないのが普通である。そ

の後は自由形になる。したがって対戦する選手は

同じ会場で別々の形を行うのは普通である。柔道

のように１つの形を評価して勝負を行う方が良い

のでは無いかと思っている。

魚住：空手道では、主要な組織が４つもあって、

形もそれぞれ異なるのに、それが形競技では１つ

の大会に出場すると言うことで問題が出てきたと

考える訳ですね。

井下：空手道が国際的に普及された背景には柔

道と異なり、初期の段階から国際的な団体を設立

する際に様々な会派・流派の統一に苦労した経

緯がある。現在では、世界空手道連盟の加盟国・

地域の数188カ国となり、柔道とも肩を並べる組

織となった。柔道の国際化における問題と同様�

に、世界空手連盟（WKF）において組織運営面

では日本はイニシアティブをとれない期間が長く

続いてきている。しかし、2013年11月に開催され�

た WKF 理事会において奈蔵氏の新理事就任が決

まり、今後 WKF 事務総長に任命される予定とな

っている。今後、WKF および日本空手道連盟に

おいても大きな流れとなることは間違いない。国

際化においては、女子競技の発展の一方で、女性

指導者、審判、役員数の拡大が課題となっている。

また、やはりルール変遷である。国内においては

流派・会派、または小学生・中学生・高校生・大

学生・一般でのルールの違いがある。安全確保の

ための各年代におけるルール変更はさらに進める

必要があるが、ポイント制度、審判の数など根本

的なルールが存在する。さらに、国際ルールと国

内ルールとにも統一されていない。今後、空手は

国際化のなかでスポーツとしての発展とともにい

かに日本文化・伝統を有した種目特性を維持して

いくかという大きな課題が残る。同時に幅広い年

代でも行えるようにスポーツ外傷・障害に対する
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知識や技能を有し、社会的にも認められる指導者

養成の充実が必要である。

（３）合気道に関して

魚住：他方、試合が無く形稽古を中心とする特

徴がある合気道の場合は、立木先生。

立木：合気道という呼称が始まったのが1942

年（昭和17年）、現在の財団法人化1948年、国際

合気道連盟は1976年、1986年には GAISF の加盟

している。合気道は創始以来現在まで、競技化は

されていない。

ただ開祖植芝盛平に初期に習った方の中に、競

技を行っている会派もある。

合気道は会頭を道主という呼称で代々植芝家が

引継ぎ、世襲制でその運営が行われている。また

開祖の初期の弟子の頃から海外で指導が行われて

いる。例えば1951年に望月稔氏がフランスへ普

及を行い、1960年代になると現在も活躍されて

いる指導者が欧州、米国に普及を行った。よって

フランスを中心にヨーロッパなどは柔道と同じよ

うに修行人口が多いと言われている。

現在では（公財）合気会という組織があり、そ

の傘下に国際合気道連盟が入っていること、海外

の中心の指導者が日本人であったことなどから、

組織としては良くまとまってきたと言える。一方

で海外に合気道を持って行った世代がリタイアす

る時期を迎えていて各地で世代交代が行われてい

る。また段位制度に関しては合気会が掌握をして

いるが、フランスなどは日本の段位審査も行われ

ているものの、独自にも段位を出すようになって

いる。

合気道も少しずつではあるが、他の武道がたど

ってきたように各国で独自の合気道文化が形成さ

れていくものと考えられる。またそれぞれの地域

で指導者が交代して、その国で育った人がリーダ

ーになって行くと、日本人が意図している物と少

しずつ解離していく可能性がある。それをどの程

度コントロールしていけるのか、つまり日本の合

気道というのを正しく理解してもらうのかを国際

会議、指導者派遣の稽古とかを通してやっていけ

るのか今後の課題である。幸い（公財）合気会は

指導部を有している組織であり、海外からの派遣

依頼があると、そこに属している指導者が海外に

行って指導するという形が機能している。（本学

においても部活動に師範として、また講義の方に

も別の師範が指導に来て頂いている。）

また、私見だが海外の演武会を中心に合気道の

技術が華美になっている気がする。かなりショー

的に脚色されていて、それが目的になってしまう

と何のために稽古しているのかが変わってきてし

まうと思うが、海外では受けが良いようである。

魚住：海外において合気会と他の合気道の会派

との関係はどうか？

立木：そのあたりは上手く棲み分けられていた

り、別のものと考えられているようである。また

海外の修行者は比較的柔軟性があるので、様々な

スタイルを勉強している方もいる。

また同じ会派でも現地で世代が交代する中で、

その国の中に団体が増え、様々な問題もおきてい

るようである。

（４）剣道に関して

魚住：それでは次に剣道に移りたい。道具を使

った対人系のもので、国際化する際には道具をど

うするかから大きな問題であるが、伝統性の問題、

また審判で一本の判定の問題も大きいと思う。大

矢先生、岩切先生。

大矢：「国際化の現状と問題」として、最近、

次のような事例があったので紹介する。全日本剣

道連盟は、2013年に国際剣道連盟からの要請を

受けて、イタリア剣道連盟の講習会に剣道の指導

者３名、居合道の指導者３名を講師として派遣し
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た。そうしたところ、事後、派遣された剣道の講

師から “居合道の講習に充てる時間はたいへん多

く、居合道の講師は VIP 待遇であったが、剣道

の講習に充てる時間は極めて短かった。剣道の国

際的な普及のために全剣連から派遣されて行った

のにもかかわらず、これはいったどういうこと

だ！” という、剣道の講習に充てる時間の短さに

対する憤りの報告があった。

このことを受けて、全剣連からイタリア剣道連

盟に事情説明を求めたところ、イタリア剣道連盟

からは “居合道は日本が起源であるから日本人に

指導してもらいたい。一方、剣道については、韓

国は試合で勝つ剣道を教えてくれる。日本は試合

で勝つ剣道を教えてくれない” という説明があっ

た。

つまり、居合道は日本が起源であるから日本人

にしか教えられない。したがって、日本人が指導

する居合道に対しては興味を示し真摯に修習する。

一方、剣道については、韓国は勝つための剣道を

教えてくれるので、所謂、韓国流の剣道が好まれ

る傾向にある。

こうした、いわば文化性と競技性の狭間にあっ

て、あらためて日本の剣道の佳さとは何か、日本

の剣道の何をどう伝えるのかといったことが課題

になっている。日本としては「剣道の理念」「剣

道修錬の心構え」「剣道指導の心構え」の内容を

分かりやすく解説するとともに、日本が世界に向

けて “教える姿勢” をもって取り組む必要である

という方向に舵がとられ始めた。とりわけ、「剣

の理法」「竹刀という剣」「修錬」「道」などの考

え方を、どう「人間形成」に落とし込んでいくか

が焦点になっている。

岩切：フィンランドなどを中心に指導した経験

から、場所によっては初段の人間がその地域の指

導者になっていることなどがあった。まだまだ普

及の面が遅れているところがあるのでしかたない。

技術的な事は短時間で教えられるが、それ以外の

ことについて話をしていくというのが言葉の問題

や期間の問題で難しい面があった。例えば「剣道

は剣の理法の修錬による人間形成の道である」と

いう「剣道の理念」（全剣連）などを話していく

べきであったが、実際は指導法、審判法、日本剣

道形を中心に指導してきたのが現状である。

また、首都のヘルシンキで指導する場合には通

訳がつくのだが、地方に行くと全く通訳がおらず、

実技指導だけになってしまう。よって実技的な物

は伝わっているが、内容的な物がどれだけ伝わっ

ているかはわからない。

（５）国際的観点からの剣道の問題点

ベネット：この５年の国際剣道コミュニティー

における問題点を９点ほどリストアップした。

①ドーピングの問題：最近、国際剣道連盟加盟国

の全国大会や国際大会において WADA のルー

ルに従ってドーピング検査は義務付けられてい

るが、検査の費用が高額であるということと各

国のドーピングに対する認識と知識は一般的に

浅いことからほとんど行っていないのが現実

である。これから、積極的な教育が必要になる。

コンバットゲームスというイベントが最近行わ

れており、私は普及に取っては大変素晴らしい

イベントだと思うのであるが、どうも日本の方

では反対する方が多い。その理由はオリンピッ

クに対する偏見と同じようなものがあると思う。

②審判問題：全日本剣道連盟の試合審判規則は改

正してきているにもかかわらず、それに基づい

て英訳された国際剣道連盟が使用しているルー

ルは改正しないまま少しずれが出てきている。

有効打突の「条件」が世界共通であっても、必

ずしも日本人審判員と外国人の審判員は有効打

突と見なす「基準」が同じとはいえない。韓国

から何時も提案されるのは国際剣道連盟の審
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判委員会、ルール委員会をなぜつくらないのか。

どのようなスポーツも国際審判委員会があるの

だが剣道はない。

③称号の問題：数年前に日本の称号聖代は試験性

になった。外国の方で６段、７段、８段の審査

を合格してから、その国の称号制度がない限り

錬士、教士、範士が取れなかった。日本で称号

をとりたければ、日本人と同じ日本語の試験を

受けなければならなかった。最近になって錬士、

教士は日本の会場にて英語で受験できるように

なった（教士は２年前から）。日本と別の称号

制度ができている国もあるが、原則として日本

では認めない。例えば、アメリカの錬士を獲得

しても、日本で教師を受験する資格にならない。

また、国際剣道連盟には居合道と杖道も人気が

あり、高段者も出てきている。が、称号は剣道

のようにとれないし、教材もあまりない。不満

が高まっていると聞く。

④国際連盟のガバナンス問題：ヨーロッパ剣道連

盟はヨーロッパ諸国が一端加盟してから国際連

盟に加盟するようになっている。加盟国が比較

的に多くなっている。よって、国際連盟の中で

ヨーロッパの声がだんだん強くなってきて、い

ずれ国際連盟のヨーロッパ理事の数を増やさな

くてはならず、日本が過半数をとれなくなる懸

念がある。いくら日本の競技人口が多く、剣道

のリーダー国であっても、国際剣道連盟メンバ

ーの中に１ヶ国に過ぎないので、権力のバラン

スが興味深い深刻な問題になるかもしれない。

⑤韓国流の剣道の普及：海外では韓国人の経営し

ている道場が多くなってきている。それがロー

カルの連盟との間で考え方とか様々な点で摩擦

が出ている。

⑥審査の問題：数年前まで日本人が海外で審査を

するときにはルールがなく、日本の高段者が個

人的な用で海外に出かけた時に審査委員依頼さ

れることが多かった。現在では、現地の連盟会

長から全日本剣道連盟会長あてに正式な審査委

員依頼状を送ってからでなくては許可が出来

ないという形になった。それまで、いろいろ問

題があったので、管理する必要が出てきたわけ

であるが、高段者が少ない国では審査会が開き

にくくなっている場合もある。例えば、ニュー

ジーランドでは審査を受ける機会が少ない。そ

こで日本より指導者をセミナーに招いたときに

は審査員もお願いすることになる。許可はさほ

どとりにくいことではないが、招いた指導者が

「出る杭は打たれる」という心配から審査員を

やりたがらない。

⑦ JICA の問題：最近、日本から剣道で指導者を

派遣する国が減ってきている。ヨーロッパの派

遣員は数年前に停止になった。

⑧アジア連盟の問題：近年出てきているのがアジ

ア連盟をつくって欲しいという希望が韓国から

出てきているが、日本連盟が作りたがらない。

⑨マナーの問題：近年の世界大会において、選

手・観客のマナーが少し悪化しているように思

う。勝利至上主義の影響か。

嬉しい話しとして報告したいが、世界初の純粋

な外国人（海外で剣道をはじめて、修行を続けた

日本人以外）の８段が生まれた。ブラジル出身の

ロベルト岸川氏がめでたく日本の審査会で８段を

合格した。

魚住：剣道のオリンピック参加の問題では、む

しろ韓国の連盟の方がオリンピックへの参加に積

極的だと聞いているが。

ベネット：その通りだと思う。韓国と台湾が同

じ考えである。

またスポーツアコードに入るという事が誤解を

受けているが、例えばその国で補助金を得るため

には、スポーツアコードに入っていることによっ

て、正式なスポーツという扱いを受けるという側
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面がある。剣道は他の国ではまだまだマイナーな

ので資金を得るには加盟することがステータスに

なる。

また剣道はオリンピック種目にはなろうとして

もなることは難しいと思う。

（６）なぎなたに関して

魚住：では、なぎなたに関して木村先生。

木村：剣道と共通するものがある。たとえば世

代交代。この２〜３年で戦前にあった武道専門学

校の薙刀教員養成所を卒業された方の多くが亡く

なっている。日本の中でも指導者が少ない状況に

ある。海外でも日本人で海外に行かれてアメリカ

やヨーロッパを引っ張ってきた人達が高齢化や体

調不良によってだんだん現場を去って行っている。

指導者ばかりではなく財政面でも支えていてくれ

た方々も同じである。

世界大会の審判員になるのも日本が出している

称号以上保有者でなければならない。その資格は

日本に来て審議を受けなければとれず、またその

資格取得の稽古を指導してもらえる環境にいない

ので合格出来ない。よって世界大会でも日本人ば

かりの審判になってしまう。海外での状況を理解

してくれれば良いのだが、何回か審議・審査会に

来ても不合格で帰らなければならない状況である。

また海外から指導者派遣を頼まれても、旅費や

宿泊費について日本か海外かどちらが分担するか

など金銭的部分に於いても多くの課題がある。全

面負担するという事が難しい全日本の経済状態も

あり、リーダー国として「育てる」気持ちを持っ

てもらいたい。

剣道と同じようになぎなたもヨーロッパの加盟

国が増えてきている。今国際なぎなた連盟の理事

はヨーロッパが１名、アジアには日本しか加盟し

ていなくても３名いる。ヨーロッパは沢山加盟国

があるのにまだ１名であるがいずれ増えてくれば

日本のリーダー国としての立場も難しくなる。

実技においては日本が競技至上主義のなかでお

こなっているので、外国の人達の中には先日の武

道学会でも「教育」との発言があったが、「古流」

のことや「形」のことをもっと深く求めている人

が多いと常々感じている。

魚住：ベネット先生はなぎなたの国際連盟の理

事でもあるが、なぎなたについては、どうか。

ベネット：防具の問題がある。今まで懸案事項

であった海外の防具入手の問題だが近年非常に買

いやすくなっている。それはインターネットで海

外への販売に力を入れている会社が出始めた。さ

らに大変安くなっている。しかし中にはあまり質

の良くないものもあり、例えばフィット感が悪く、

初心者が何もわからず利用して、間違った癖など

が身につく可能性がある。

岩切：剣道経験者であれば、ある程度剣道具の

善し悪しがわかると思うが、初心者の方はわから

ないのではないか。

（７）弓道に関して

魚住：道具の問題では弓道も大変だと思う。ま

た国際化にあたっていろんな会派の問題もあると

聞いているが。

松尾：弓道は海外には欧州を中心として普及し

ているが、他の地域はこれからである。2006年

に国際連盟が出来たときには17カ国でスタート

し、その時から欧州が中心。30年以上前から欧

州の連盟が出来ていて、日本と欧州連盟を中心と

して国際連盟が出来た。その後はカナダが１カ国

増えただけであるが、現在、台湾が加盟を検討し

ている。

その他の国々でも、連盟としての組織作りまで

は十分ではないものの、弓道の普及は進展しつつ

ある。日本で弓道を習った者が仲間を集めている

ケース、他の武道を行っていた者らが隣国で弓道
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を習い、複数の武道とともに弓道を行っているケ

ースなどがある。よって、急速にというよりはゆ

っくりと国際連盟への加盟国が増えていくことに

なると考える。ハンガリー、ロシアなども将来の

加盟国候補として有望である。

第１回の国際大会（2010）は明治神宮で開催

された。第１回大会はフランスが優勝し、日本は

予選落ちという残念な結果であった。国際大会は

４年に１回開催することになっており、今年第２

回大会（フランス・パリ）が予定されている。今

年のパリでの大会に向けて日本代表を決める予選

が先日おこなわれ、代表４名（うち１名補欠）が

決まった。チームは各国（国際連盟未加盟国も含

む）から代表１チームが参加する。個人は、日本

からの場合は旅行会社も入れ、ツアーのような形

で参加者を募った。

これまで、弓道の国際化の課題として、矢羽根

問題（自然保護の問題）や宗教的な問題なども取

り上げてきた。矢羽根問題は国際連盟の方でも問

題になっており、ワシントン条約で国際的取引に

制限のある猛禽類の羽根であるが、現状では日本

の弓具店では普通に販売されており、試合や審査

でも猛禽類の矢羽根を使用した矢は沢山使われて

いる。これを国際連盟では使用を禁止しようとい

う動きになって、ルール化もなされているが、国

内的な対応ができないない状況である。国内外で

大きな問題に発展しそうな緊急を要する課題であ

る。

宗教的な問題は、私が危惧しているほど問題に

なっておらず、日本武道館で行われた国際武道文

化セミナーの弓道稽古においても「神前礼拝」が

行われていた。外国人参加者らも講師の先導に従

っていたが、将来的には問題視される時が来るで

あろう。

剣道・なぎなたで話題に出たが、弓道も道具の

問題がある。弓道普及のためには弓道具の普及は

大切なポイントである。海外から購入するには高

価ではあるが、インターネット等を通じて通信販

売にて入手できる時代となり、昔と比べたら質の

良いものも手に入るようになって来た。

国際大会を開催するようになったにも関わらず、

国際連盟の競技ルールは、日本語のままの弓道競

技規則が用いられている。欧州連盟が使用してい

た英語版のルールがその理解のために使用されて

いるのであろうが、このままでは問題である。こ

れから国際連盟の競技規則などの英語版を作成し

ていかなければならないであろう。

それからドーピング問題も私自身は危惧してい

るが、あまり話題になっていない。これからの課

題である。弓道ではアーチェーリーと同じように

興奮を押さえるような薬物が使用されることが懸

念される。また、弓道では高齢の競技者も多く、

持病を抱えていたり、血圧を抑える薬などを使用

しながら大会へ出場する選手も現状では多数ある。

国際大会を実施するに至った現状と合わせ、国内

の競技においても今後どのようにドーピング問題

に対応していくかを検討しなければならない時期

に来ているだろう。

Ⅱ．武道の国際化の進展にともなう諸問題
（１）指導者と段位の問題

柏崎：日本では柔道の段位を講道館が出してい

る。この段位があらゆる場面で問題視される。例

えば、指導者Ａライセンス獲得のためには６段以

上であり、Ｂライセンスは４段以上である。公認

指導者の場合もＡ指導員は５段以上、Ｂ指導員は

４段以上、Ｃ指導員は３段以上である（2014年

４月１日現在）。柔道に関する資格獲得のために

段位を考慮することに問題が無いとしても、その

段位修得プロセスは検討の余地があると考える。

試合成績や形の修得レベルだけではなく、柔道の

歴史、講道館柔道の思想、五教の技の名称と形、
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救急処置法等の安全教育など段階に応じて昇段審

査項目に加え段位に価値を持たす必要がある。フ

ランスは、すでに1955年柔道教師に対し国家資

格を与える法案を成立させている。当然、フラン

ス柔道連盟が発行する段位の信頼性の高さが国家

資格に結びついていると考えることが出来る。

先日、訪れた香港で、日本人が長年勤めていた

ナショナルコーチの座が韓国人にとって代わった

と言う話を聞いた。その原因が指導者個人の問題

かどうかは別として、柔道に関する知識も昇段に

大きく影響する審査基準を作る必要があると考え

る。ドイツの初段は日本に来れば３段ぐらいの価

値があると言う人もいる。つまり取得するのに厳

しさが違う。日本の初段レベルは大変取りやすく

その評価も低いと言わざるを得ない。

松尾：弓道も同じで、ドイツは、かつてはドイ

ツ柔道連盟の傘下に弓道連盟があり、独自に段位

を認定していた。ドイツの段位と日本の段位と二

重構造になっていた。ドイツの段位は初段でも日

本の三段ぐらいのレベルの高さがあったが、日本

の段位ではないので読み替えができず、日本で段

位を取り直さなければならなかったことが問題に

なっていた。今はドイツでは段位を出しておらず

日本の段位に一本化されている。

また武道の宗教的な問題は海外の方々はどのよ

うに感じているのか、ベネット先生はどのように

とらえているか。

（２）武道と宗教の問題

ベネット：私の経験では宗教と武道の精神性と

摩擦が無い。イスラムのことなど懸念されている

が、私がイランに行ったときには現地の方はあま

り気にしていなかった。

イラン人は信仰深いため、私が無宗教だと行っ

たら、その言葉すら理解できなかった。

何のために武道をやっているのかというアンケ

ート調査を行った。500人程のデータを集めたの

だが、武道は精神性、道徳教育的、人間形成の道

と言われるが、イランでは宗教と摩擦が無いのか

を調べた。結果はそういった問題は全くなく、逆

に武道（柔道、空手、剣道）をやることによって、

「より良いムスリム（イスラム教徒）になれるの

だ」、「自分の宗教のサプリメントである」という

ような回答があった。またキリスト教徒でおいて

も同じ。

松尾：武道であることはそれで良いとして、神

棚に礼をしたりすることはどうか？

ベネット：外国に神棚はないので（日本の道場

にもなかったはず）、あるのは正面で、そこには

国旗や創始者の写真などが飾られている。例えば

イランは宗教の指導者の写真の隣に嘉納治五郎の

写真と植芝盛平、船越義珍の写真が並んでおかれ

ていた。よって正面というのをあまり宗教と結び

つけて無い。武道の伝統におけるリスペクトとし

て扱われている。

松尾：たとえは道場の神棚に指導者が先導して、

手を叩き（拍手）礼をするとういことはどうか？

柏崎：アメリカでは、柔道の礼法に関しても裁

判があった。宗教的行為の強制だとの訴えであっ

たが、判決は柔道の礼法は宗教行為ではないとい

うことで訴えた方が敗れた。

松尾：礼が宗教行為ではないというのはわかっ

たが、神棚に手を叩く（拍手）をする拝礼は私は

避けるべきだと思う。競技とそれは切り離すべき。

ベネット：最近の全剣連の国際講習会では黙想

も「黙想」と発声せず「正座」と発声する。これ

もそのような事を意識したのかも知れないが、不

明である。

松尾：流派の弓術では良いと思うのだが、全日

本弓道連盟、国際弓道連盟などの行事では神棚と

か神道由来の行事は切り離す必要があるのではな

いか。
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ベネット：宗教儀式と礼を分ける必要があるの

ではないか。そもそも弓道におけるその礼法自体

は何時の頃からの物か？

魚住：弓道は小笠原流の礼法を取り入れている

のでその影響もあるが、おそらく道場に神棚を設

けた昭和初期以降のものではないか。

（３）武道の国際化への取り組み

ベネット：武道の国際化の問題としては剣道は

っきりしている。つまり剣道の国際化は行わない。

国際普及におけるリーダーシップは譲りたくな�

い。なぎなたも同じ。これから国際連盟をつくろ

うとしている国際連盟をつくろうとしている銃剣

道、相撲などこれから国際普及をするのだが本当

にどこまでしたいのか、国際普及はしたいのだが、

リーダーシップは譲りたくないと言うことは矛盾

している。

例えば国際弓道連盟の Office は日本だが、会

長職が外国人がなる可能性があるのか？

松尾：弓道では、今は海外の修行者も日本に主

導してもらって国際連盟を運営していってほしい

と思っているようであるが、10年後20年後にな

れば状況は変わってくる。むしろ日本がそこまで

考えていない。

ベネット：何のために国際化したいのか、とい

うことである。国際平和とか国際交流の架け橋に

とか、格好の良いことは言うのだが、本当に考え

ているのかを私は聞きたい。日本人が何を信じて

いるのかと言うことがはっきりしない。だからそ

のような矛盾が出てくる。

あとひとつ。武道は世界中に広まった。それを

みて外国での武道の展開から学ぶことがあるのか

どうか？　昨日の武道文化セミナーでなぎなたの

先生の発言で、なぎなたは日本で競技化して形が

崩れてしまっている。むしろ外国の方が大事にし

ているのでその姿勢は学ぶところがあるのではな

いか、と言う発言があった。逆に日本が参考に出

来ることがあるのか。良いことも、悪いことも。

武道セミナーも１回目から参加しているが、上

から目線で外国人に武道を教えてやろうという雰

囲気があった。今回の武道セミナーでは３つのグ

ループに分けてパネルディスカッションを行い、

フロアー中心に進行して、専門の先生も入っても

らって、今日その発表があった。発表しているの

も外国人、通訳しているのも外国人ということで

雰囲気が変わってきた。外国人武道家に対する偏

見がまだまだあるのだが、昔とは変わってきてい

る感じがする。

この前、山下泰裕先生（現東海大学副学長）

が柔道の暴力問題のシンポジウムがあって私

は通訳を頼まれたのだが、フランスの副会長

Dr.MichelBrousse 氏、イギリスの Dr.MikeCallan

氏などが参加して、日本のこども達が柔道で沢山

亡くなっているが、フランス、イギリスでは無い

ということ。それではそちらの指導法がどのよう

に違うのかという話をしたのだが大変面白かった。

日本でどのように参考にするのか20年前では考

えられないことがおこっている。

魚住：その点ではマーヤ先生が『武道論集』第

３集で、ドイツでの初心者指導法を紹介していた。

マーヤ先生。

マーヤ：私が博士号取得後、日本で就職活動を

しているときに担当面接官より、貴方は武道を教

える資格があると思っているかと聞かれたことが

ある。また、外国人はいくつかの種目を修行する

ことが多いが、いくつかの種目を同時に修行する

と、迷っていることはないのかと言うことも聞か

れた。このような事は武道のことは日本人しかわ

からないと言う目線で語られている感じがしてい

る。

日本人の感覚で言えば、ひとつをやり続けるこ

とが美徳であるが、海外であれば何年かの修行の
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後に他の武道にも興味を持ってやることは良くあ

る。武道セミナーのアンケートでも毎年書くよう

にするが「体験武道」をやめて専門的な研修を増

やして欲しいと思っている。参加している外国人

はある程度の経験と技量を持っている者で、専門

的にやりたいのである。

柏崎：日本ではひとつのことを一生涯通すこと

が良しとされる風潮がある。日本でのスポーツの

場は主に学校である。学校のクラブ活動として活

動しているが、海外では主に社会体育として学外

のスポーツクラブでおこなっている。そこでは柔

道もあるし合気道もあると言うように身近である。

したがって、ひとつの稽古が終わった後に残って

他の武道を体験する機会が多く、他の武道のおも

しろさに気付くのではないのか。

マーヤ：例えばドイツでは部活動はない。皆ス

ポーツクラブで行っている。もし学校でやるとす

るなら、週一回同好会かサークルのようにやると

言う感じである。例えば大学生であったら週一回

合気道をやって、空手道をやって、他はバスケッ

トの練習もやったりするようになる。

ドイツ空手道連盟では流派に関係なく、合宿の

ような講習会をやって、色んな流派の先生がたが

指導をする。後は空手以外で太極拳とか気功の先

生を招いて講習会を行う場合もある。集まる講習

会では1000人規模で参加者が集まる。

（４）最も国際化した柔道の評価をめぐって

柏崎：先ほどベネット先生から意見のあった、

国際化とは何をどこまで行うつもりなのか、と言

うことについて、他の武道はどのように考えてい

るのか伺いたい。また、柔道は国際的に普及した

が多くの問題を抱えていることに対してどのよう

に考えているのかも伺いたい。柔道は200カ国に

広まり世界の隅々まで道場がある。多くの問題は

抱えているが、嘉納治五郎がつくった講道館柔道

が世界の隅々まで広まっているということに柔道

人は誇りと喜びを感じていることも事実である。

岩切：全剣連は海外への普及というのは日本の

オリジナルの剣道を発信させたい。

柏崎：我々も、日本国内においても、現在の柔

道は嘉納治五郎の考えていた理想と齟齬が無いの

か常に疑問を持っている。しかし、海外からの刺

激によって、今一度本来の柔道とは何かというこ

とを考えさせられることも多々ある。

剣道は間違いなく、剣道の理念からそれずに日

本の剣道界は進んでいると思って良いのか。

岩切：量的な広げ方ではなくて質的なものを伝

えていきたいという考えだと思う。つまり日本の

剣道がその国々でいろいろな形にアレンジされる

と困るということで、国際化というのはその土地

に根付いて広がっていくと言うことだと思う。剣

道に含まれる競技の部分だけを広げていくことは

望ましくない。芸道性、武術性、教育性など様々

な要素を含んだ形で普及されるのが望ましい。

柏崎：私は世界数十カ国の柔道を見てきたが、

間違いなく嘉納治五郎の精神は海外に残っている。

同行した学生もそれを感じると言う。

矢崎：外国の選手の方が礼儀正しいと感じる。

岩切：それは剣道も同じようなところがある。

岩切：礼儀に関してだけではなく、国際武道文

化セミナーに参加した際、「某大学では剣道でも

地稽古はしっかりやるが、形の稽古はいい加減に

やっているところがある。」という話をしていた

外国の方がいた。

マーヤ：私は日本に来たときにガッカリしたこ

とが多かった。例えば礼儀作法だが、初心者の時、

ドイツに講習会に行ったときに有段者にはこのよ

うな態度で接しろと言われてきたが、日本に来て

空手道の偉い先生の稽古に遅れてきたり、挨拶し

なかったり、受講態度が良くない生徒の姿を見た。

国際化の影響で競技化が進んだという考え方も
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よく言われるが、私はむしろ海外よりも日本国内

の方で競技化が進んだかもしれないと思っている。

例えば空手の場合は一般の稽古で行っている形は

競技のために綺麗に見せる形を稽古している道場

が多い。稽古している人にこの形の動きはどうい

う意味だろうかと質問すると、その動作の意味は

理解していない人がよくいる。

和道流は日本の古流柔術の影響を受けた空手道

の流派であるが、短刀捕り、居捕り等は流派とし

ての特徴である。ドイツにおいて３段審査の時に

は短刀取りなどもあるので、ドイツでは昇段する

前にはしっかり練習をすることになる。日本では

短刀捕り等は審査規定に入っておらず、今の日本

の和道流には短刀捕り等の柔術から採用された和

道流の形を稽古している道場がほとんど無くなっ

た。指導できる先生もいなくなってしまう恐れが

ある。たぶん十年経てば習おうとしたら海外に行

くしか無くなっているかもしれない。

魚住：合気道はどうか。

立木：競技にすれば柔道のように普及がすすむ

が、スポーツ化すれば宗主国云々は関係なくなっ

てくるので、日本の思うようなモノではなくなる

と思われる。合気道は競技化をすることは今後も

なく、形稽古をもって稽古を完結していける方向

で進むと思われる。合気道は道主（宗家）をたて

て流派の伝承をつなげているところがあるので、

競技連盟の主導ではなく、道主を中心にやってい

きたいということである。また、現在ではまだ日

本で習った海外の方が現地の普及の中心にいるの

でまだ日本をたててくれているのかという感じは

する。

さらにこれから十年、二十年経って本当に世代

交代をしたときに新たな問題が出てくると思うが、

競技化をしていないと言うところで各道とは状況

が少し違うかも知れない。

木村：なぎなたでは、柔道はオリンピック種目

に入ったため、いろいろな問題が出ているので、

なぎなたは二の舞にならない様にしましょうと言

われている。

海外で学んでいる人も競技のなぎなたばかりで

はなく、なぎなたの本当のすばらしさを形稽古や

付随する文化から学びたいという方がいる。海外

に指導に行き、その後海外での指導のためにつく

す方がいる。とくに古流に関しては、競技はとも

かく古流をしっかり学びたいという希望を多く聞

く。一方日本では資格取得や競技実績など目先の

事に注意が行っている。

この大学は国際武道大学ということで、海外の

指導経験も豊富な先生方も多いので、話を聞いて

いて同感も、感銘もうけるがこのような考え方の

武道の指導者というのは多くの武道指導者のごく

一部ではないのかと最近は思っている。

（５）競技レベルと審判法の問題

松尾：弓道が国際連盟をつくったのは、国体の

人数削減、連盟への補助金などが、国際連盟があ

るかとか国際大会を開いているかといったことに

よっても評価されることに配慮した経緯もある。

海外で修行されている方は日本人以上に熱心で

あり、日本の方が競技化に進み過ぎている。また

競技に関心のある人、審査に関心のある人が日本

では多く、審査対策のための指導が行われ、本質

的なものは何なのかが忘れられがちではないかと

考える。

今回の国際武道文化セミナーで残念だったのは、

科学的なアプローチについて、専門委員の先生か

ら「必要ではない」という意見が出たことである。

科学的に解明した上で、武道の良さ伝えていくべ

きであると私は思う。

岩切：先ほどの海外にて変質という点では、例

えば剣道では規則の中で刃筋正しく打ちましょう

とあり、竹刀の弦が横を向いているとか、平打ち
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になっていれば有効打突にしないとある。しかし

国によっては当たればポイントと言う考え方やと

らえ方がある。日本ではただ当たれば良いという

ことでなく、有効打突の基準がちがう。競技化が

進めば当たれば良いのだという風になって行く懸

念がある。

魚住：剣道の場合は韓国が世界大会も優勝した。

韓国勢は技ののやり方もちがうようだが。

岩切：韓国の龍仁大学校と交流してわかったの

は、交流の最初のころは本学の学生は「踏み込ん

で打つ」、龍仁の学生は踏み込まず「その場で打つ」、

本学の場合は攻めながら崩して打つのだが、龍仁

は連打して当てるという考え方を持っていたよう

に感じる。竹刀を使う限りは「技術」が大事とい

う考え方を本学は持っているが、龍仁では「スピ

ード」「パワー」で当てることに意識を持ってい

たようにも感じた。

柏崎：武道の魅力の一つに勝負も含まれると思

うが、勝ち負けは度外視して良いものなのだろう

か。

岩切：勝たないと何を言っているかというのは

あると思う。

松尾：弓道の第１回世界大会では、日本が断ト

ツで勝つのではないかという予想がされていたが、

日本は最悪の結果であった。弓道の競技規則から

すれば、このような番狂わせは十分起こりうるこ

とではある。

魚住：弓道の日本代表の年齢層はどのくらいな

のか？

松尾：第１回大会では50歳〜60歳くらい。前

年度の全日本選手権の１、２、３位の選手で、普

段中たる人でも、何が原因であったか不明だが国

際大会では予選落ちしてしまった。第２回大会の

代表は20台半ば〜40歳くらいと若手を選抜して

いる。

柏崎：柔道は負けると詳細に敗因を分析する。

体力、技術、調整などの項目で。剣道は負けると

敗因分析をどのように行うのか。

岩切：アメリカに負けた時には審判法に関する

研究等も行われたと聞いた。

魚住：審判の技術委員会というのはつくらない

のか。

岩切：それをつくるという意見は出ているよう

だが、まだ開くに至っていないと思う。しかし、

大会前には必ず全剣連が審判講習会はやっている。

柏崎：やはりそれでは日本の意図するルールに

徹底することはむずかしい。審判の技術委員会を

行い、ピラミッド式に優秀な審判を育てる仕組み

を作らなければ、良い普及は出来ないと考える。

魚住：剣道では「一本」と言っても、ただ当た

っただけではないということのこだわりが難しい。

なぎなたの場合は。

木村：なぎなたは審判の３人中２名が日本人で

あることが多い。まだ大きな問題にはなっていな

い。

矢崎：柔道では、日本人が戦う場合は、３人は

いる審判の中に日本人は絶対入らない。

岩切：剣道も同じで、その場合には日本人は外

れる。日本の審判の「一本」の基準と海外の審判

の「一本」の基準が違うことが露呈することもある。

大矢：剣道の場合、現状は、全剣連の試合・審

判規則がイコール国際剣連の試合・審判規則であ

り、世界大会は全剣連の試合・審判規則に基づい

て行われている。そして、世界大会前の判定基準

の統一化に向けて行われる審判講習会の講師は全

剣連から派遣されている。

ところが、有効打突の一本に対する価値基準は、

日本の剣道人が求めている “striking” と、海外の

剣道人がイメージしている “point” “touch” “hit”

との間にギッャプがあるようである。

また、日本では「残心」の有無を厳しく扱う。

残心には「武士の情けをもって止めを刺す」とい
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った日本の精神文化性が底流にあるが、海外とり

わけ韓国には残心の概念はない。これら有効打突

の価値基準や残心の問題などを海外の剣道人にど

う理解してもらうかが課題であろう。

（６）外国人武道家に学ぶもの

柏崎：先ほどベネット先生から日本人は海外の

修行者に対して、常に上から目線であるという指

摘があったが、柔道はさほどそれは無いと思う。

実際、先のロンドンオリンピックでも男女合計

14階級中、日本が獲得した金メダルはたった一つ。

これでは上から目線で言いようが無い。時々、海

外の柔道選手の中には、これまでの講道館柔道に

は無かったような技を使う選手がいるが、これは

柔道でないという目線ではなく、単に日本人にと

って見慣れない技術が生まれたと考えるべきだと

思う。

魚住：柔道界は当たり前のようにそれぞれの国

の柔道スタイルがある。韓国スタイルとかロシア

スタイルとか。

松尾：先ほどの上から目線の問題は、指導して

いるその人には無いのではないか。外国の方で技

術的に未熟な方がいるかも知れないが、それは日

本人でも同じ。上手な人が講師、そうでない人が

受講に来ている構造があるわけで、その対象が外

国の方か日本の方かというだけの問題という気が

する。

ただ、武道をやられている日本人の方で、「ど

うせ外国人に日本武道の精神を理解できない」と

いう方がいるが、そのような者に限って海外の武

道事情を知らない者が多いと感じている。

柏崎：指導法に関しては、海外の指導者から学

ぶべきことも多い。練習生から質問をされても、

「昔から決まっている」などというレベルの講師

がおこなったのでは、上から目線という感想を抱

かれるのではないか。

岩切：外国の方に、海外の指導者（日本人以外）

の方が指導が上手だと聞いたことがある。これは

その国の求めている内容にもよると思うが、日本

人の指導者はどちらかというと指導が命令口調に

なるため、上から目線だととらえられがちなとこ

ろがあるのではないか。

柏崎：柔道でも韓国の柔道家がアジアの拠点を

どんどん押さえて行っているのは、教え方が上手

いからだと思う。日本人の柔道家の教え方にもっ

と工夫が必要だと思う。

松尾：弓道では指導の言葉も「体育学的」では

ないことが多い。もう少し科学的な言葉の使い方

をした方が良いのでは無いかと思う場面もある。

マーヤ：たぶんベネット先生が言いたかったこ

とは、指導法のことだけでも無く、外国人武道家

の立場のことである。例えば国際武道文化セミナ

ーなどで、運営側が子供に対するように、何時ま

でに就寝しろとか扱い方をはじめ、講義の内容と

かでも文化論的な学術的なものでなく「日本の武

士道はすごい」という主観的な内容の講義が昔は

多かった。あとは参加者のアンケートをとり、希

望の調査をしているが、毎回海外の講演者も入れ

て欲しいという要望がよくあるが、ほとんど何も

変わらなかった状態である。

魚住：この座談会に出席されているベネット先

生にしても、マーヤ先生にしても、日本の文化に

ついて一般の日本人よりはるかに熱心に研究され

ている。

松尾：研究者でなくても、海外の修行者の方が

日本人の一般的な修行者よりも弓道の文化的、歴

史的なこと、他武道のこと、日本文化のことなど

も良く勉強している。海外修行者からの専門的な

質問に答えることのできない日本人講師もいるの

ではないか。

柏崎：昭和４年（1929年）、嘉納治五郎が欧州

から帰国したときに、講道館の雑誌『柔道』に「海
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外の柔道の方が研究熱心である。我々がちょっと

油断したならば将来外国に行って柔道を教わるよ

うになる」というようなことを既に書いている。

マーヤ：ドイツでは５段の時には選択科目で

「柔道の形をつくりなさい」という項目がある。

技をいくつか選んで、形を作り、自分でつくった

形の理論も説明しなければならない。三段の審査

の時には柔道の歴史についてレポートを書いたり

する等もある。これは日本の柔道の歴史だけでは

なくて、ヨーロッパの歴史も含めて書くことであ

る。

松尾：日本で言えば体育協会で進めているスポ

ーツ指導者の資格は、実技だけではなくて座学、

つまり体育学などを含めて勉強した上で資格を認

めている。このようなことはすでにドイツでの指

導者資格認定には組み込まれていて、日本の武道

の指導者認定よりも遙かに進んでいる。

マーヤ：昇段とは別に指導者の育成のシステム

もあり、それは日本体育協会の物とよく似ている。

またドイツでは黒帯を締める人は指導をできなく

てはダメだという考え方がある。

種目の組織によって指導者育成の制度は違うが

柔道では統一された指導資格の制度があるが、資

格は義務化されていない。空手の場合は、制度は

地域によってちがいがある。

柏崎：先に話したように、フランスは1955年

に柔道の国家資格をつくった。その資格を取るた

めの学校もある。当然、日本の指導者に比べてレ

ベルが高い人が多い。

日本では、「級」に関する基準がまちまちだが、

ドイツの場合は級の段階からしっかりした審査規

定がある。したがって、１級になったときには、

すべての柔道の技を理論的に理解している。

マーヤ：それはドイツでは柔道だけでなく全体

的にそのような制度になっていて、例えば私はド

イツで空手の初段は10年かかった。日本でそれ

を言えば「そんなに下手くそうだったか」と言わ

れる。ドイツではこれが普通である。初段を取る

前に８〜１級まで取らなければならない。

柏崎：我々は今後、武道を見直すときに海外と

の比較をすることによって、変えるべきものと変

えてはいけないものの違いが見えてくるのではな

いかと思う。「日本武道が外国人なんかにわかるか」

という一方的なものの見方には注意が必要であろ

う。

Ⅲ．武道の国際化と国際武道大学の役割
魚住：国際武道大学は創立当時から、武道の国

際化の時代で指導者を育成すると言うことが大き

な柱で、もうひとつの柱が武道の研究をするとい

うことであった。

これからの武道大学の果たす役割という点でそ

れぞれの方から意見を頂きたい。

柏崎：武道学科の立場で言うならば、世界がど

のような指導者を求めているのかをよく知り、そ

のニーズに合ったカリキュラムの下に、武道実技

はもとより、指導法に優れ、武道思想を理解し、

多くの形が出き、なおかつ最低限の語学力がある

と言った学生を世に送り出すことが使命であると

考える。

木村：国際武道大学にある別科（武道専修課程）

をもっと利用することが大事ではないか。海外で

活躍できる指導者をつくるような場をもっとつく

って頂きたかったと思っている。

毎年、アメリカに学生を連れて行き、なぎなた

の正課授業をされている中で一緒に学んだことが

あった。しかし旅費が個人負担であったため、ま

た渡航費用が高くなったために困難になり残念な

がら中止した。もっと別科との交流が必要だった

のではないか。主に柔道、剣道だけの別科である

が、海外ではそれ以外の種目からも国際武道大学

に来て勉強したいという希望がある。
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松尾：別科に来られる方はその国に帰ると重要

なポジションに就かれる方が多い。別科での指導

も充実させる事も大事だし、別科を活用して別科

の学生と学部の学生が交流できるような事が必要。

また海外研修で海外に連れていくだけでも、大変

良い経験を学生がする。そのような刺激を受ける

ような仕組みというのを考えなくてはならない。

学部生が国際武道大学で４年間勉強したが、一

度も外国人と会話したことが無いというようなこ

とが起こらないようにしなくてはならない。何ら

かの形で交流があったり、国際的な視野が広がる

ような方策を考えられたらいいと思う。

立木：ベネット先生やマーヤ先生と話している

と本学にもっと海外からの教員が必要だと思う。

別科、学部、大学院もそうだが、今ここで議論さ

れたようなことを学内に持ち込んで、学内でもん

でいく必要があるのではないか。それで一つの方

向性をだしていくというようなことが本学しか出

来ない事だと思う。

また日本の武道界は男社会のところがあるので、

武道学会、武道大学も女性の研究者、教員を増や

す必要がある。武道の国際化または普及というよ

うな多様な問題が含まれているものに対しては、

多様な人材が必要ということである。

岩切：柏崎先生の言われていた、海外ではどの

ような指導者が必要とされているか、またどのよ

うにその人材を本学で育成するのかというところ

が大事であるが、現在の本学の状況を見ると、理

論実習のような本来あるべきやらなければならな

いことの時間数がカリキュラムとして減ってきて

いる。もちろん実技だけやればよいということで

はないが、「海外で指導できる指導者を養成する」

ことを考えると、もう一度見直していく必要があ

るのではないだろうか。

マーヤ：別科において技術だけでなく、指導法、

医学、武道の思想等も含めた海外で指導者の資格

になる専門的なコースが必要だと思う。以上のよ

うな専門的な内容を英語でも指導できる教員がい

れば海外の希望者が増えると思う。あと一つの点

は国際交流である。今のところで授業と部活以外

に学部生と留学生の交流は少ないが、交流会館に

学部生半分と留学生半分を入れると国際交流にな

るだろう。また、別科の人数を全体的に増やすた

めに、空手道等の柔道と剣道以外の種目を取り入

れる必要がある。

矢崎：この大学に来たときに本学は国際性が豊

かで武道を専門的に学べるというところにすごく

魅力を感じた。教師として学生と向き合うときに

このような魅力を伝えられるようにしなくてはな

らないと感じている。幸いなことに、本学には多

くの海外からの研修生が訪れている。専門知識と

同時に外国語教育により一層力を注ぐ必要がある

と考える。

柏崎：国際武道大学は開学以来、約70カ国の国

から7000人以上の研修生を受け入れている。平

均一年間に250名ほど。海外への武道普及という

点で本学は大きな役割を担ってきたと言えるので

はないか。

魚住：武道大学で武道ということを介して、そ

の背景にある日本文化や伝統を広めることが必要

だと思う。今まで先生方に協力して頂いて武道論

集を３集つくることが出来た。また英語版も２集

つくった。これはインターネットでも公開してい

る。この座談会もいずれインターネットで公開さ

れる。そういう意味でこのプロジェクトというの

は有効に機能していたと思う。

おわりに．グローバル時代の武道の将来

魚住：もう時間がなくなってきたが、最後に今

や国際化というより、グローバル化時代を迎えた

武道の今後の展開について、希望、期待も含めて、

それぞれの立場から発言いただきたい。
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柏崎：柔道技術の変化は当然としても、その教

育的価値を見失ってはならないと考える。幸い、

柔道指導に伴う人間教育に対する効果は世界の多

くの国が認めている。先般フランスから43名の柔

道指導者が本学にて柔道研修を行ったが、その指

導者から素晴らしい話を聞くことが出来た。フラ

ンスでは、引き籠りがちな子供や、多少内向的な

子どもに対して、カウンセラーは柔道をすること

を薦めるという。また、落ち着きのない子どもや

乱暴な子どもに対しても柔道を薦めるという。今

日、柔道の競技面に多くの視線が向けられている

が、教育的効果にも更なる注目が集まることを期

待したい。そのためには、柔道を学んでいる多く

の人々が他の模範となるよう自覚を持って行動す

ることが柔道の魅力増大と武道の世界的普及につ

ながると考える。

国際的に通用する若い柔道人の登用も必要不可

欠である。武道の世界は年長者を大切にする。そ

のあまり、有能な若者に活躍のチャンスが巡って

こないことも多い。国際経験の豊富な若い柔道家

は今日少なくない。能力ある若者を登用すること

がグローバル化時代を迎えた今求められる。

松尾：武道、弓道の本質的な部分は変わること

があってはならない。しかし、グローバル化に伴

って人々の価値観も変容してくるし、環境に応じ

て武道、弓道に求めるものも変わってくるであろ

う。武道、弓道に何を求めるのかということも多

様化するであろう。多様化に応じられる武道、弓

道であることが、新たな時代にも受け入れられる

武道、弓道であり続けることにつながると考える。

武道の発展のためには、いつも時代の流れと共に

あるべきだと考える。

魚住：弓道だけでなく、武道全体にも言えるこ

とがらをうまくまとめていただいたと思う。グロ

ーバル時代の武道の展開は、今後の大きな課題と

なる問題である。

では、最後に柏崎先生にまとめをお願いする。

柏崎：本日は長時間に渡り活発なご意見を頂き

感謝申し上げたい。国際化といっても各武道によ

り、実態と問題は本当にさまざまである。我々

は国際武道大学に所属しているので、他の武道

の状況もこうして話すことができるが、こんな機

会はめったにない。グローバル時代と言われ、今

後武道の国際化がもっと進展するのは間違いない。

2007年度から始まったこのプロジェクトの研究

成果がさまざまな形で活かされることを期待して

いる。
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研
究
代
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者

　
魚
住
孝
至

＊

　
　
　
　
　
　
　�
共
同
研
究
者

　
吉
田
鞆
男

＊
＊

、
仙
土
克
博

＊
＊

、
立
木
幸
敏

＊

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
大
保
木
輝
雄

＊
＊
＊

、
朴
周
鳳

＊
、
中
嶋
哲
也

＊
＊
＊
＊

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
長
南
信
之

＊
＊

、
宮
本
光
輝

＊
＊

�

＊
国
際
武
道
大
学
、＊

＊
古
流
剣
術
研
究
会
、＊

＊
＊

埼
玉
大
学
、＊

＊
＊
＊

鹿
児
島
大
学

二
〇
一
三
年
度
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
研
究
の
概
要

本
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
研
究
は
、
日
本
の
武
道
文
化
の
特
性
を
、
そ
の
成
立
基
盤
と

な
っ
た
近
世
の
流
派
武
術
に
遡
っ
て
解
明
す
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
い
る
。
そ
の

た
め
に
、
ま
ず
近
世
の
流
派
武
術
の
中
で
も
特
に
主
導
的
な
役
割
を
果
た
し
た
新

陰
流
と
一
刀
流
剣
術
の
研
究
を
通
じ
て
、
実
戦
的
な
切
り
合
い
の
術
か
ら
形
（
勢

法
・
組
太
刀
）
の
稽
古
に
よ
っ
て
武
士
教
育
と
し
て
の
性
格
を
持
っ
た
流
派
剣
術

へ
と
展
開
し
た
過
程
と
そ
の
思
想
を
、
実
際
に
稽
古
さ
れ
て
い
た
術
技
に
即
し
て

明
ら
か
に
す
る
こ
と
を
目
指
し
て
い
る
。

我
々
の
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
は
、
二
〇
〇
三
年
度
以
来
、
新
陰
流
と
一
刀
流
の
技
の

仕
様
を
叙
述
し
た
江
戸
初
期
か
ら
中
期
の
古
文
献
数
点
の
叙
述
を
対
照
さ
せ
な
が

ら
、
形
（
勢
法
・
組
太
刀
）
の
元
来
の
仕
様
を
推
定
・
復
元
し
て
き
た
。
本
年
度

は
、
吉
田
氏
を
中
心
に
文
献
の
解
釈
に
基
づ
く
術
技
解
明
を
よ
り
深
め
る
と
と
も

に
、
新
陰
流
に
関
す
る
こ
れ
ま
で
の
研
究
成
果
を
ま
と
め
て
研
究
書
と
し
て
出
版

す
る
た
め
に
、
科
学
研
究
費
の
研
究
成
果
促
進
補
助
金
に
申
請
す
る
と
と
も
に
、

日
本
の
武
道
文
化
の
成
立
基
盤
―
新
陰
流
と
一
刀
流
剣
術
の
研
究
を
通
じ
て

研
究
を
深
め
て
こ
れ
ま
で
の
研
究
報
告
書
を
書
き
換
え
る
こ
と
に
し
た
。

研
究
書
の
書
名
は「
新
陰
流
の
歴
史
と
技
法
の
研
究
―
古
文
献
に
基
づ
く
解
明
」

と
し
、
第
Ⅰ
部
歴
史
篇
で
新
陰
流
の
形
成
と
展
開
を
概
観
し
、
第
Ⅱ
部
技
法
篇
で

新
陰
流
の
勢
法
全
体
を
古
文
献
の
叙
述
に
基
づ
い
て
解
明
、
第
Ⅲ
部
で
新
陰
流
の

思
想
と
近
世
流
派
剣
術
の
展
開
を
論
じ
る
こ
と
に
し
た
。

第
Ⅰ
部
は
、
流
祖
「
上
泉
武
蔵
守
信
綱
研
究
覚
書
」（
本
年
報
第
十
七
号
掲
載
）

と
「
新
陰
流
の
形
成
と
定
着
」（
第
十
一
号
）
を
基
に
す
る
が
、
そ
の
後
の
研
究

の
進
展
と
本
書
に
お
け
る
位
置
づ
け
が
あ
る
の
で
、
か
な
り
書
き
換
え
る
必
要
が

あ
る
。
今
年
度
は
、
2
代
柳
生
宗
厳
が
新
陰
流
を
確
立
さ
せ
た
過
程
を
、
彼
が
発

給
し
た
諸
伝
書
の
分
析
に
基
づ
い
て
解
明
し
た
論
文
を
作
成
す
る
こ
と
に
し
た
。

第
Ⅱ
部
は
、
新
陰
流
の
勢
法
全
て
―
基
に
な
っ
た
陰
流
「
燕え

ん

飛び

」（
続
け
遣
い
）、

「
三
学
」（
五
本
）、「
九
箇
」（
九
本
）、「
天
狗
抄
」（
八
本
）、「
極
意
」（
六
本
）、

「
八
箇
必
勝
」（
印
可
の
太
刀
）、「
二
十
七
箇
条
截き

り
あ
い相

」（
序
・
破
・
急
各
九
本
）
を
、

そ
れ
ぞ
れ
四
つ
以
上
の
古
文
献
の
叙
述
を
対
照
し
て
解
明
し
た
研
究
報
告
（
第
九

号
、
第
十
号
、
第
十
二
号
、
第
十
四
号
、
第
十
五
号
掲
載
）
を
集
め
る
。
研
究
方
法
、

資
料
、
論
述
の
仕
方
を
統
一
す
る
た
め
、
最
初
の
「
燕
飛
」
に
つ
い
て
は
、
本
年

度
の
最
初
に
古
文
献
3
点
の
叙
述
を
合
わ
せ
て
全
面
的
に
再
検
討
し
て
、
書
き
換

え
た
研
究
報
告
書
を
年
報
第
十
八
号
に
掲
載
し
た
。「
三
学
」
に
つ
い
て
も
叙
述

の
仕
方
を
書
き
換
え
た
。

第
Ⅲ
部
は
、
新
陰
流
の
勢
法
を
貫
く
も
の
に
つ
い
て
、
吉
田
氏
が
「
新
陰
流
の

体
系
の
根
幹
「
転
（
マ
ロ
バ
シ
）」
に
つ
い
て
」
を
新
た
に
書
い
た
。「
新
陰
流
の

成
立
と
近
世
武
道
文
化
の
展
開
」
と
「
近
世
流
派
剣
術
か
ら
近
代
剣
道
へ
」
の
展
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望
は
、「
東
ア
ジ
ア
に
お
け
る
武
術
の
交
流
と
展
開
覚
書
」（
第
十
一
号
）
の
日
本

の
近
世
武
術
の
成
立
に
つ
い
て
の
論
、
お
よ
び
研
究
報
告
「
日
本
の
武
道
文
化
の

成
立
基
盤
」（
国
際
武
道
大
学
研
究
紀
要
第
二
十
八
号
）
の
研
究
展
望
を
と
り
あ

え
ず
載
せ
る
こ
と
に
し
た
が
、
い
ず
れ
も
書
き
直
し
た
い
と
思
っ
て
い
る
。
最
後

に
付
録
と
し
て
、
新
陰
流
関
係
年
譜
と
新
陰
流
関
係
書
一
覧
を
作
成
し
た
。

以
上
の
構
成
の
研
究
書
を
企
画
し
、
出
版
社
の
見
積
書
を
取
っ
て
、
十
月
末
に

平
成
二
六
年
度
科
学
研
究
費
研
究
成
果
公
開
促
進
補
助
金
に
応
募
・
申
請
を
し
た
。

十
二
月
か
ら
魚
住
を
中
心
に
立
木
、
朴
で
、
柳
生
宗
厳
の
目
録
・
伝
書
と
宗
矩

の
『
兵
法
家
伝
書
』
の
内
容
を
再
検
討
す
る
研
究
会
を
三
度
行
っ
た
。
今
年
度
の

報
告
書
は
、
こ
れ
を
契
機
に
研
究
を
深
め
た
も
の
で
あ
る
。

三
月
に
は
、
小
田
原
市
立
図
書
館
に
魚
住
、
吉
田
、
立
木
で
調
査
に
赴
き
、
藤

田
西
湖
文
庫
所
蔵
の
新
陰
流
と
一
刀
流
の
剣
術
伝
書
計
二
十
二
点
を
調
査
し
、
許

可
を
得
て
写
真
撮
影
を
し
た
。
新
陰
流
関
係
で
は
柳
生
宗
冬
の『
新
陰
流
三
巻
書
』

（
一
六
六
九
年
成
立
）、そ
の
弟
子
の
出
淵
七
兵
衛
尉
盛
房
の
『
新
陰
流
兵
法
目
録
』

（
一
六
八
七
年
成
立
）、
佐
野
嘉
内
『
新
陰
流
刀
法
』（
柳
生
新
秘
抄
）（
一
七
三
八

年
筆
写
）、
一
刀
流
関
係
で
は
『
一
刀
流
兵
法
大
目
録
』（
一
六
八
二
年
「
重
明
」

筆
写
）、『
一
刀
流
剣
術
目
録
』（
一
七
三
〇
年
林
六
太
夫
発
給
）
な
ど
貴
重
な
文

献
が
あ
っ
た
。
今
後
、
こ
れ
ら
を
解
読
し
て
そ
の
内
容
を
い
ず
れ
本
研
究
会
で
も

検
討
す
る
こ
と
に
し
た
い
。

今
年
度
の
研
究
報
告
書
と
し
て
は
、
柳
生
宗
厳
の
諸
文
献
を
分
析
し
て
新
陰
流

が
確
立
す
る
過
程
を
解
明
し
た
魚
住
の
論
文
と
、
吉
田
氏
の
「
新
陰
流
の
体
系
の

根
幹
「
転
（
マ
ロ
バ
シ
）」
に
つ
い
て
」
を
掲
載
す
る
こ
と
に
す
る
。

�

（
文
責
：
魚
住
孝
至
）
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新
陰
流
の
確
立
―
―
柳
生
宗
厳
発
給
の
伝
書
に
即
し
た
考
察

�

魚
住

　
孝
至
　

新
陰
流
は
、上
泉
伊
勢
守
信
綱
（
一
五
〇
八
？
～
一
五
七
三
）
に
よ
り
創
始
さ
れ
、

そ
の
直
弟
子
た
ち
に
よ
っ
て
発
展
さ
せ
ら
れ
た
。
た
だ
弟
子
た
ち
は
、
そ
れ
ぞ
れ

の
仕
方
で
展
開
し
、
必
ず
し
も
新
陰
流
を
名
乗
っ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
疋ひ

き

田た

豊ぶ
ん

五ご

郎ろ
う

は
疋
田
流
、
丸
目
蔵く

ら
ん
ど
の
す
け

人
佐
は
タ
イ
捨
流
、
奥
山
休
賀
斎
は
神
影
流
を
そ

れ
ぞ
れ
称
し
て
い
る
。
そ
う
し
た
中
で
、
柳
生
宗
厳
（
一
五
二
九
～
一
六
〇
六
）

は
新
陰
流
を
称
し
て
い
る
が
、
独
自
の
工
夫
を
加
え
て
お
り
、
実
質
的
に
は
柳
生

新
陰
流
と
通
称
さ
れ
て
い
る
。
第
二
世
代
に
な
っ
て
、
こ
の
よ
う
に
多
様
な
展
開

を
見
せ
た
が
、
新
陰
流
と
し
て
後
々
ま
で
大
き
な
影
響
を
も
た
ら
し
た
の
が
、
柳

生
宗
厳
に
始
ま
る
新
陰
流
で
あ
っ
た
。

新
陰
流
と
い
う
と
、
と
も
す
れ
ば
上
泉
の
『
影
目
録
』（
一
五
六
四
）
や
、
宗

厳
の
息
子
で
将
軍
家
兵
法
師
範
と
な
っ
た
柳
生
宗
矩
（
一
五
七
一
～
一
六
四
六
）

の
『
兵
法
家
伝
書
』（
一
六
三
二
成
立
）
ば
か
り
が
論
じ
ら
れ
、
宗
厳
の
伝
書
が

十
分
に
研
究
さ
れ
て
こ
な
か
っ
た
。
宗
厳
は
上
泉
の
思
想
を
受
け
継
ぎ
な
が
ら
、

か
な
り
異
な
っ
た
形
で
展
開
し
た
の
で
あ
り
、
宗
矩
の
『
兵
法
家
伝
書
』
は
、
新

陰
流
の
術
技
に
関
し
て
は
宗
厳
の
目
録
に
忠
実
に
則
っ
て
お
り
、
そ
の
思
想
に
関

し
て
も
宗
厳
が
遺
し
た
伝
書
の
条
目
を
宗
矩
流
に
解
釈
・
解
説
し
て
い
る
も
の
と

言
え
る
も
の
で
あ
る
。
新
陰
流
の
確
立
過
程
を
明
確
に
す
る
た
め
に
は
、
宗
厳
に

よ
る
新
陰
流
の
整
備
の
過
程
を
詳
し
く
考
え
て
み
る
必
要
が
あ
る
。

１
．
先
行
研
究
の
検
討

先
行
研
究
と
し
て
は
、ま
ず
柳
生
厳
長
著『
正
伝
新
陰
流
』（
講
談
社
・
一
九
五
七
）

が
挙
げ
ら
れ
る
。
こ
れ
は
、
尾
張
柳
生
家
伝
来
の
上
泉
の
『
影
目
録
』
と
宗
厳
自

筆
相
伝
書
を
初
め
て
翻
刻
・
解
説
し
、
研
究
の
端
緒
を
開
い
た
。
宗
厳
に
つ
い
て

は
、
上
泉
と
の
出
会
い
の
場
面
は
詳
し
い
が
、
そ
の
後
は
新
陰
流
を
大
成
し
た
と

言
う
も
の
の
、
そ
の
叙
述
は
十
頁
に
満
た
ず
簡
単
で
あ
る
。

今
村
嘉
雄
著
『
史
料
柳
生
新
陰
流
』（
上
・
下
巻
・
増
訂
版
一
九
九
五
・
新
人

物
往
来
社
）
は
、
江
戸
柳
生
家
伝
来
の
文
献
を
中
心
に
網
羅
的
に
翻
刻
し
て
い
る
。

宗
厳
関
係
で
は
、目
録
八
点
、印
可
状
七
点
、兵
法
歌
（『
兵
法
百
首
』）、諸
資
料
（
遺

言
）
な
ど
、
基
本
的
な
資
料
が
載
せ
ら
れ
て
い
る
が
、
各
項
目
に
分
類
し
て
宗
矩

な
ど
の
文
献
も
合
わ
せ
て
掲
載
し
て
い
る
の
で
、
宗
厳
の
思
想
を
捉
え
る
こ
と
は

難
し
い
。

今
村
氏
は
『
定
本
大
和
柳
生
一
族
』（
一
九
九
四
・
新
人
物
往
来
社
）
で
、
柳

生
一
族
を
論
じ
、
そ
の
中
で
宗
厳
に
つ
い
て
章
を
設
け
て
六
十
七
頁
分
書
い
て
い

る
。
け
れ
ど
も
歴
史
的
な
経
緯
と
流
祖
・
上
泉
伊
勢
守
の
文
献
の
紹
介
を
し
て
い

る
が
、
新
陰
流
の
術
の
内
容
に
は
ふ
れ
ず
、
宗
厳
に
よ
る
勢
法
や
伝
書
の
整
備
や

展
開
に
関
し
て
は
論
じ
て
は
い
な
い
。

ま
た
柳
生
延
春
著
『
柳
生
新
陰
流
道
眼
』（
島
津
書
房
・
一
九
九
六
）
は
、
宗

厳
の
『
新
陰
流
截き

り

相あ
い

口
伝
書
』
と
『
没も

つ

茲じ

味み

口
伝
書
』
を
影
印
・
翻
刻
し
、
各
項

目
に
つ
い
て
解
説
し
て
い
る
。
尾
張
柳
生
二
十
一
世
宗
家
に
よ
る
解
説
で
あ
り
、

大
変
貴
重
な
も
の
で
あ
る
が
、
伝
書
の
位
置
づ
け
や
思
想
の
解
明
に
つ
い
て
は
十

分
と
は
言
え
な
い
。

宗
厳
の
伝
書
に
つ
い
て
は
、
渡
邊
一
郎
著
「『
兵
法
家
伝
書
』
を
め
ぐ
る
諸
問

題
」（
日
本
思
想
大
系
『
近
世
芸
道
論
』〔
岩
波
書
店
・
一
九
七
二
〕
所
収
）
に
も
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分
析
が
見
ら
れ
る
が
、
十
一
頁
の
論
な
の
で
、
展
開
や
技
に
つ
い
て
立
ち
入
っ
て

論
じ
て
は
い
な
い
。ま
た
加
藤
純
一
著『
柳
生
新
陰
流
の
研
究
』（
文
理
・
二
〇
〇
三
）

は
、
第
四
章
「
柳
生
新
陰
流
の
型
」
で
宗
厳
の
伝
書
の
「
型
」
の
名
称
の
変
化
を

論
じ
て
い
る
が
、
技
の
内
容
に
は
ふ
れ
て
い
な
い
。

２
．
本
稿
の
課
題

宗
厳
の
生
涯
を
考
え
る
と
、
新
陰
流
の
流
祖
・
上
泉
伊
勢
守
に
出
会
っ
た
の
は

永
禄
六
年
（
一
五
六
三
）
で
あ
る
が
、
当
時
は
武
将
と
し
て
度
々
合
戦
に
参
陣
し

て
お
り
、
新
陰
流
の
整
備
に
か
け
る
時
間
は
な
か
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
宗
厳
自
ら

が
初
め
て
新
陰
流
伝
書
を
出
す
の
は
天
正
八
年
（
一
五
八
〇
）
前
後
で
あ
る
。
天

下
統
一
後
、
隠
田
が
あ
っ
た
と
し
て
領
地
は
没
収
さ
れ
た
が
、
文
禄
三
年
（
一
五

九
四
）
徳
川
家
康
が
新
陰
流
に
入
門
を
受
け
て
か
ら
、
一
族
の
運
が
開
か
れ
る
。

家
康
が
関
ヶ
原
合
戦
で
覇
権
を
握
っ
た
後
、
柳
生
の
旧
領
を
復
し
た
が
、
宗
厳
は

慶
長
六
年
（
一
六
〇
一
）
以
降
十
年
に
没
す
る
ま
で
伝
書
の
仕
上
げ
に
心
血
を
注

い
だ
。
上
泉
に
出
会
っ
て
か
ら
の
年
月
は
、
五
〇
年
近
く
に
及
ぶ
。
戦
国
か
ら
近

世
社
会
の
開
始
ま
で
の
激
動
の
時
代
で
あ
り
、
上
泉
か
ら
受
け
継
い
だ
内
容
だ
け

で
は
な
い
、
宗
厳
独
自
に
工
夫
が
さ
ま
ざ
ま
に
凝
ら
さ
れ
て
い
る
。
上
泉
は
足
利

将
軍
家
か
ら
「
兵
法
天
下
一
」
の
称
を
得
て
お
り
、
新
陰
流
は
畿
内
に
も
広
ま
っ

て
は
い
た
が
、
ま
だ
社
会
に
定
着
し
た
わ
け
で
は
な
か
っ
た
。
徳
川
家
康
が
新
陰

流
に
入
門
し
、
代
々
の
将
軍
家
が
新
陰
流
を
学
ぶ
こ
と
に
な
る
の
は
、
ま
さ
に
宗

厳
の
功
績
に
よ
る
も
の
で
あ
っ
た
。

宗
厳
は
新
陰
流
を
受
け
継
い
だ
が
、
流
派
の
勢
法
を
上
泉
に
は
な
か
っ
た
形
で

体
系
化
し
て
い
る
。
口
伝
書
に
し
て
も
、
上
泉
の
教
え
を
踏
ま
え
な
が
ら
、
徐
々

に
彼
独
自
の
形
で
整
備
し
て
い
る
。
上
泉
の
他
の
弟
子
が
基
本
的
に
術
の
遣
い
方

に
ほ
ぼ
限
定
さ
れ
て
い
る
の
に
対
し
て
、
宗
厳
は
上
泉
の
思
想
を
受
け
継
ぎ
、
武

士
と
し
て
の
心
の
持
ち
方
に
深
め
た
と
言
っ
て
よ
い
。

宗
厳
が
体
系
化
し
た
思
想
は
、
そ
の
ま
ま
新
陰
流
の
伝
統
と
し
て
、
今
日
ま
で

受
け
継
が
れ
、
新
陰
流
の
勢
法
の
母
胎
と
な
っ
て
い
る
。
宗
厳
が
整
備
し
た
伝
書

を
踏
ま
え
て
、
宗
矩
は
近
世
社
会
に
向
け
て
作
り
変
え
、
心
法
部
分
は
沢
庵
の
教

え
も
取
り
入
れ
な
が
ら
、『
兵
法
家
伝
書
』
を
展
開
し
た
。
そ
の
術
の
核
心
部
分
は
、

宗
厳
の
伝
書
の
宗
矩
流
の
解
釈
と
言
え
る
も
の
で
あ
り
、
こ
の
点
で
も
宗
厳
の
影

響
は
決
定
的
で
あ
る
。

本
稿
で
は
、
最
初
に
宗
厳
の
生
涯
を
そ
の
時
代
背
景
に
注
目
し
な
が
ら
、
ま
と

め
て
考
え
て
お
く
。
次
い
で
宗
厳
の
幾
つ
か
の
伝
書
に
即
し
て
、
勢
法
と
伝
書
の

双
方
に
関
し
て
、
流
祖
・
上
泉
伊
勢
守
か
ら
受
け
継
い
だ
も
の
と
、
宗
厳
が
付
け

加
え
て
整
備
し
た
も
の
を
明
確
に
す
る
と
と
も
に
、
宗
矩
へ
と
伝
承
さ
れ
て
い
く

も
の
に
注
目
し
な
が
ら
、
新
陰
流
が
確
立
す
る
過
程
を
考
察
す
る
こ
と
に
す
る
。

Ⅰ
．�

柳
生
宗
厳
の
生
涯
と
そ
の
時
代 

　
　

―
武
将
と
し
て
活
躍
か
ら
新
陰
流
の
整
備
へ

（
１
）
柳
生
の
地
と
柳
生
家

柳
生
宗
厳
は
、
享
禄
二
年
（
一
五
二
九
）、
大
和
国
の
柳
生
の
古
く
か
ら
の
領

主
の
家
に
生
ま
れ
た
。
柳
生
の
地
は
、
奈
良
の
東
北
十
五
、
六
キ
ロ
の
山
間
の
小

盆
地
に
あ
り
、
奈
良
、
笠
置
、
伊
賀
に
通
じ
る
街
道
が
あ
っ
て
、
戦
略
的
に
時
に

重
要
に
は
な
る
が
、
山
間
で
あ
る
分
、
孤
立
し
た
形
で
も
存
在
し
得
る
地
で
も
あ

っ
た
。
戦
国
時
代
の
大
和
の
国
に
は
全
域
を
支
配
す
る
強
大
な
戦
国
大
名
は
お
ら

ず
、
筒
井
、
三
好
、
松
永
氏
な
ど
が
対
立
・
抗
争
を
繰
り
広
げ
て
い
た
の
で
、
誰

に
付
く
か
は
大
き
な
問
題
で
あ
っ
た
が
、
こ
の
地
に
閑
居
す
る
こ
と
も
可
能
で
あ

っ
た
。
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柳
生
家
は
、後
に
作
ら
れ
た
家
譜『
玉
栄
拾
遺
』（
一
七
五
三
年
成
立
）に
よ
れ
ば
、

本
姓
は
菅
原
氏
で
、
平
安
末
期
か
ら
荘
官
に
任
ぜ
ら
れ
た
と
さ
れ
る
が
、
そ
の
系

譜
が
明
確
で
あ
る
の
は
、
後
醍
醐
天
皇
に
仕
え
た
永な

が

珍よ
し

以
後
で
あ
る
。
宗
厳
は
そ

の
八
代
の
後
裔
と
な
る
。
た
だ
そ
の
地
位
は
安
定
し
た
も
の
で
は
な
く
、
父
・
家

厳
は
、
天
文
十
年
（
一
五
四
一
）
に
笠
置
城
合
戦
で
筒
井
氏
と
戦
い
、
そ
の
一
年

半
後
に
は
筒
井
勢
の
た
め
に
小
柳
生
城
陥
落
、
以
後
筒
井
氏
に
従
う
こ
と
に
な
っ

た
。
宗
厳
は
十
六
歳
に
し
て
敗
戦
を
経
験
し
て
い
た
の
で
あ
る
。

永
禄
二
年
（
一
五
五
九
）
に
は
、
大
和
に
侵
攻
し
て
き
た
松
永
久
秀
の
配
下
に

入
り
、
同
六
年
の
筒
井
勢
と
の
多
武
峰
合
戦
で
は
、
拳
を
射
ら
れ
、
危
う
く
討
ち

取
ら
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
っ
た
が
、
家
臣
が
身
替
り
と
な
っ
て
辛
う
じ
て
危
機
を
脱

し
た
。

（
２
）
新
陰
流
・
上
泉
伊
勢
守
と
の
出
会
い

翌
永
禄
七
年
（
一
五
六
四
）、
新
陰
流
流
祖
の
上
泉
信
綱
が
、
上
州
か
ら
上
京

の
途
中
に
伊
勢
国
主
・
北
畠
具
教
の
紹
介
に
よ
っ
て
柳
生
庄
を
訪
れ
た
。
宗
厳
は
、

若
く
か
ら
新
当
流
等
を
学
ん
で
い
た
が
、
上
泉
の
弟
子
の
意
伯
と
二
度
立
合
っ
て

破
れ
、
潔
斎
し
て
新
陰
流
に
入
門
し
た
と
い
う
（『
討
太
刀
目
録
』
奥
書

注
１

）。
上

泉
は
、
疋
田
豊
五
郎
を
柳
生
の
地
に
残
し
、
自
ら
は
上
洛
し
て
、
将
軍
・
天
皇
に

新
陰
流
の
技
を
上
覧
に
供
し
て
い
る
。
宗
厳
は
、
新
陰
流
の
太
刀
の
工
夫
に
努
め
、

翌
八
年
に
上
泉
か
ら
印
可
状
を
授
け
ら
れ
た
。
こ
の
中
で
「
上
方
数
百
人
の
弟

子
治
め
候
が
、
斯
く
の
如
き
儀
は
一
国
一
人
に
候
」
と
記
し
て
い
る
が
、
こ
れ
は
、

宗
厳
に
世
話
に
な
っ
た
感
謝
の
思
い
が
あ
り
、
同
じ
く
伝
統
あ
る
土
豪
と
し
て
の

親
近
感
も
あ
っ
て
の
こ
と
で
、単
に
剣
術
の
実
力
を
保
証
し
た
も
の
と
は
言
え
な
い
。

「
永
禄
九
年
五
月
」
の
奥
付
を
持
つ
上
泉
の
『
影
目
録
』
四
巻
が
尾
張
柳
生
家

に
伝
わ
っ
て
い
る
が
、
巻
末
の
授
与
者
名
が
切
り
取
ら
れ
た
形
跡
が
あ
り
、
宗
厳

に
授
与
さ
れ
た
も
の
と
は
言
い
難
い
。
け
れ
ど
も
こ
の
四
巻
に
著
さ
れ
た
思
想
を
、

宗
厳
が
後
に
受
け
継
い
で
い
く
こ
と
は
確
か
で
あ
る
。

た
だ
永
禄
九
年
当
時
は
、
宗
厳
は
大
和
の
武
将
と
し
て
多
忙
な
身
で
あ
り
、
ま

だ
新
陰
流
を
整
備
に
取
り
掛
か
る
余
裕
は
な
か
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

（
３
）
大
和
の
情
勢
と
武
将
と
し
て
の
働
き

当
時
、
大
和
の
情
勢
は
混
迷
し
て
い
た
。
永
禄
八
年
五
月
に
は
、
三
好
三
人
衆

と
松
永
久
秀
が
連
携
し
て
将
軍
義
輝
を
襲
っ
て
弑
す
る
事
件
が
起
こ
り
、
翌
九
年

に
は
松
永
久
秀
と
三
好
義
継
が
決
裂
、
以
後
四
年
に
わ
た
り
、
筒
井
も
加
わ
っ
て

大
和
で
は
合
戦
が
繰
り
返
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
そ
し
て
永
禄
十
一
年
（
一
五
六

九
）
九
月
に
は
足
利
義
昭
を
奉
じ
て
織
田
信
長
が
上
洛
し
た
。
十
月
に
は
大
和
に

進
軍
に
際
し
て
宗
厳
に
嚮
導
す
る
よ
う
依
頼
す
る
信
長
か
ら
の
文
書
を
受
け
取
っ

て
い
る
。
松
永
は
信
長
の
下
に
降
っ
て
大
和
一
国
を
安
堵
さ
れ
た
。

上
泉
は
元
亀
二
年
（
一
五
七
一
）
七
月
に
関
東
へ
帰
る
が
、
そ
の
際
宗
厳
に
会

っ
て
、「
自
分
も
若
け
れ
ば
、
こ
の
「
無
刀
」
の
工
夫
に
専
念
す
る
の
だ
が
」
と

語
っ
た
（『
討
太
刀
目
録
』
奥
書
）
と
も
言
わ
れ
る
が
、
こ
れ
は
宗
厳
の
「
無
刀
」

の
工
夫
が
流
祖
に
も
認
め
ら
れ
て
い
た
よ
う
に
、
後
か
ら
付
託
さ
れ
た
話
だ
と
考

え
ら
れ
る
。
こ
の
時
点
で「
無
刀
」が
ど
こ
ま
で
完
成
し
て
い
た
か
は
不
明
で
あ
る
。

元
亀
二
年
（
一
五
七
一
）
五
月
に
は
、
松
永
は
、
将
軍
義
昭
と
本
願
寺
の
顕
如
、

武
田
信
玄
ら
と
連
携
し
て
信
長
に
反
し
た
。
八
月
の
大
和
辰
市
の
合
戦
で
筒
井
順

慶
を
襲
っ
た
が
大
敗
を
喫
し
た
が
、
こ
の
時
、
松
永
方
で
戦
っ
た
宗
厳
の
嫡
男
・

厳
勝
は
再
起
不
能
の
重
傷
を
負
い
、
以
後
柳
生
の
地
に
籠
っ
て
不
遇
を
託
つ
こ
と

に
な
る
。

天
正
元
年
（
一
五
七
三
）
正
月
に
松
永
は
信
長
に
降
っ
た
が
、
二
月
に
義
昭
は

信
長
を
討
た
ん
と
挙
兵
し
た
が
、
失
敗
。
義
昭
は
七
月
に
も
信
長
と
再
度
戦
っ
て

敗
れ
、
義
昭
を
匿
っ
た
三
好
義
継
は
信
長
に
攻
め
ら
れ
て
十
一
月
に
は
自
害
し
、

義
昭
は
和
歌
山
に
逃
れ
た
が
、
こ
こ
に
室
町
幕
府
が
終
焉
す
る
の
で
あ
る
。
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天
正
五
年
八
月
、
松
永
久
秀
は
信
長
に
叛
し
て
息
子
の
久
通
と
と
も
に
志
貴
山

に
立
て
籠
も
っ
た
が
滅
亡
す
る
。
宗
厳
は
松
永
の
叛
旗
に
は
加
わ
ら
ず
、
こ
れ
以

後
大
和
を
支
配
し
た
筒
井
と
も
独
立
し
た
体
制
を
採
っ
て
い
た
と
い
う
。
権
謀
術

策
を
駆
使
し
た
松
永
の
下
か
ら
解
放
さ
れ
、
柳
生
の
地
が
山
間
の
地
で
あ
っ
た
か

ら
、
こ
う
し
た
閑
居
が
許
さ
れ
た
の
で
あ
ろ
う
。
こ
の
間
、
宗
厳
は
激
動
を
必
死

に
生
き
抜
い
た
半
生
を
振
り
返
っ
た
で
あ
ろ
う
。

大
和
の
由
緒
あ
る
旧
族
で
あ
り
な
が
ら
、
戦
国
の
乱
世
で
は
筒
井
、
三
好
、
松

永
氏
ら
の
配
下
に
属
し
て
合
戦
に
出
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
。
家
臣
は
何
人
も
死
に
、

嫡
男
も
不
具
と
な
っ
た
。
三
好
と
松
永
が
手
を
結
び
、
将
軍
・
義
輝
を
二
条
城
に

弑
し
た
時
、
ど
の
よ
う
な
感
懐
を
持
っ
た
か
、
し
か
も
織
田
信
長
が
畿
内
に
進
出

す
る
や
、
三
好
も
松
永
も
筒
井
も
そ
の
配
下
と
な
ら
な
け
れ
ば
、
生
き
残
れ
な
い
。

か
つ
て
感
状
を
授
け
ら
れ
た
三
好
義
継
も
、
松
永
久
秀
も
、
久
通
も
結
局
は
信
長

に
よ
り
殺
さ
れ
た
。
さ
ら
に
信
長
が
奉
じ
た
将
軍
義
昭
は
、
信
長
に
敵
対
す
る
こ

と
で
追
い
出
さ
れ
、
室
町
幕
府
は
滅
亡
し
た
。
そ
の
間
の
事
情
を
、
伝
統
を
担
う

武
門
の
家
の
長
と
し
て
、
ど
の
よ
う
に
見
て
い
た
か
。
時
代
の
過
酷
さ
、
悲
哀
の

相
は
、
上
州
の
土
豪
で
信
玄
に
蹂
躙
さ
れ
る
前
に
上
洛
し
た
上
泉
よ
り
も
宗
厳
の

方
が
深
か
っ
た
と
思
わ
れ
る
。

宗
厳
は
、
ま
さ
に
旧
族
の
武
将
と
し
て
の
矜
持
と
、
そ
れ
故
に
こ
そ
、
新
興
の

大
勢
力
の
天
下
布
武
の
露
骨
な
圧
迫
に
悲
哀
を
味
わ
っ
て
い
た
が
ゆ
え
に
、
上
泉

が
新
陰
流
で
以
っ
て
「
兵
法
天
下
一
」
と
し
て
特
別
の
扱
い
を
受
け
、「
従
四
位
下
」

を
賜
っ
て
歴
史
に
名
を
残
す
よ
う
に
な
っ
た
事
例
を
意
識
せ
ざ
る
を
得
な
か
っ
た

と
思
わ
れ
る
。

（
４
）
新
陰
流
の
目
録
・
伝
書
の
発
給

宗
厳
は
、
天
正
八
年
（
一
五
八
〇
）
前
後
に
目
録
、
口
伝
書
を
三
好
左
衛
門
尉

に
計
四
通
出
し
て
い
る
。

こ
の
時
代
は
信
長
が
中
央
に
進
出
し
て
旧
族
の
土
豪
は
次
々
と
滅
ぼ
さ
れ
、
石

山
本
願
寺
も
終
に
大
坂
を
退
去
し
、
天
下
布
武
が
実
現
さ
れ
る
趨
勢
と
な
っ
て
き

て
い
た
。
も
は
や
武
将
と
し
て
自
立
し
て
あ
り
続
け
る
可
能
性
は
厳
し
い
こ
と
が

明
白
に
な
っ
た
が
故
に
、
宗
厳
に
と
っ
て
、
時
流
を
超
え
た
永
遠
な
る
も
の
を
志

向
し
た
上
泉
の
モ
デ
ル
が
あ
っ
た
こ
と
が
唯
一
の
望
み
と
な
っ
た
の
で
は
な
い
か
。

上
泉
と
出
会
っ
て
十
五
、
六
年
、
自
身
も
五
十
歳
を
越
え
、
自
分
な
り
に
流
派

の
思
想
が
出
来
上
が
っ
て
来
た
の
で
あ
ろ
う
。
鉄
砲
の
威
力
、
集
団
戦
で
刀
の
実

戦
的
な
意
味
な
ど
ほ
と
ん
ど
失
わ
れ
た
時
代
で
あ
る
こ
と
を
自
覚
し
つ
つ
、
そ
れ

故
に
実
戦
性
で
は
な
い
、
英
雄
の
学
ぶ
べ
き
高
尚
な
も
の
と
し
て
位
置
づ
け
よ
う

と
し
た
上
泉
の
思
い
を
継
い
で
、
新
陰
流
を
整
備
し
よ
う
と
し
た
の
で
は
な
い
か
。

宗
厳
は
興
福
寺
の
周
辺
に
い
て
、
仏
教
の
印
可
状
や
芸
道
の
伝
書
な
ど
も
知
っ
て

い
た
ゆ
え
、
目
録
・
伝
書
を
ま
と
め
よ
う
と
し
た
と
思
わ
れ
る
。

け
れ
ど
も
目
録
を
授
与
し
た
三
好
左
衛
門
尉
も
、
信
長
の
支
配
が
さ
ら
に
強
ま

る
と
大
和
を
去
っ
た
。
ま
だ
新
陰
流
が
定
着
で
き
る
世
で
は
な
か
っ
た
。

（
５
）
天
下
統
一
期
の
苦
境
と
徳
川
家
康
の
入
門
誓
紙

天
正
十
年
（
一
五
八
二
）
六
月
に
本
能
寺
の
変
が
起
り
、
信
長
が
倒
さ
れ
、
代

わ
っ
て
豊
臣
秀
吉
が
惣
無
事
令
を
出
し
て
天
下
統
一
に
乗
り
出
す
。
大
和
も
天
正

十
三
年
に
は
、
秀
吉
の
弟
・
秀
長
に
よ
っ
て
支
配
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
こ
の

年
に
宗
厳
宛
て
の
知
行
分
目
録
（
隣
接
す
る
近
江
国
の
三
ヵ
村
百
石
）
が
あ
る
。

秀
長
は
天
正
十
九
年
に
病
死
、
代
わ
っ
て
甥
の
秀
次
の
支
配
と
な
る
。

文
禄
二
年
（
一
五
九
三
）、
宗
厳
は
剃
髪
し
て
石
舟
斎
と
称
す
る
よ
う
に
な
る
。

と
こ
ろ
が
文
禄
三
年
初
め
に
は
、
隠
田
が
通
報
さ
れ
て
、
本
領
が
没
収
さ
れ
る
憂

き
目
に
あ
っ
て
い
る
。

そ
れ
故
、「
世
を
わ
た
る
わ
ざ
な
き
ゆ
へ

　
兵
法
を
隠
れ
家
と
の
み

　
た
の
む

身
ぞ
憂
き
」「
兵
法
の
勝
ち
を
と
り
て
も

　
世
の
海
を
わ
た
り
か
ね
た
る

　
石
の
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舟
か
な
」（『
宗
厳
兵
法
百
首
』注

２

）
な
ど
の
思
い
で
、
新
陰
流
兵
法
に
希
望
を
つ

な
ぐ
日
々
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。

柳
生
家
に
と
っ
て
も
、
ま
た
新
陰
流
に
と
っ
て
も
、
大
き
な
転
機
に
な
っ
た
の

は
、
文
禄
三
年
（
一
五
九
四
）
五
月
、
宗
厳
が
徳
川
家
康
に
招
か
れ
て
技
を
披
露

し
た
こ
と
で
あ
る
。

秀
吉
の
天
下
で
あ
る
が
、
家
康
は
最
も
有
力
な
大
名
で
あ
り
、
旧
族
大
名
の
誇

り
も
強
か
っ
た
。
こ
の
時
、
剣
術
を
学
ん
で
自
信
も
あ
っ
た
家
康
は
、
自
ら
立
ち

合
っ
て
み
た
が
、無
刀
の
宗
厳
に
太
刀
を
取
ら
れ
後
ろ
へ
倒
さ
れ
た
。「
上
手
な
り
、

向
後
師
た
る
べ
し
」
と
景
則
の
刀
を
授
け
、入
門
の
誓
紙
を
出
し
た
と
い
う
（『
玉

栄
拾
遺
』注

３

）。
た
だ
宗
厳
は
、
す
で
に
老
齢
（
当
時
六
十
七
歳
）
を
理
由
に
出

仕
を
断
り
、
連
れ
て
行
っ
た
当
時
二
十
五
歳
の
五
男
の
宗
矩
が
家
康
の
下
に
出
仕

す
る
こ
と
に
な
っ
た
。
宗
厳
は
こ
れ
以
後
、
新
陰
流
の
勢
法
と
思
想
の
整
備
に
専

念
す
る
よ
う
に
な
っ
た
と
思
わ
れ
る
。

慶
長
元
年
（
一
五
九
六
）
に
は
新
陰
流
の
勢
法
全
体
を
体
系
化
し
た
目
録
を
出

し
て
い
る
。
齢
七
十
歳
を
越
え
て
、
人
生
の
残
り
を
思
う
日
々
で
あ
っ
た
で
あ
ろ

う
。
慶
長
四
年
七
月
に
は
遺
書
を
書
い
て
い
る
。

（
６
）
関
ヶ
原
の
戦
い
後
、
新
陰
流
の
伝
書
完
成

慶
長
五
年
（
一
六
〇
〇
）
九
月
の
関
ヶ
原
の
戦
い
は
、
柳
生
一
族
に
と
っ
て
も

大
き
な
転
機
と
な
っ
た
。
合
戦
直
前
に
、
家
康
の
宗
厳
宛
て
の
書
状
を
宗
矩
が
持

ち
帰
り
、
周
辺
の
旧
族
の
土
豪
・
牢
人
を
東
軍
側
に
つ
け
る
働
き
を
し
た
。
関
ヶ

原
合
戦
の
勝
利
に
よ
っ
て
徳
川
の
覇
権
が
確
立
し
た
が
、
十
月
に
宗
矩
に
柳
生
の

旧
領
が
与
え
ら
れ
た
。
宗
矩
は
翌
六
年
九
月
に
千
石
加
増
さ
れ
て
、
秀
忠
か
ら
も

入
門
誓
紙
を
受
け
る
こ
と
に
な
っ
た
。

こ
う
し
て
柳
生
一
族
の
将
来
が
よ
う
や
く
開
け
る
見
通
し
に
な
っ
た
慶
長
六
年

二
月
、
竹
田
七
郎
宛
に
新
陰
流
兵
法
目
録
を
出
し
て
い
る
。
こ
れ
以
後
、
亡
く
な

る
同
十
一
年
二
月
ま
で
、『
截
相
口
伝
書
』、『
没
茲
味
手
段
口
伝
書
』
な
ど
新
陰

流
の
目
録
を
作
っ
て
、
竹
田
と
孫
の
兵
庫
助
な
ど
に
授
与
し
て
い
る
。

竹
田
七
郎
は
、
金
春
禅
竹
か
ら
八
代
を
経
た
金
春
太
夫
家
の
者
で
あ
り
、
世
阿

弥
、
禅
竹
以
来
の
伝
書
、
秘
伝
、
目
録
な
ど
を
知
っ
て
い
た
。
彼
は
、
能
楽
の
稽

古
の
他
に
、
宗
厳
の
他
、
宝
蔵
院
の
槍
、
穴
沢
流
の
棒
、
大
坪
流
の
馬
な
ど
の
諸

武
芸
を
学
ん
で
、
そ
れ
ぞ
れ
の
免
許
を
得
て
、
自
ら
兵
法
書
の
草
案
を
作
る
ほ
ど

で
あ
っ
た
。
由
緒
あ
る
芸
能
家
の
熱
心
な
弟
子
を
得
た
こ
と
、
ま
た
江
戸
の
将
軍

家
の
師
範
に
も
な
る
宗
矩
と
、
孫
の
兵
庫
助
に
こ
れ
か
ら
兵
法
者
と
し
て
生
き
る

た
め
の
伝
書
を
遺
し
た
い
と
い
う
意
識
も
あ
っ
て
、
宗
厳
は
気
力
を
振
り
絞
っ
て

次
々
と
伝
書
を
著
し
、
兵
法
の
道
の
完
成
に
打
ち
込
ん
だ
と
思
わ
れ
る
。

慶
長
十
一
年
四
月
、
宗
厳
は
齢
七
十
八
歳
で
没
し
た
。
そ
の
後
半
生
は
、
新
陰

流
を
整
備
し
、
社
会
に
定
着
す
る
こ
と
に
専
念
し
た
生
涯
で
あ
っ
た
。

Ⅱ
．
新
陰
流
の
整
備
―
天
正
八
年
前
後
の
宗
厳
発
給
伝
書

宗
厳
は
永
禄
八
年
に
上
泉
か
ら
「
一
国
一
人
状
」
を
得
て
い
る
の
で
、
こ
の
時

点
で
新
陰
流
の
核
心
を
掴
ん
で
い
た
と
は
言
え
る
で
あ
ろ
う
。
上
泉
は
前
年
柳
生

の
地
を
訪
れ
宗
厳
は
入
門
し
た
。
上
泉
は
す
ぐ
に
上
洛
し
た
が
、
弟
子
の
疋
田
が

残
っ
た
の
で
、
宗
厳
は
新
陰
流
の
勢
法
を
十
分
に
稽
古
出
来
た
で
あ
ろ
う
。
宗
厳

に
は
す
で
に
新
当
流
で
畿
内
に
聞
こ
え
た
遣
い
手
と
し
て
の
誇
り
も
あ
っ
た
で
あ

ろ
う
。
永
禄
九
年
五
月
発
給
の
上
泉
の
『
影
目
録
』
四
巻
を
手
に
入
れ
て
、
上
泉

の
思
想
と
立
場
も
十
分
に
理
解
し
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。

（
１
）
宗
厳
の
家
訓

柳
生
十
兵
衛
三
厳
の
『
月
の
抄
』
冒
頭
に
、「
兵
法
之
落
索
」
と
し
て
宗
厳
が

書
い
た
と
す
る
柳
生
家
の
家
訓
が
掲
げ
ら
れ
て
い
る（

注
４
）。

宗
厳
の
自
筆
伝
書
は
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残
っ
て
お
ら
ず
、「
天
文
二
十
三
年
」（
一
五
五
四
）
と
い
う
奥
付
の
時
期
は
信
じ

難
い
が
、
最
初
に
上
泉
の
『
影
目
録
』
の
言
葉
を
踏
ま
え
て
、「
英
傑
」
た
る
者

の
み
が
、
こ
の
兵
法
の
教
え
を
受
け
継
ぐ
べ
き
こ
と
を
言
う
内
容
で
あ
る
。
こ
の

書
で
「
亡
父
」
宗
厳
の
目
録
・
伝
書
を
丹
念
に
参
照
し
て
い
る
十
兵
衛
の
態
度
か

ら
も
、
こ
れ
が
宗
厳
に
よ
る
も
の
で
あ
っ
た
と
信
じ
て
よ
い
と
思
わ
れ
る
。

こ
の
文
書
の
成
立
時
期
は
、
宗
厳
が
兵
法
伝
書
を
整
え
て
き
た
慶
長
期
（
一
五

九
六
以
降
）
の
も
の
か
と
推
定
さ
れ
る
が
、
上
泉
の
思
想
を
受
け
継
ぐ
宗
厳
の
立

場
を
よ
く
示
し
て
い
る
の
で
、
ま
ず
問
題
に
し
て
お
く
こ
と
に
す
る
。

上
泉
は
、『
影
目
録
』注

５

で
イ
ン
ド
、
中
国
、
日
本
の
三
国
に
わ
た
り
、
神
話

時
代
か
ら
今
日
に
至
る
ま
で
の
剣
の
位
置
づ
け
を
し
た
上
で
、「
予
は
諸
流
の
奥

源
を
究
め
て
、
陰
流
に
お
い
て
別
に
奇
妙
を
抽
出
し
て
、
新
陰
流
を
称
す
」、「
諸

流
を
廃
せ
ず
し
て
、
諸
流
を
認
め
ず
、
ま
こ
と
に
魚
を
得
て
筌せ

ん

（
魚
を
取
る
籠
）

を
忘
る
る
も
の
か
」
と
述
べ
る
。
新
陰
流
は
、
諸
流
の
奥
源
の
粋
を
集
め
た
も
の

だ
と
言
う
の
で
あ
る
。「
千
人
に
英
、
万
人
に
傑
な
ら
ず
ば
、
い
か
で
か
予
が
家

法
を
伝
え
ん
や
」
と
し
、「
龍
を
誅
す
る
剣
、
豈あ

に

蛇
に
揮
は
ず
」
と
、
こ
こ
に
伝

え
る
剣
術
が
実
戦
的
な
争
い
の
具
で
は
な
い
高
尚
な
も
の
で
あ
る
こ
と
を
強
調
し

て
い
た
。

宗
厳
が
上
泉
か
ら
受
け
継
い
だ
基
本
的
な
視
点
は
、
兵
法
を
仕
合
で
他
に
勝
つ

実
戦
的
な
も
の
で
は
な
く
、
日
々
深
め
鍛
練
す
べ
き
英
傑
の
学
ぶ
高
尚
な
も
の
と

し
て
位
置
づ
け
る
こ
と
で
あ
っ
た
。「
兵
法
之
落
索
」
が
述
べ
て
い
る
の
は
、「
此

流
第
一
は
仕
相
を
為
す
べ
か
ら
ず
」、「
今
日
之
我
は
昨
日
之
我
に
勝
ち
、
上
手
奇

妙
は
、
鍛
錬
工
夫
之
上
に
在
り
」、「
古
人
師
伝
に
、
其
人
の
一
世
の
意
地
、
覚
悟
・

分
別
を
存
す
る
所
の
仁
を
見
て
」相
伝
す
べ
き
で
あ
り
、「
其
人
、英
傑
に
非
ざ
れ
ば
、

截
相
之
極
意
口
伝
を
許
可
す
べ
か
ら
ず
」
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

上
泉
の
他
の
弟
子
が
基
本
的
に
術
技
に
定
位
し
て
い
た
の
と
は
相
違
し
て
、
宗

厳
は
む
し
ろ
独
立
し
た
武
士
の
修
養
の
道
と
し
て
意
味
づ
け
よ
う
と
し
た
上
泉
の

思
想
を
受
け
継
い
で
い
る
。
鉄
砲
を
大
量
に
使
っ
た
大
規
模
な
集
団
戦
と
な
り
、

個
々
の
武
士
が
も
は
や
独
立
し
て
は
あ
り
得
な
く
な
っ
た
世
で
あ
れ
ば
こ
そ
、
か

え
っ
て
兵
法
を
心
の
修
練
と
し
て
剣
の
道
を
深
め
よ
う
と
し
た
と
言
っ
て
よ
い
で

あ
ろ
う
。
上
泉
に
も
宗
厳
に
も
共
通
し
て
、
誇
り
高
く
、
一
個
の
武
士
と
し
て
独

立
し
て
い
た
、
由
緒
あ
る
土
豪
の
領
主
層
と
し
て
の
意
識
が
強
く
働
い
て
い
る
と

思
わ
れ
る
。

し
か
も
宗
厳
は
「
無
刀
而
必
勝
之
工
夫
を
得
る
」
こ
と
を
追
求
を
し
て
い
た
だ

け
に
、
修
養
道
と
し
て
の
性
格
が
よ
り
強
く
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。

（
２
）
宗
厳
発
給
の
印
可
状
・
伝
書

宗
厳
の
最
も
古
い
目
録
・
伝
書
は
、
天
正
七
年
（
一
五
七
九
）
か
ら
九
年
に
か

け
て
、
三
好
左
衛
門
尉
に
宛
て
た
も
の
で
あ
る
。
印
可
状
は
伝
え
る
内
容
の
み
を

書
き
出
し
、
伝
書
は
表
題
の
み
を
示
す
と
、
以
下
の
よ
う
に
な
る
。

１
．�

印
可
状

　「
円
太
刀
・
向
上
・
極
意
・
人
取
手
・
居
相
」�

天
正
７
年
２
月

２
．�

印
可
状

　「�

円
太
刀
・
截
合
心
持
・
位
そ
の
外
、
極
意
無
刀
心
持

　
手
裏

見
奥
之
儀
」�

天
正
８
年
2
月

３
．�

伝
書

　
　「
位
五
大
事
、
切
合
二
十
七
ヶ
条
之
事
、
極
意
奥
儀
太
事
」

�

天
正
８
年
２
月

４
．�

印
可
状

　「
円
太
刀
、
截
合
十
字
・
手
裏
見
迄
」�

天
正
9
年
2
月

三
好
左
衛
門
尉
は
、
松
永
の
主
筋
と
な
る
三
好
氏
の
一
族
で
、
大
和
に
定
着
し

た
三
好
備
中
守
長
房
の
長
子
で
あ
る
。
こ
の
伝
書
も
「
人
々
御
中
」
と
な
り
、
目

上
の
者
へ
の
気
を
つ
か
っ
た
書
き
方
で
あ
る
。

印
可
状
の
「
円
太
刀
」
は
「
三
学
」
の
勢
法
だ
が
、「
向
上
・
極
意
」
は
、
こ

こ
で
は
「
極
意
奥
儀
」、「
極
意
無
刀
」
と
通
じ
る
と
見
ら
れ
る
。「
人
取
手
」「
居�

相
」
は
、
捕
縛
術
や
居
合
と
思
わ
れ
る
（
後
の
発
給
文
書
に
は
こ
れ
ら
の
項
目
は
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な
く
な
り
、
刀
術
の
心
得
だ
け
に
限
定
さ
れ
る
）。「
截
合
心
持
」、「
截
合
十
字
」

は
「
切
合
二
十
七
ヶ
条
」
で
学
ば
れ
る
こ
と
と
考
え
ら
れ
る
。

（
３
）
最
初
の
伝
言
の
内
容

伝
書
は
、「
位
五
大
事
」
五
箇
条
、「
切
合
二
十
七
ケ
条
之
事
」、「
極
意
奥
儀
太

事
」
七
箇
条
の
構
成
で
あ
る（

注
６
）。

①��「
位
五
大
事
」
は
、
基
本
の
身
構
え
の
心
得
で
、
以
下
の
五
箇
条
で
あ
る
。�

「�

第
一

　
敵
拳
に
吾
肩
に
同
じ
く
成
る
べ
き
事�

第
二

　
吾
肩
一ひ

と

重え

身み

に
成
る
べ
き
事�

第
三

　
こ
ぶ
し
に
身
つ
れ
、
拳
を
さ
げ
ざ
る
事�

第
四

　
身
の
か
ゝ
り
先
な
る
ひ
ざ
に
身
を
も
た
せ
さ
げ
ざ
る
事�

第
五

　
我
が
左
の
ひ
ぢ
を
か
ゞ
む
事
あ
る
べ
か
ら
ざ
る
事
」

身
構
え
を
、
肩
や
拳
、
膝
、
肘
と
身
体
の
あ
り
様
を
具
体
的
に
示
し
て
お
り
、

ま
さ
に
大
事
な
心
得
で
あ
る
。

こ
の
五
箇
条
は
、
後
に
多
少
表
現
が
替
る
と
こ
ろ
が
あ
る
が
、「
五
箇
の
大
事
」

（『
新
陰
流
兵
法
目
録
』）、「
五
ヶ
の
習
」（『
兵
法
家
伝
書
』）
な
ど
と
言
わ
れ
て
、

新
陰
流
の
最
も
根
本
と
な
る
心
得
で
あ
る
。

②�

「
切
合
二
十
七
ケ
条
」
は
、「
序
・
披
（
破
）・
急
」
各
三
本
ず
つ
で
、
技
の

名
称
が
挙
げ
ら
れ
て
い
る
。
そ
の
横
に
小
文
字
で
遣
い
方
の
覚
書
も
書
き
込

ま
れ
た
の
は
、
後
か
ら
で
あ
ろ
う
か
ら
、
略
し
て
示
す
と
以
下
で
あ
る
。

「
序

�

一
　
右
旋
、
左
転
、
臥
切
事

�

一
　
す
り
巻
入
事
、
小
詰
、
村
雲

�

一
　
く
ゝ
切
事
、
こ
し
切
事
、
付
調
子
切
事

�

披
（
破
）

�

一
　
と
う
ぼ
う

�

一
　
折
甲

�

一
　
切
合
太
刀

�

急

�

一
　
陰
陽
向
上
上
構

�

一
　�

向
我
が
身
を
は
な
さ
れ
る
太
刀
、
上
・
中
・
下
・
先
三
寸
、
十
文
字
一

調
子
の
事

�

一
　
懸
待
表
裏
三
つ

　
」

「
序
」は
、全
て
技
の
名
称
が
記
載
さ
れ
て
い
る
。「
右
旋
」「
左
転
」「
小
詰
」「
村

雲
」
は
、「
三
学
」
や
「
九
箇
」
の
勢
法
の
名
で
あ
る
の
で
、「
序
」
は
こ
れ
ら
を

変
化
・
応
用
さ
せ
て
稽
古
す
る
「
砕
き
」
で
あ
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
。「
臥
切
」

「
す
り
巻
入
」「
く
ゝ
り
切
」
な
ど
も
、
技
の
や
り
方
を
表
現
し
た
も
の
で
あ
る
。

「
披
」
は
、
以
降
の
目
録
で
は
全
て
「
破
」
で
あ
り
、
こ
の
書
き
方
が
正
し
い
。

そ
の
内
容
の
「
と
う
ぼ
う
」
は
「
刀
棒
」
で
、
片
手
で
刀
の
嶺
を
受
け
て
、
太
刀

を
両
手
で
捧
げ
る
よ
う
に
持
つ
構
え
方
で
あ
り
、「
折
甲
」
は
、
太
刀
を
頭
の
上

で
捩
る
よ
う
に
す
る
構
え
方
で
あ
る
。「
切
合
太
刀
」
は
、
敵
と
の
関
係
で
変
わ

る
構
え
方
で
あ
る
。
そ
の
下
に
小
文
字
で
遣
い
方
が
三
つ
、
二
つ
、
四
つ
書
か
れ

て
い
る
の
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
構
え
か
ら
の
遣
い
方
を
示
し
た
も
の
で
あ
ろ
う
。

「
急
」
は
、
こ
の
表
現
だ
け
で
は
理
解
し
が
た
い
が
、
長
岡
房
成
「
截
合
二
十

七
ヶ
条
注
」（

注
７
）

に
よ
れ
ば
、「
陰
陽
」
は
八
相
の
順
・
逆
を
、「
向
上
上
構
」
は

上
段
か
ら
竪
に
打
ち
込
む
こ
と
を
意
味
し
、
そ
れ
ら
の
敵
の
打
ち
に
対
し
て
、（
小

文
字
で
書
き
込
ま
れ
た
よ
う
に
）「
十
文
字
に
心
を
か
け
、
一
調
子
」
に
打
ち
合

わ
せ
る
こ
と
で
あ
る
。
次
は
、
敵
が
「
向
こ
う
よ
り
上
・
中
・
下
」
に
打
ち
込
ん

で
く
る
の
を
、「
十
文
字
、一
調
子
」に
打
ち
合
わ
せ
る
こ
と
。
最
後
の「
懸
待
表
裏
」

は
、
敵
が
懸
り
来
る
と
も
、
待
っ
て
い
て
打
つ
と
も
、
表
よ
り
打
つ
と
も
、
裏
よ

り
打
つ
と
も
、
我
は
た
だ
真
直
ぐ
に
打
つ
ば
か
り
で
あ
る
こ
と
を
示
す
。
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以
上
の
よ
う
に
、「
切
合
二
十
七
ヶ
条
」
は
、「
三
学
」
や
「
九
箇
」
の
砕
き
か

ら
始
ま
り
、「
刀
棒
」
や
「
折
甲
」
の
特
殊
な
構
え
の
砕
き
を
経
て
、
最
後
は
敵

が
ど
の
よ
う
に
打
っ
て
こ
よ
う
が
、
十
文
字
に
真
直
ぐ
に
打
ち
落
と
す
こ
と
を
示

す
も
の
な
の
で
あ
る
。

後
述
す
る
よ
う
に
、
十
五
年
後
の
慶
長
元
年
の
目
録
で
は
、「
序
」
は
「
上
段
三
、

中
段
三
、
下
段
三
」、「
破
」
は
「
折
甲
二
、
打
合
四
、
刀
捧
三
」、「
急
」
は
「
上
・

中
・
下
か
ま
へ
何
も
一
」、「
調
子
三
つ
」
と
な
る
が
、慶
長
六
年
の
目
録
で
は
「
急
」

も
「
上
段
三
、
中
段
三
、
下
段
三
」
と
書
か
れ
る
よ
う
に
な
る
。

こ
の
書
き
方
の
変
化
の
過
程
を
見
て
も
、「
切
合
二
十
七
ヶ
条
」
が
宗
厳
の
工

夫
に
な
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
り
、
最
初
は
具
体
的
な
勢
法
名
が
掲
げ
ら
れ
、
砕

き
で
あ
る
こ
と
が
明
示
さ
れ
て
い
た
の
が
、「
上
段
三
、
中
段
三
、
下
段
三
」
と

な
っ
て
、
内
容
が
窺
え
な
い
も
の
に
な
っ
て
お
り
、「
序
・
破
・
急
」
の
段
階
性

を
付
け
て
、
よ
り
深
い
も
の
を
暗
示
し
よ
う
と
し
た
も
の
だ
と
言
え
る
。

③�

伝
書
の
最
後
の
「
極
意
奥
儀
大
事
」
は
、
以
下
の
も
の
で
あ
る
。

　「
一

　
太
曲
事

一
　
起
醒
之
事

一
　
色
に
付
、
色
に
随
ふ
事

一
　
敵
三
寸
味
方
三
寸

　
付

　
三
見
之
事

一
　
修
字
手
裏
剣
事

　
尚
、
別
に
大
事
在
之

一
　
目
付
・
二
星
・
開
黒
白
・
谷
嶺

　
付

　
遠
山
事

一
　
中
住
・
向
上
・
身
位
・
三
重
事

　
　
調
子
・
大
小
目
付
・
敵
味
何
事

　
　
太
刀
先
一
尺
事
、
兵
法
相
極
大
事
也

　
」

流
派
の
独
特
の
用
語
が
並
べ
ら
れ
て
い
る
だ
け
で
、
こ
れ
だ
け
で
は
意
味
が
分

か
ら
な
い
が
、
実
は
こ
れ
ら
は
以
後
の
目
録
で
も
受
け
継
が
れ
る
重
要
な
教
え
で

あ
る
。

十
兵
衛
の
『
月
の
抄
』
に
よ
れ
ば
、「
太た

い

曲き
ょ
く

」
は
「
待
曲
」
で
「
我
方
よ
り
仕

掛
け
待
也
」
と
い
う
こ
と
、「
起
醒
」
は
敵
の
拳
の
起
り
と
終
り
を
よ
く
見
る
こ
と
、

そ
し
て
「
色
に
付
、
色
に
随
ふ
事
」
は
、
敵
に
仕
掛
け
て
、
そ
の
反
応
に
応
じ
て

勝
つ
こ
と
を
言
う
も
の
で
あ
る
。「
敵
三
寸
味
方
三
寸
」
は
、
敵
の
拳
三
寸
前
を

我
太
刀
先
三
寸
に
て
打
つ
こ
と
、「
三
見
」
は
太
刀
先
、
拳
、
身
を
見
る
こ
と
、「
目

付
」
は
目
を
付
け
る
所
で
、
こ
れ
以
降
は
「
二
星
・
嶺
谷
・
遠
山
」
と
言
い
慣
わ

す
よ
う
に
な
る
が
、「
二
星
」
は
両
拳
、「
嶺
谷
」
は
右
と
左
の
肘
、「
遠
山
」
は
「
両

の
肩
先
」
な
ど
の
意
味
で
あ
る
。

「
修し

ゅ

字じ

手
裏
剣
」
に
つ
い
て
、『
月
の
抄
』
で
は
漢
字
は
異
な
る
が
、「
種
利
剣

は
手
の
内
を
み
る
と
云
心
持
な
り
、
種
字
は
、
敵
の
太
刀
打
処
を
十
字
に
な
る
を

ゆ
ふ
也
」
と
注
し
て
い
る
。
さ
ら
に
「
種
字
と
云
習
之
心
持
、
九
字
の
大
事
と
て

真
言
の
秘
法
に
あ
り
、
此
九
字
に
ひ
と
つ
入
れ
て
十
字
也
。
横
五
つ
、
縦
五
つ
十

也
。
…
…
十
字
に
さ
え
あ
へ
ば
、
あ
た
ら
ぬ
也
。
手
裏
見
は
手
の
内
也
」
と
も
言

う
。
実
際
、
こ
れ
以
後
の
目
録
で
は
「
修
字
」
で
は
な
く
、「
＋

字
手
裏
見
」

と
書
く
よ
う
に
な
る
。
敵
が
ど
こ
に
打
っ
て
来
て
も
十
字
に
切
り
落
と
す
大
事
を

言
う
も
の
で
あ
る
。

「
中
住
」は
、「
中な

か

墨ず
み

」で
、敵
の
動
き
の
芯
に
太
刀
を
打
ち
込
む
こ
と
を
言
い
、「
向

上
」
は
上
か
ら
の
打
ち
下
ろ
し
、「
身
位
」
に
注
意
し
て
「
三
重
」、
す
な
わ
ち
油

断
な
く
三
度
も
打
つ
こ
と
を
言
う
よ
う
で
あ
る
。「
調
子
大
小
・
目
付
敵
味
方
何
事
」

は
、
後
に
言
わ
れ
る
「
大
拍
子
・
小
拍
子
」
に
通
じ
る
と
す
れ
ば
、
大
き
く
切
る

拍
子
と
細
か
な
る
拍
子
を
言
う
の
で
、
敵
の
調
子
を
知
り
、
敵
・
味
方
の
何
れ
も

目
を
付
け
よ
と
言
う
の
で
あ
ろ
う
。「
太
刀
先
一
尺
事
」
は
「
太
刀
の
伸
び
縮
み

は
一
尺
よ
り
上
は
な
い
の
で
、「
此
一
尺
を
打
つ
時
ひ
か
へ
て
打
つ
心
持
を
専
と

す
る
也
」
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。「
兵
法
相
極
大
事
也
」
と
結
ば
れ
て
い
る
。
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以
上
の
よ
う
に
見
れ
ば
、「
極
意
奥
儀
大
事
」
七
箇
条
は
、
相
手
と
打
ち
合
う

時
の
具
体
的
な
心
得
を
指
し
示
す
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
ら
は
、
後
の
目
録
に
も
そ

の
ま
ま
取
り
入
れ
ら
れ
て
お
り
、
新
陰
流
伝
書
の
極
意
の
根
幹
と
な
る
も
の
で
あ

る
。宗

厳
発
給
の
伝
書
の
最
後
は
、「
右
、
一
円
壱
人
外
、
貴
命
吏
の
為
と
雖
も
、

之
を
洩
ら
さ
ず
。
仍
て
件
の
如
し
」
と
書
い
て
い
る
。
あ
く
ま
で
流
派
の
秘
伝
極

意
だ
と
す
る
姿
勢
が
明
瞭
で
あ
る
。
上
泉
が
高
尚
な
刀
法
の
意
義
を
明
ら
か
に
し

よ
う
と
し
た
の
と
は
異
な
っ
て
、
宗
厳
は
流
派
に
極
意
の
秘
伝
を
付
け
加
え
る
こ

と
で
、奥
深
さ
を
感
じ
さ
せ
よ
う
と
し
た
と
言
え
よ
う
。
２
．
の
印
可
状
に
は「
極

意
無
刀
心
持
」
を
言
う
が
、
自
ら
の
工
夫
を
暗
示
し
て
い
る
。

２
．
と
４
．
の
印
可
状
に
は
、「
重
々
誓
詞
を
以
て
御
指
南
成
ら
る
べ
く
候
」、�

「
後
学
者
、
誓
詞
を
以
て
指
南
有
る
べ
く
候
」
と
、
教
え
る
場
合
に
は
「
誓
詞
」

を
取
る
べ
く
強
調
し
て
い
る
こ
と
も
注
目
さ
れ
る
。
後
に
な
る
が
、
徳
川
家
康
で

す
ら
、
誓
詞
を
入
れ
て
初
め
て
教
え
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。

Ⅲ
．
新
陰
流
の
勢
法
体
系
―
慶
長
元
年
の
兵
法
目
録

新
陰
流
の
勢
法
全
体
を
示
し
た
の
が
、
慶
長
元
年
（
一
五
九
六
）
十
一
月
十
二

日
付
け
の
「
新
陰
流
兵
法
目
録
」
で
あ
る（

注
８
）。

こ
れ
に
は
、「
三
学
円
太
刀
」
五

本
、「
九
箇
」
九
本
、「
天
狗
抄
」
八
本
、
極
意
六
本
、「
二
十
七
箇
条
截
相
」
が

載
せ
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
目
録
に
宛
名
は
な
い
が
、
こ
れ
が
新
陰
流
の
勢
法
の
全

体
を
示
し
た
最
初
の
も
の
で
あ
り
、
以
降
も
全
く
同
じ
構
成
で
受
け
継
が
れ
る
も

の
と
な
る
。
こ
の
時
期
に
こ
う
し
た
目
録
が
作
ら
れ
た
の
は
、
二
年
前
に
徳
川
家

康
か
ら
入
門
誓
紙
を
受
け
た
の
で
、
幕
下
に
い
る
宗
矩
に
新
陰
流
の
勢
法
の
体
系

を
明
確
に
し
て
お
く
必
要
が
あ
っ
た
か
ら
と
思
わ
れ
る
。

「
　
　
　
三
学
円
太
刀

　
一
刀
両
段

　
斬
釘
截
鉄

　
半
開
半
向

　
右
旋
左
転

　
長
短
一
味

　
　
　
　
九
箇

　
必
勝

　
　
　
逆
風

　
十
太
刀

　
　
和
卜

　
捷
径

　
　
　
小
詰

　
大
詰

　
　
　
八
重
垣

　
村
雨

　
　
　
　
天
狗
抄

　
太
刀
数

　
八
ッ

　
　
　
　
　

　
　
　
添
截
乱
截

　
　
　
無
二
剣

　
　
　
活
人
刀

　
　
　
高
上

　
　
　
極
意

　
　
　
神
妙
剣

　
　
　
　
二
十
七
ケ
条
截
相

　
序

　
上
段
三

　
中
段
三

　
下
段
三

　
破

　
折
甲
二

　
刀
捧
三

　
打
合
四

　
急

　
上
中
下
か
ま
へ
何
も
一
調
子

　
　
三
ツ
ゝ
」
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上
泉
の
『
影
目
録
』
に
は
、「
燕
飛
」、「
三
学
」、「
七
太
刀
」、「
九
箇
」
が
あ

っ
た
。
疋
田
の
目
録
に
「
天
狗
書
」
が
あ
る
が
、
こ
れ
と
「
天
狗
抄
」
の
関
係
は

よ
く
分
か
ら
な
い
。
ま
た
丸
目
蔵
人
佐
宛
の
上
泉
の
発
給
目
録
に
「
殺
人
刀
、
活

人
刀
」
を
極
意
と
し
て
暗
示
し
て
い
る
が
、
そ
の
内
容
は
不
明
で
あ
る
。
上
泉
の

目
録
は
、
授
与
者
に
よ
っ
て
変
わ
る
と
こ
ろ
が
あ
っ
た
よ
う
で
あ
る
。

宗
厳
の
目
録
で
は
、
上
泉
が
重
視
し
て
い
た
「
燕
飛
」
と
「
七
太
刀
」
は
載
せ

て
い
な
い
。「
燕
飛
」
は
陰
流
の
太
刀
で
、「
七
太
刀
」
は
新
当
流
の
太
刀
と
関
係

す
る
よ
う
で
あ
る
の
で
、
宗
厳
は
そ
れ
ら
を
新
陰
流
の
目
録
に
は
載
せ
な
か
っ

た
の
で
あ
る
。
た
だ
「
燕
飛
」
は
、「
三
学
」
の
基
の
太
刀
で
重
要
で
あ
る
の
で
、

新
陰
流
の
袋
撓
で
は
な
く
長
い
木
刀
に
よ
っ
て
続
け
遣
い
で
稽
古
す
る
形
で
伝
え

た
よ
う
で
、
今
日
ま
で
伝
え
ら
れ
て
い
る
。「
七
太
刀
」
は
、
一
切
伝
え
な
か
っ

た
よ
う
で
、
以
後
の
柳
生
系
統
に
遣
い
方
を
示
す
も
の
は
見
ら
れ
な
い
。

宗
厳
の
目
録
で
は
、
新
陰
流
の
「
三
学
」
五
本
か
ら
始
ま
り
、「
九
箇
」
九
本

は
各
名
称
を
書
く
が
、「
天
狗
抄
」
は
八
本
と
し
て
名
を
書
い
て
い
な
い（

注
９
）。

お

そ
ら
く
「
天
狗
抄
」
は
他
流
の
太
刀
遣
い
で
あ
る
の
で
敢
え
て
名
を
書
か
な
か
っ

た
と
思
わ
れ
る
。

そ
し
て
「
添て

ん

截せ
つ

乱ら
ん

截せ
つ

」
以
下
、「
神
妙
剣
」
ま
で
六
本
が
書
か
れ
る
。
ま
と
め

た
総
称
は
な
い
が
、
後
に
「
極
意
六
箇
条
」
と
言
わ
れ
る
も
の
で
あ
る
。
こ
の
技

の
内
容
に
つ
い
て
は
、『
月
の
抄
』
は
「
添
截
乱
截
の
構
を
す
る
も
の
に
は
、
無

二
剣
に
て
勝
ち
、
そ
れ
を
活
人
剣
に
て
勝
ち
、
向
上
に
て
活
人
剣
に
勝
ち
、
極
意

に
て
向
上
に
勝
ち
、
神
妙
剣
に
て
極
意
を
勝
つ
。
こ
れ
に
極
る
也
。
う
へ
な
き
事

を
い
は
ん
た
め
に
、
神
妙
剣
と
名
つ
く
る
な
り
」
と
解
説
し
て
い
る
。
つ
ま
り
打

太
刀
は
、
直
前
に
仕
太
刀
が
勝
っ
た
構
え
を
取
っ
て
攻
め
て
く
る
の
を
、
仕
太
刀

は
よ
り
高
度
な
技
で
勝
つ
よ
う
に
仕
組
ま
れ
、
最
後
は
神
妙
剣
に
極
る
の
で
あ
る
。

極
意
六
箇
条
は
、
勢
法
を
ま
と
め
る
形
と
し
て
う
ま
く
出
来
て
い
る
が
、
こ
れ
は

明
ら
か
に
宗
厳
の
工
夫
で
あ
る
。
こ
こ
ま
で
が
「
表
の
勢
法
」
で
あ
る
。

最
後
の
「
二
十
七
ヶ
条
截
相
」
は
、
天
正
八
年
の
伝
書
に
あ
っ
た
「
切
合
二
十

七
ケ
条
」
に
基
づ
く
も
の
で
、「
序
」
は
「
上
段
三
、
中
段
三
、
下
段
三
」
と
な

っ
て
整
然
と
し
て
内
容
が
分
か
ら
な
い
が
、
元
は
表
の
勢
法
名
で
書
い
て
い
た
も

の
で
あ
る
。『
月
の
抄
』
は
「
上
段
三
つ
の
仕
様
は
、
斬
釘
截
鉄
、
大
詰
、
無
二

剣
こ
れ
三
つ
也
。
中
段
三
つ
の
仕
様
は
、
右
旋
、
左
転
、
臥
切
こ
れ
三
つ
也
。
下

段
三
つ
の
つ
か
い
や
う
は
、
小
詰
、
半
開
半
向
、
獅
子
奮
迅
の
心
懸
こ
れ
三
つ
也
」

と
解
説
す
る
。
天
正
八
年
伝
書
で
は
「
右
旋
、
左
転
、
臥
切
」
と
中
段
か
ら
始
ま

っ
て
い
た
の
を
、
整
理
し
直
し
、「
す
り
巻
入
」
な
ど
を
表
の
勢
法
名
で
表
現
し

た
の
で
あ
ろ
う
。
先
に
表
の
勢
法
を
明
確
に
し
た
の
で
、
そ
の
中
の
勢
法
を
実
際

的
に
稽
古
す
る
砕
き
を
設
定
し
た
形
で
あ
る
。
宗
厳
は
、
表
太
刀
を
洗
練
し
た
形

で
示
し
た
の
で
、
そ
れ
を
実
戦
的
に
吟
味
す
る
た
め
に
、「
二
十
七
ヶ
条
截
相
」

と
し
て
別
に
示
し
た
の
で
あ
ろ
う
。天
正
八
年
の
伝
書
で
は
、「
切
合
二
十
七
ヶ
条
」

だ
け
出
て
い
た
が
、
表
の
勢
法
と
合
わ
せ
る
と
、「
砕
き
」
で
あ
る
こ
と
が
明
確

に
位
置
づ
く
の
で
あ
る
。

宗
厳
の
勢
法
目
録
は
、
こ
れ
以
後
、
ご
く
わ
ず
か
の
変
動
が
あ
る
が
、
基
本
的

に
は
こ
れ
で
一
貫
し
て
い
る
。
新
陰
流
の
勢
法
は
、「
三
学
」か
ら
始
ま
り
、「
九
箇
」

で
さ
ま
ざ
ま
な
太
刀
遣
い
、「
天
狗
抄
」
で
他
流
の
太
刀
遣
い
を
知
っ
た
上
で
、「
極

意
六
箇
条
」
で
表
の
勢
法
を
ま
と
め
、
さ
ら
に
実
戦
的
に
砕
く
た
め
に
「
截
相
二

十
七
ヶ
条
」
を
稽
古
す
る
。
新
陰
流
の
勢
法
は
、
こ
こ
に
体
系
立
っ
て
確
立
し
た

の
で
あ
る
。

Ⅳ
．
新
陰
流
の
確
立
―
慶
長
六
年
以
後
の
伝
書
類

関
ヶ
原
の
戦
い
後
、
柳
生
家
の
旧
領
が
復
し
、
一
族
の
将
来
の
発
展
が
見
込
ま



武道・スポーツ科学研究所年報・第19号・平成25年度

（13）36

れ
る
中
で
、
七
十
歳
を
越
え
た
宗
厳
は
、
慶
長
六
年
（
一
六
〇
一
）
二
月
か
ら
亡

く
な
る
同
十
一
年
二
月
ま
で
、
最
後
の
力
を
振
り
絞
っ
て
、
新
陰
流
の
兵
法
目
録

や
伝
書
を
次
々
に
仕
上
げ
て
い
く
こ
と
に
な
る
。『
兵
法
百
首
』、『
新
陰
流
兵
法

目
録
事
』、『
截
相
口
伝
書
』、『
没
茲
味
手
段
口
伝
書
』
な
ど
を
、
竹
田
七
郎
や
孫

の
兵
庫
助
（
当
時
、
兵
介
）
な
ど
に
授
与
し
て
い
る
。

（
１
）『
兵
法
百
首
』

『
兵
法
百
首
』
は
、
兵
法
の
心
得
を
百
首
の
和
歌
に
し
た
も
の
だ
が
、
長
期
間

に
わ
た
っ
て
詠
ま
れ
、
中
に
は
宗
厳
の
感
懐
も
表
さ
れ
て
い
る（

注
２
）。

『
百
首
』
奥
書
に
、
国
許
の
歴
々
を
訪
ね
て
も
、
多
く
は
死
去
し
、
乞
食
な
ど

の
風
情
に
も
な
る
中
、
自
ら
も
「
い
く
ほ
ど
な
き
露
命
と
あ
り
な
が
ら
」、
く
れ

ぐ
れ
も
「
仕
合
を
し
、
う
た
れ
、
一
流
の
師
に
科と

が

を
き
ず
」
つ
け
ざ
る
よ
う
に
と

注
意
し
て
い
る
。
こ
の
百
首
の
中
に
は
、
切
り
合
い
の
実
際
上
の
心
得
も
、
ま
た

合
戦
の
時
の
心
得
も
ほ
と
ん
ど
詠
ま
れ
て
い
な
い
。
そ
れ
ら
を
捨
て
て
、
兵
法
鍛

練
を
心
の
方
面
に
深
め
よ
う
と
す
る
意
図
が
濃
厚
に
出
て
い
る
。

「
二
こ
し
を
さ
げ
た
る
人
の
兵
法
を

　
い
ら
ぬ
と
い
ふ
ぞ
心
も
と
な
き
」、

「
兵
法
の
極
意
は
よ
ろ
づ
な
に
ご
と
も

　
し
あ
ん
遠
慮
の
よ
け
は
づ
し
也
」、

「
兵
法
は
稽
古
鍛
錬
つ
ね
に
し
て

　
色
に
い
だ
さ
で
か
く
し
つ
つ
し
め
」、

「
兵
法
の
極
意
は
五
常
の
義
に
有
と

　
こ
こ
ろ
の
お
く
に
絶
え
ず
た
し
な
め
」、

「
い
の
ち
身
を
す
な
を
と
習
兵
法
は

　
し
ら
は
の
し
あ
ひ
さ
た
ぞ
こ
と
な
る
」、

「
世
を
た
も
ち
国
の
ま
も
り
と
成
る
人
の

　
こ
こ
ろ
に
兵
法
つ
か
は
ぬ
は
な
し
」

な
ど
、兵
法
を
武
士
た
る
者
の
心
得
と
し
て
位
置
づ
け
よ
う
と
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

こ
の
百
首
は
、「
世
を
わ
た
る
わ
ざ
な
き
ゆ
へ

　
兵
法
を
か
く
れ
が
と
の
み
た

の
む
身
ぞ
う
き
」
か
ら
始
ま
っ
て
い
る
が
、
最
後
は
「
う
か
ま
ざ
る
兵
法
ゆ
へ
に

石
の
舟

　
く
ち
ぬ
う
き
名
や
す
え
に
の
こ
さ
ん
」
で
終
わ
っ
て
い
る
。

武
将
と
し
て
独
立
し
て
は
お
れ
な
い
世
に
、
こ
の
兵
法
に
拠
っ
て
生
き
る
が
、

そ
れ
は
末
に
朽
ち
る
こ
と
な
き
名
を
残
す
こ
と
に
も
な
る
。
新
陰
流
の
兵
法
に
よ

っ
て
、
歴
史
に
名
を
残
そ
う
と
す
る
宗
厳
の
意
図
を
図
ら
ず
も
語
っ
て
い
る
の
で

あ
る
。

（
２
）『
新
陰
流
兵
法
目
録
事
』

慶
長
六
年
二
月
に
竹
田
に
授
与
し
た
『
新
陰
流
兵
法
目
録
事
』
に
は
、
勢
法
目

録
に
続
け
て
極
意
も
書
い
た
も
の
と
、
絵
目
録
の
も
の
が
あ
る
。
後
者
の
絵
目
録

は
、
後
に
説
明
書
き
を
書
き
込
ま
れ
、
こ
の
写
真
が
載
せ
ら
れ
る
こ
と
が
多
い
の

で
有
名
で
あ
る
。
た
だ
し
、
説
明
書
き
は
、
宗
厳
が
発
給
し
て
か
ら
ほ
ぼ
百
年
後

に
、
竹
田
七
郎
の
末
裔
の
要
請
に
よ
っ
て
宗
矩
の
弟
子
で
あ
っ
た
松
平
伊
勢
守
信

定
が
書
き
入
れ
た
も
の
で
あ
り
、
元
来
の
目
録
は
勢
法
名
と
絵
の
み
で
あ
る
。

こ
の
時
点
で
目
録
は
、
慶
長
元
年
の
目
録
と
ほ
ぼ
同
じ
だ
が
、「
極
意
六
箇
条
」

の
後
に
「
八
箇
必
勝
」
が
付
け
加
わ
っ
て
い
る
点
と
、「
三
学
」、「
九
箇
」
に
も
「
砕

き
が
あ
り
」
と
の
文
言
が
加
え
ら
れ
た
点
、さ
ら
に
「
截
相
二
十
七
ヶ
条
」
の
「
急
」

が
「
上
段
三
、
中
段
三
、
下
段
三
」
に
書
き
換
え
ら
れ
た
点
が
異
な
る（

注
10
）。

「
八
箇
必
勝
」
は
、
敵
が
ど
の
よ
う
に
打
ち
込
ん
で
来
て
も
、
真
直
ぐ
に
上
か

ら
十
文
字
に
打
ち
落
と
す
こ
と
（
十
字
勝
ち
）
を
言
う
も
の
で
、
実
は
「
截
相
二

十
七
ヶ
条
」
の
「
急
」
の
最
後
に
似
た
と
こ
ろ
が
あ
る
。
表
の
勢
法
と
し
て
も
、

一
つ
に
極
る
こ
と
を
強
調
す
る
た
め
に
加
え
ら
れ
た
と
見
ら
れ
る
。「
八
箇
必
勝
」

は
印
可
の
太
刀
と
云
わ
れ
て
い
る
が
、
そ
れ
も
十
字
勝
ち
を
言
う
も
の
で
あ
る
。

ま
た
「
三
学
」、「
九
箇
」
に
も
「
砕
き
」
が
あ
る
こ
と
は
、
実
戦
的
な
稽
古
と

し
て
は
当
然
の
こ
と
で
あ
る
が
、
表
の
勢
法
と
は
言
っ
て
も
決
し
て
決
ま
っ
た
刀

法
で
は
な
い
こ
と
を
注
意
す
る
た
め
に
書
き
加
え
た
と
見
ら
れ
る
。

そ
し
て
「
二
十
七
ヶ
条
」
の
「
急
」
の
書
き
換
え
は
、
打
太
刀
が
ど
の
よ
う
に

打
っ
て
き
て
も
「
か
ま
へ
に
付
而
一
調
子
也
」
を
強
調
す
る
た
め
で
あ
ろ
う
。
内

容
的
に
は
以
前
と
同
じ
で
あ
る
が
、
書
き
方
が
抽
象
的
に
な
っ
た
分
、
秘
伝
的
な
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色
を
強
め
た
と
言
っ
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。

『
新
陰
流
兵
法
目
録
事
』
の
目
録
に
は
、続
け
て
「
身
懸
五
箇
之
大
事
」
や
「
目

付
、
二
星
・
嶺
谷
・
遠
山
事
」、「
三
箇
大
事
」「
待
曲
」「
色
に
付
色
に
随
う
事
」

な
ど
の
心
得
が
箇
条
書
き
さ
れ
て
い
る
。
多
く
は
項
目
の
み
の
箇
条
書
き
で
あ
る

が
、
天
正
八
年
の
伝
書
の
心
得
が
そ
の
ま
ま
見
ら
れ
、
こ
れ
を
大
幅
に
補
充
し
た

も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

た
だ
そ
の
中
で
も
、「
＋

手
裏
見
」
に
は
「
心
ハ
万
境
ニ
随
テ
轉
ズ

　
轉

ズ
ル
処
実
ニ
能
ク
幽
ナ
リ
」
の
偈
が
書
き
込
ま
れ
て
い
る
。「
轉

ま
ろ
ば
し」

が
新
陰
流
の

極
意
で
あ
る
こ
と
を
示
そ
う
と
し
た
の
だ
と
思
わ
れ
る
。ま
た「
神
妙
剣
」に
も「
心

地
諸
種
ヲ
含
ム
、
普
ク
雨
ス
レ
バ
悉
ク
皆
萌
ス
、
華
性
ヲ
頓
悟
ス
レ
バ
、
菩
提
自

ラ
成
ル
」
の
偈
が
書
か
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
世
阿
弥
の
『
風
姿
花
伝
』
に
も
載
せ

ら
れ
た
偈
で
あ
る
。
こ
の
伝
書
を
受
け
て
い
た
竹
田
の
影
響
か
は
分
か
ら
な
い
が
、

こ
れ
ら
二
つ
に
偈
を
付
随
さ
せ
る
こ
と
で
、
こ
れ
ら
が
極
意
を
示
す
重
要
な
も
の

で
あ
る
こ
と
を
示
そ
う
と
し
た
と
考
え
ら
れ
る
。

ま
た
「
心
下
作
り
の
事
」「
兵
法
病
気
を
去
る
事
」
等
、
精
神
的
な
注
意
が
付

け
加
え
ら
れ
て
い
る
。
そ
し
て
最
後
に
は
「
勤
め
て
英
雄
の
心
を
知
る
、
是
極
一

刀
習
口
伝
」
と
し
て
い
る
。
上
泉
が
「
英
傑
」
と
言
っ
て
い
た
言
葉
を
「
英
雄
」

と
言
い
換
え
て
、「
是
極
一
刀
」
に
冠
し
て
兵
法
の
あ
る
べ
き
心
持
を
強
調
し
た

と
見
ら
れ
る
。

（
３
）『
没
茲
味
手
段
』
伝
書

こ
れ
以
後
、
竹
田
に
は
翌
七
年
二
月
に
「
没
茲
味
手
段
」
の
伝
書
が
授
与
さ
れ

て
い
る（

注
11
）。

「
　
　
　
没
茲
味
手
段

第
一

　
目
付
之
事

第
二

　
□
□
之
事

第
三

　
拍
子
之
事

第
四

　
身
懸
之
事

第
五

　
懸
左
足
之
事

　
　
　
五
観
之
大
事
稽
古
口
伝

一
　
神
妙
剣

一
　
十
字
懸
之
事

一
　
太
刀
相

　
水
月
位
之
事

一
　
左
足
積
之
事

一
　
太
刀
相
之
事

　
　
一
見
之
事

一
　
捧
心

　
　
送
目
付
之
事

　
　
付
空
之
調
子
事

一
　
清
江
水
之
事

一
　
茂
拍
子
極
意
之
事
」

「
没も

つ

茲じ

味み

」
と
は
、『
月
の
抄
』
に
よ
れ
ば
「
味
ノ
ナ
キ
所
ニ
味
ヲ
付
ル
心
持
ナ
リ
。

無
味
ナ
ル
所
専
也
。
至
極
也
」
と
の
意
味
で
あ
る
こ
と
だ
が
、
こ
こ
に
挙
げ
ら
れ

た
五
箇
条
を
見
る
と
、
要
す
る
に
太
刀
遣
い
の
根
本
的
な
心
得
を
ま
と
め
た
よ
う

で
あ
る
。
続
け
て
「
五
観
之
大
事
稽
古
口
伝
」
五
箇
条
は
、
太
刀
遣
い
の
時
の
特

に
敵
と
の
関
係
を
ま
と
め
た
よ
う
で
あ
る
。
そ
し
て
最
後
に「
一
見
之
事
」の「
捧

心
」
は
『
月
の
抄
』
を
見
れ
ば
「
心
ノ
ハ
ツ
ス
ル
所
ヲ
見
ル
心
ナ
リ
。
空
ノ
内
ヨ

リ
是
ヲ
ミ
ル
事
肝
要
也
。
見
ヘ
ザ
ル
先
ニ
心
ヲ
ツ
ク
ル
ニ
ヨ
リ
、
ミ
ヘ
ル
ト
云
ナ

リ
」
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。「
清せ

い

江ご
う

水す
い

」
は
「
西
江
水
」
で
、
や
は
り
『
月
の
抄
』

に
よ
れ
ば
「
詞
は
替
れ
ど
も
、
心
之
置
き
所
一
つ
也
。
心
を
定
め
て
し
づ
か
な
る

時
は
、捧
心
能
ミ
ユ
ル
ナ
リ
。
秘
事
至
極
ナ
リ
」と
言
う
こ
と
で
あ
る
。「
茂
拍
子
」

は
「
無
拍
子
」
の
こ
と
で
、
こ
れ
ら
は
要
す
る
に
「
無
」
を
強
調
し
て
い
る
よ
う

で
あ
る
。
宗
厳
は
、
最
後
に
兵
法
を
総
ま
と
め
し
て
示
そ
う
と
し
た
の
で
あ
る
。
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（
４
）『
截
相
口
伝
書
』
と
『
没
茲
味
手
段
口
伝
書
』

慶
長
八
年
（
一
六
〇
三
）
二
月
、
家
康
は
征
夷
大
将
軍
の
宣
旨
を
受
け
、
江
戸

幕
府
を
開
く
こ
と
に
な
る
。
柳
生
家
で
も
、
こ
の
年
、
孫
の
兵
庫
助
は
加
藤
清
正

の
熊
本
藩
に
、
そ
の
弟
・
権
右
衛
門
は
伊
達
政
宗
の
仙
台
藩
に
招
か
れ
、
一
族
発

展
の
兆
し
が
見
え
た
。
宗
厳
は
出
仕
し
て
い
な
い
が
、
将
軍
と
な
っ
た
家
康
の
師

範
で
あ
り
、
息
子
の
宗
矩
は
、
二
代
将
軍
・
秀
忠
の
師
範
、
孫
た
ち
は
、
加
藤
清

正
、
伊
達
政
宗
な
ど
有
力
大
名
の
師
範
と
な
っ
た
か
ら
、
宗
厳
の
中
で
君
主
の
剣

と
の
意
識
が
強
く
働
い
て
い
た
で
あ
ろ
う
こ
と
は
想
像
に
か
た
く
な
い
。

こ
の
後
、
孫
の
兵
庫
助
が
、
加
藤
清
正
に
仕
え
に
熊
本
に
行
く
直
前
の
慶
長
八

年
三
月
に
『
新
陰
流
兵
法
目
録
事
』
と
『
新
陰
流
截
相
口
伝
書
事
』
を
与
え
て
い
る
。

『
截
相
口
伝
書
事
』
は
、
二
年
前
の
竹
田
宛
の
『
新
陰
流
兵
法
目
録
事
』
で
は

勢
法
目
録
に
続
け
て
書
か
れ
て
い
た
極
意
を
取
り
出
し
て
特
に『
截
相
口
伝
書
事
』

と
名
づ
け
た
も
の
で
あ
る（

注
12
）。

内
容
的
に
変
わ
っ
た
点
と
し
て
は「
水
月
」に「
心

法
無
形
通
貫
十
方

　
水
中
月
鏡
裏
像
」
と
あ
る
の
が
目
立
つ
位
で
、
基
本
的
に
は

同
じ
内
容
で
あ
る
。
た
だ
『
截
相
口
伝
書
事
』
の
最
後
は
「
務
英
雄
知
心
是
極
一

刀
」
と
し
て
い
る
。「
英
傑
」
の
語
は
上
泉
の
目
録
に
も
あ
っ
た
が
、
新
陰
流
が

現
実
的
に
将
軍
や
大
大
名
も
学
ぶ
も
の
と
な
っ
た
こ
と
で
、
宗
厳
に
お
い
て
単
な

る
実
戦
の
剣
術
で
は
な
く
、
英
雄
の
心
を
知
る
べ
く
務
め
る
剣
の
道
だ
と
す
る
意

識
が
強
ま
っ
た
と
思
わ
れ
る
。

兵
庫
助
が
加
藤
家
を
致
仕
し
て
帰
郷
し
た
慶
長
九
年
八
月
に
は
『
没
茲
味
手
段

口
伝
書
』
を
授
け
て
い
る（

注
13
）。

こ
の
『
没
茲
味
手
段
口
伝
書
』
も
、
二
年
前
の

竹
田
宛
の
も
の
と
比
べ
る
と
、「
没
茲
味
手
段
」
の
五
箇
条
は
「
五
合
剣
」
と
名

づ
け
ら
れ
、
代
わ
っ
て
「
没
茲
味
位
歓
心
」
に
は
、「
付

　
其
色
莫
拍
子

　
敵
心

ヲ
知
事
口
伝
有
之
」
と
し
て
い
る
。「
没
茲
味
」
の
元
来
の
意
味
の
「
無
味
」
の

位
を
強
調
し
た
よ
う
で
あ
る
。
ま
た
「
真
之
捧
心
」
と
し
て
「
中
々
に
な
を
里

ち
か
く
な
り
に
け
り

　
あ
ま
り
に
山
の
お
く
を
た
づ
ね
て
」
を
書
き
加
え
て
い
る
。

こ
の
伝
書
は
、
さ
ら
に
奥
書
を
付
け
加
え
て
、
慶
長
十
年
「
生
年
七
十
七
」
と
年

齢
を
書
き
込
み
「
一
ノ
目
付
」「
一
円
」「
一

　
真
実
無
刀
極
意
」
と
書
き
足
さ
れ

て
い
る
。
亡
く
な
る
前
年
に
な
る
が
、
宗
厳
は
最
後
に
自
ら
の
工
夫
の
「
無
刀
極

意
」
を
加
え
た
の
で
あ
る
。

『
截
相
口
伝
書
』
と
『
没
茲
味
手
段
口
伝
書
』
の
二
巻
は
、
宗
厳
の
長
年
の
工

夫
が
集
約
さ
れ
て
記
さ
れ
て
お
り
、
以
後
、
柳
生
一
統
の
新
陰
流
の
根
本
の
心
得

と
な
る
こ
と
に
な
る
。

Ⅴ
．
新
陰
流
の
伝
承
―
江
戸
柳
生
家
と
尾
張
柳
生
家

宗
厳
は
慶
長
十
一
年
四
月
に
没
し
た
が
、
そ
の
伝
書
類
は
江
戸
と
尾
張
の
両
柳

生
家
で
伝
承
さ
れ
て
い
る
。

（
１
）
江
戸
柳
生
家
系
統

宗
厳
の
伝
書
を
直
接
に
受
け
継
い
だ
の
は
、
宗
矩
で
あ
る
。
宗
矩
の
系
統
は
江

戸
柳
生
家
と
呼
ば
れ
て
い
る
が
、
柳
生
の
地
を
領
し
後
に
は
大
名
家
と
な
る
柳
生

本
家
で
あ
る
。
宗
厳
自
筆
の
伝
書
は
江
戸
柳
生
家
に
残
っ
て
い
な
い
が
、
そ
れ
ら

が
伝
え
ら
れ
て
い
た
こ
と
は
確
か
で
あ
る
。
宗
矩
が
元
和
四
年
（
一
六
一
八
）
に

鍋
島
三
平
に
与
え
た
「
見
の
巻
」「
観
の
巻
」「
切
合
極
意
之
巻
」
は
、
宗
厳
発
給

の
『
新
陰
流
兵
法
目
録
』
と
『
截
相
口
伝
書
』、『
没
茲
味
手
段
口
伝
書
』
と
ほ
ぼ

そ
の
ま
ま
の
内
容
で
あ
る
。
宗
矩
は
元
和
七
年
に
将
軍
世
子
・
家
光
の
師
範
と
な

る
が
、
若
き
家
光
の
要
請
を
請
け
て
何
度
か
口
伝
書
を
出
す
内
に
次
第
に
自
ら
の

自
得
の
も
の
を
加
え
、
寛
永
九
年
（
一
六
三
二
）
の
『
兵
法
家
伝
書
』
に
至
っ
て
、

宗
矩
は
自
ら
の
伝
書
を
確
立
す
る
の
で
あ
る（

注
14
）。

し
か
し
『
兵
法
家
伝
書
』
の
第
一
巻
「
進
履
橋
」
の
太
刀
目
録
は
、
修
飾
の
字

句
を
除
け
ば
、
宗
厳
の
目
録
と
全
く
同
じ
で
あ
る
。
第
二
巻
「
殺
人
刀
」、
第
三
巻�
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「
活
人
剣
」
は
、
宗
矩
が
「
漸
く
知
命
之
年
（
五
十
歳
）
を
過
ぎ
て
、
此
道
之
滋

味
を
得
た
り
」
と
し
て
書
い
た
「
習
之
外
の
別
伝
」（
奥
書
）
で
あ
り
、
宗
矩
の

独
自
の
思
想
を
表
わ
し
た
も
の
で
あ
る
。宗
矩
は
、「
乱
世
」の「
殺
人
刀
」は「
治
世
」

で
は
「
活
人
剣
」
に
な
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い（

注
15
）と

し
て
、
六
年
前
の
「
外
の

物
の
事
」
で
説
い
て
い
た
合
戦
で
の
実
戦
的
な
心
得
は
一
切
省
略
し
、
治
世
に
あ

っ
て
も
乱
に
備
え
る
と
し
て
大
名
の
配
置
も
考
え
る
こ
と
も
兵
法
だ
と
言
い
、
日

常
生
活
で
機
を
見
る
こ
と
も
兵
法
だ
と
す
る
。
兵
法
の
習
い
を
尽
せ
ば
無
心
と
な

る
と
沢
庵
の
教
え
を
入
れ
て
、
心
法
を
強
調
す
る
の
で
、
宗
厳
と
は
大
き
な
違
っ

た
よ
う
に
見
ら
れ
る
。
け
れ
ど
も
『
兵
法
家
伝
書
』
に
「
○
」
で
記
載
さ
れ
た
項

目
を
除
け
ば
、
第
二
巻
と
第
三
巻
が
挙
げ
る
項
目
自
体
は
、
ほ
ぼ
『
截
相
口
伝
書
』

と
『
没
茲
味
手
段
口
伝
書
』
の
項
目
で
あ
り
、
そ
れ
の
宗
矩
流
の
解
説
と
な
っ
て

い
る
。
そ
し
て
第
三
巻
最
後
に
は
「
無
刀
之
巻
」
と
し
て
、
無
刀
の
心
得
を
宗
厳

の
工
夫
し
た
も
の
を
詳
し
く
書
い
て
い
る
。
宗
矩
と
し
て
も
宗
厳
が
最
後
に
付
け

加
え
た
「
無
刀
極
意
」
を
宗
矩
流
に
強
調
し
た
の
だ
と
思
わ
れ
る
。

宗
矩
の
息
子
の
十
兵
衛
三
厳
が
寛
永
十
九
年
に
著
し
た
『
月
の
抄
』
は
、
宗
厳

の
伝
書
と
宗
矩
の
口
伝
の
相
違
を
伝
え
て
い
る（

注
16
）。

十
兵
衛
は
自
ら
の
工
夫
を

加
え
る
こ
と
な
く
、
そ
の
ま
ま
伝
承
す
る
こ
と
が
大
事
な
こ
と
と
し
て
い
た
の
で

あ
る
。
以
後
、
時
代
が
下
が
っ
て
、
江
戸
柳
生
家
四
代
の
弟
子
佐
野
嘉
内
著
『
柳

生
新
秘
抄
』、
第
九
代
柳
生
俊
豊
の
奥
書
が
あ
る
『
聞
書
』
も
、
勢
法
の
や
り
方

に
限
っ
て
い
え
ば
、
江
戸
柳
生
家
系
統
で
は
宗
厳
の
ま
ま
の
も
の
が
見
ら
れ
る
。

（
２
）
尾
張
柳
生
家
系
統

他
方
、
孫
の
兵
庫
助
は
、
大
坂
の
陣
後
に
尾
張
徳
川
家
の
兵
法
師
範
に
迎
え
ら

れ
た
。
兵
庫
助
は
宗
厳
か
ら
秘
伝
の
伝
書
を
受
け
て
い
た
が
、
か
な
り
違
っ
た
形

で
『
始
終
不
捨
書
』
と
し
て
展
開
し
て
い
る（

注
17
）。

江
戸
の
宗
矩
が
将
軍
家
に
伝

え
る
の
と
同
じ
も
の
を
伝
え
る
の
を
憚
っ
た
た
め
か
と
思
わ
れ
る
。

け
れ
ど
も
兵
庫
助
は
、
寛
永
十
四
年
（
一
六
三
七
）
の
『
新
陰
流
兵
法
目
録
口

伝
書
』
で
は
、「
三
学
」
か
ら
「
八
箇
必
勝
」
ま
で
の
勢
法
全
て
に
つ
い
て
、
宗

厳
か
ら
相
伝
し
た
心
得
（「
本
曰
」）
と
自
ら
の
見
解
（「
厳
云
」）
を
併
載
し
て
い

る（
注
18
）。

宗
厳
の
教
え
が
根
本
な
の
で
あ
る
。

兵
庫
助
に
始
ま
る
尾
張
柳
生
系
で
も
、
新
陰
流
の
勢
法
自
体
は
、
宗
厳
伝
来
の

も
の
を
正
確
に
伝
え
て
い
た
こ
と
が
、
息
子
・
利
方
の
『
討
太
刀
目
録
』
が
伝
え

て
い
る
。
た
だ
勢
法
の
や
り
方
は
江
戸
の
柳
生
家
と
同
じ
も
の
を
そ
の
ま
ま
伝
え

る
こ
と
を
憚
っ
て
か
、「
三
学
」
と
「
九
箇
」
の
勢
法
に
は
、
上
段
か
ら
打
込
む

形
の
「
取
り
上
げ
遣
い
」
を
加
え
、
伝
来
の
「
下
か
ら
遣
い
」
と
二
つ
を
伝
え
る

よ
う
に
な
る
。「
取
り
上
げ
遣
い
」
は
連
也
の
工
夫
と
伝
え
る
が
、
お
そ
ら
く
兵

庫
助
か
ら
す
で
に
始
ま
っ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。
尾
張
柳
生
の
勢
法
は
、
江
戸

後
期
に
長
岡
房
成
が
古
伝
書
を
解
釈
に
基
づ
い
た
「
古
伝
」
と
別
に
「
外
伝
」
と

し
て
「
試
合
勢
法
」
を
工
夫
し
て
中
興
し
た
と
言
わ
れ
、
今
日
に
ま
で
そ
の
技
が

そ
の
ま
ま
伝
承
さ
れ
て
い
る
と
言
わ
れ
て
い
る
。
実
質
的
に
は
代
々
で
太
刀
の
遣

い
方
に
は
多
少
の
違
い
が
見
ら
れ
る
が
、
戦
後
は
宗
厳
の
伝
書
類
も
公
開
し
て
、

そ
の
伝
承
に
忠
実
で
あ
る
こ
と
を
示
そ
う
と
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

お
わ
り
に

柳
生
宗
厳
こ
そ
、
上
泉
伊
勢
守
に
始
ま
っ
た
新
陰
流
を
整
備
し
て
確
立
し
、
近

世
社
会
に
定
着
さ
せ
る
の
に
決
定
的
な
役
割
を
果
た
し
た
と
言
え
る
。
宗
厳
が
整

え
た
新
陰
流
の
勢
法
体
系
は
、
そ
の
ま
ま
江
戸
と
尾
張
の
両
柳
生
家
系
統
で
、
江

戸
時
代
を
通
じ
て
変
わ
る
こ
と
な
く
稽
古
さ
れ
、
尾
張
系
統
で
は
今
日
ま
で
伝
承

さ
れ
て
い
る
。
宗
厳
の
伝
書
類
は
、
宗
矩
と
兵
庫
助
に
よ
り
多
少
変
容
さ
れ
た
が
、

根
本
の
思
想
は
確
か
に
受
け
継
が
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
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注（
注
１
）
尾
張
柳
生
二
代
・
柳
生
利
方
が
奥
書
に
書
い
て
い
る
伝
承
に
よ
る
。
こ
れ
は

柳
生
家
の
最
古
の
伝
承
で
あ
る
。
本
年
報
第
９
号『
新
陰
流
表
討
太
刀
目
録
』

奥
書

　
解
題
・
翻
刻
・
注
解

　
三
七
七
～
三
七
一
頁
参
照
。

（
注
２
）
慶
長
六
年
（
一
六
〇
一
）
竹
田
七
郎
に
伝
授
。
今
村
嘉
雄
編
『
史
料
柳
生
新

陰
流
』（
新
人
物
往
来
社
・
一
九
九
五
）
下
巻

　
二
四
五
～
二
五
七
頁
。

（
注
３
）
前
掲
『
史
料
柳
生
新
陰
流
』
上
巻

　
五
九
頁
。

（
注
４
）『
月
の
抄
』
所
載
。
前
掲
『
史
料
柳
生
新
陰
流
』
下
巻
十
四
～
十
五
頁
。

（
注
５
）『
影
目
録
』
の
写
真
と
翻
刻
は
、
柳
生
厳
長
著
『
正
伝
新
陰
流
』
二
四
八
～

二
七
八
頁
に
掲
載
。
原
文
は
漢
文
だ
が
、
書
き
下
し
文
で
引
用
す
る
。

（
注
６
）
前
掲
『
史
料
柳
生
新
陰
流
』
上
巻
一
七
九
～
一
八
一
頁
掲
載
。

（
注
７
）「
石
舟
斎
自
筆
の
書

　
房
成
注
」。
吉
田
鞆
男
「
長
岡
房
成
手
記
に
よ
る
新
陰

流
「
二
十
七
箇
条
截
合
」
に
関
す
る
考
察
」
本
年
報
第
十
五
号
一
三
〇
～

一
三
一
頁
に
翻
刻
。

（
注
８
）
前
掲
『
史
料
柳
生
新
陰
流
』
上
巻
一
八
二
頁
。
授
与
者
は
不
明
。

（
注
９
）「
天
狗
抄
」
の
勢
法
の
名
称
は
、
慶
長
六
年
二
月
の
『
新
陰
流
兵
法
目
録
事
』�

の
絵
目
録
は
「
高
林
房
」「
風
眼
房
」「
太
郎
房
」
な
ど
だ
が
、
松
平
信
定
の

説
明
書
き
入
れ
で
は
「
乱
甲
」「
乗
太
刀
」「
小
村
雲
」
な
ど
と
書
く
。
他
方
、

宗
矩
は
「
花
車
」「
明
身
」「
善
待
」
な
ど
と
記
載
（『
兵
法
家
伝
書
』）
し

て
お
り
、
名
称
は
一
定
し
な
い
。

（
注
10
）
前
掲
『
史
料
柳
生
新
陰
流
』
上
巻

　
一
八
三
～
一
八
六
頁
掲
載
。

（
注
11
）
前
掲
『
史
料
柳
生
新
陰
流
』
上
巻

　
二
一
九
頁
掲
載
。

（
注
12
）
前
掲
『
正
伝
新
陰
流
』　
二
八
六
～
二
八
八
頁
掲
載
。

（
注
13
）
柳
生
延
春
『
柳
生
新
陰
流
道
眼
』（
島
津
書
房
・
一
九
九
六
）
口
絵
に
写
真

と
翻
刻
掲
載
。

（
注
14
）
宗
矩
は
、
元
和
八
年
『
玉
成
集
』、「
新
陰
流
兵
法
円
太
刀
目
録
外
物
」、
同

九
年「
兵
法
截
相
心
持
の
事
」、寛
永
三
年（
一
六
二
六
）「
新
陰
流
兵
法
心
持
」

「
外
の
物
の
事
」を
経
て
、寛
永
九
年
九
月『
兵
法
家
伝
書
』三
巻
を
呈
上
し
た
。

寛
永
三
年
段
階
で
は
、
合
戦
で
具
体
的
な
心
得
も
書
い
て
い
た
が
、『
兵
法

家
伝
書
』
に
は
一
切
載
せ
ず
、
代
り
に
心
法
論
を
大
き
く
展
開
す
る
。

（
注
15
）
宗
矩
は
、
上
泉
が
極
意
の
勢
法
に
付
け
た
「
殺
人
刀
」「
活
人
剣
」
の
語
を

使
っ
て
、「
人
を
こ
ろ
す
刀
、
却
而
人
を
い
か
す
剣
也
」、「
乱
れ
た
る
世
を

治
め
る
為
に
、
殺
人
刀
を
用
ゐ
て
、
已
に
治
ま
る
時
は
、
殺
人
刀
即
ち
活

人
剣
な
ら
ず
や
」
と
説
く
。
治
ま
り
た
る
世
に
は
、
実
戦
的
な
術
で
は
な
く
、

武
士
の
人
格
形
成
に
資
す
る
も
の
で
あ
ら
ね
ば
な
ら
ぬ
と
す
る
考
え
が
強

か
っ
た
の
で
あ
る
。

（
注
16
）『
月
の
抄
』
は
、「
老
父
云
」「
父
云
」
と
し
て
宗
矩
の
教
え
を
書
き
、ま
た
「
亡

父
ノ
目
録
ニ
ハ
」「
亡
父
ノ
録
ニ
」
と
し
て
宗
厳
の
記
述
を
引
用
し
て
い
る
。

「
私
云
」
と
し
て
示
す
自
身
の
見
解
は
わ
ず
か
一
箇
所
し
か
な
く
、
ほ
ぼ
祖

述
に
終
始
し
て
い
る
。

（
注
17
）『
始
終
不
捨
書
』
は
、序
で
「
治
国
平
天
下
」
の
剣
た
る
こ
と
を
宣
言
し
た
後
、

「
十
禁
習
の
事
」「
十
好
習
の
事
」「
十
問
十
答
」「
八
箇
之
位
独
稽
古
之
次
第
」

を
書
き
、
心
得
を
目
録
形
式
に
並
べ
、「
風
・
水
・
心
・
意
・
空
」
と
し
て

最
後
を
締
め
て
い
る
。「
昔
の
教
ノ
如
ク
…
悪
シ
」と
相
伝
の
教
え
を
批
判
し
、

「
今
ハ
…
」
と
少
し
変
え
た
教
え
を
説
い
て
い
る
が
、
そ
れ
は
「
堅か

た

マ
リ
ツ

マ
ル
」「
堅
ル
」「
狭
キ
」
こ
と
を
嫌
っ
た
故
で
あ
り
、「
放
レ
テ
開
ク
心
持
」

や
他
の
場
合
を
考
え
て
の
こ
と
で
、
極
意
「
轉

ま
ろ
ば
し」

が
相
手
に
対
し
て
自
在

に
転
じ
る
こ
と
だ
と
す
る
と
、
実
質
上
「
轉
」
を
展
開
し
た
教
え
で
あ
り
、

そ
の
点
で
は
、
宗
厳
の
教
え
を
正
確
に
伝
え
ん
と
し
て
い
た
と
言
え
る
。

（
注
18
）
前
掲
『
正
伝
新
陰
流
』
三
〇
〇
～
三
一
二
頁
に
翻
刻
。
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新
陰
流
の
体
系
の
根
幹　
“
転
（
マ
ロ
バ
シ
）”
に
つ
い
て

�

吉
田

　
鞆
男
　

〝
転

マ
ロ
バ
シ〟

と
い
う
文
言
は
、
流
祖
・
上
泉
伊
勢
守
の
伝
書
に
は
な
い
。
し
か
し�

〝
転
〟
の
理
念
と
そ
の
意
を
表
現
す
る
勢
法
は
、
新
陰
流
の
体
系
の
根
幹
と
成
っ

て
い
る
。
こ
の
こ
と
は
現
在
ま
で
伝
承
さ
れ
て
い
る
柳
生
新
陰
流
（
尾
張
柳
生
家

の
仕
様
に
よ
る
新
陰
流
）
に
於
い
て
も
同
様
で
あ
る
。
現
行
の
柳
生
新
陰
流
の
勢

法
の
全
て
が
〝
転
〟
な
ら
ざ
る
は
な
し
と
云
っ
て
も
過
言
で
は
な
か
ろ
う
。
そ
の

中
か
ら
二
、
三
の
例
を
挙
げ
て
、
そ
の
仕
様
を
簡
述
し
て
お
く
。

１
．
小
転
（
コ
マ
ロ
バ
シ
）
上
・
中
・
下
都
合
三
本

　
　�

仕
太
刀
は
全
長
二
尺
、
打
太
刀
は
定
寸
（
三
尺
三
寸
）
の
袋
シ
ナ
イ
を
用

い
る
。

　
　�

　
打
太
刀
、
仕
太
刀
共
に
歩
み
寄
り
、
間
に
至
っ
て
打
太
刀
は
雷
刀
（
上

段
）
か
ら
右
片
手
に
て
、
袈
裟
に
打
ち
懸
る
を
、
仕
太
刀
は
上
・
中
・
下

い
ず
れ
の
構
え
か
ら
も
、
片
手
打
ち
に
真
直
ぐ
一
拍
子
に
打
太
刀
の
右
拳

を
打
つ
（
十
字
勝
ち
に
勝
つ
）。

２
．
大
転
（
オ
オ
マ
ロ
バ
シ
）
上
・
中
・
下
都
合
三
本

　
　�

仕
太
刀
は
全
長
二
尺
五
寸
、
打
太
刀
は
定
寸
（
三
尺
三
寸
）
の
袋
シ
ナ
イ

を
用
い
る
。

　
　�

　
共
に
相
懸
り
は
小
転
と
同
じ
。
間
に
至
っ
て
打
太
刀
は
雷
刀
か
ら
、
小

転
と
同
様
に
右
片
手
に
て
袈
裟
に
打
つ
。
仕
太
刀
は
上
・
中
・
下
の
い
ず

れ
の
位
か
ら
も
、
真
直
ぐ
一
拍
子
に
打
太
刀
の
右
拳
を
十
字
に
勝
つ
。

右
の
二
つ
の
勢
法
は
、
太
刀
の
長
さ
が
違
う
為
、
間
積
り
が
多
少
異
な
る
以
外

は
全
く
同
然
の
勢
法
で
あ
る
（
但
し
、
大
転
の
場
合
、
仕
太
刀
は
片
手
で
持
っ
て

進
む
が
、
打
ち
込
む
瞬
間
に
は
左
手
で
柄
頭
を
握
っ
て
、
両
手
で
打
つ
）。

３
．
是
極
（
ゼ
ゴ
ク
）

　
　�

柳
生
石
舟
斎
発
給
『
新
陰
流
截
相
口
伝
書
』（
慶
長
八
年
〔
一
六
〇
三
〕）

に
あ
る
「
務
め
て
英
雄
の
心
を
知
る
是
極
一
刀
」
の
意
を
表
す
勢
法
で
あ

る
。「
試
合
勢
法
」（
第
二
勢
法
〝
一
刀
変
〟）
に
あ
る
勢
法
。〔
拙
稿
「「
二

十
七
箇
条
截
合
」
と
「
試
合
勢
法
」
に
つ
い
て
」『
武
道
・
ス
ポ
ー
ツ
科

学
研
究
所
年
報
』
第
十
七
号
参
照
〕

　
　�

　
仕
太
刀
は
車
（
脇
構
え
）
に
て
待
つ
。
打
太
刀
は
雷
刀
。
間
に
至
っ
て

右
片
手
打
ち
に
仕
太
刀
の
肋ア

バ
ラに

か
け
て
切
り
込
む
。
仕
太
刀
は
「
三
学
」

の
一
本
目
〝
一
刀
両
段
〟
と
同
じ
太
刀
筋
に
て
、
仔
細
か
ま
わ
ず
、
強
く

踏
み
込
ん
で
打
太
刀
の
真
向
を
打
つ
。

右
に
例
と
し
て
引
用
し
た
勢
法
は
、
究
極
の
意
を
表
現
し
た
勢
法
で
あ
る
。
今

日
の
新
陰
流
（
尾
張
柳
生
）
で
初
め
て
学
ぶ
〝
合ガ

ッ
シ
打
ち
〟
の
延
長
上
に
在
る

勢
法
で
あ
る
。
初
め
て
習
う
太
刀
が
実
は
〝
極
意
の
太
刀
〟
そ
の
も
の
で
あ
る
と

い
う
点
は
、
さ
す
が
に
体
系
が
し
っ
か
り
し
た
流
儀
の
仕
儀
で
あ
る
。

右
の
勢
法
は
、
い
ず
れ
も
意
の
あ
る
と
こ
ろ
を
表
現
し
た
も
の
で
、
切
合
利
益

（
切
合
で
の
有
利
さ
）
は
全
く
無
視
し
た
も
の
で
あ
る
。〝
是
極
〟
な
ど
は
、
打
太

刀
の
振
込
む
太
刀
の
角
度
が
少
し
で
も
高
く
な
れ
ば
、
ほ
ぼ
仕
太
刀
の
方
が
負
け

に
な
る
。
い
わ
ば
〝
百
戦
必
敗
〟
の
刀
法
に
な
り
か
ね
な
い
。
従
っ
て
、
打
太
刀

に
は
打
ち
込
む
太
刀
筋
の
角
度
を
少
し
甘
く
し
て
（
下
げ
て
）
も
ら
う
こ
と
に
な

る
。
小
転
・
大
転
も
、
打
太
刀
が
本
気
に
な
れ
ば
、
手
筈
通
り
に
勝
ち
口
を
取
る

の
は
容
易
で
は
な
い
。

〝
転
〟
の
例
と
し
て
右
に
引
用
し
た
勢
法
は
、
い
か
に
も
英
傑
大
丈
夫
の
太
刀

の
よ
う
で
あ
り
、
見
方
に
よ
れ
ば
帝
王
学
を
刀
法
で
表
現
し
て
い
る
か
の
よ
う
で
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あ
る
が
、
剛
直
さ
が
強
く
感
じ
ら
れ
、
い
さ
さ
か
無
理
・
強
引
な
雰
囲
気
が
感
じ

ら
れ
は
し
な
い
で
あ
ろ
う
か
。

十
字
勝
ち
の
大
事
に
つ
い
て
は
、
印
可
状
の
末
尾
に
「
＋

手
裏
見
」
と
記

さ
れ
て
い
る
こ
と
が
多
い
（
例
、
柳
生
石
舟
斎
発
給
、
天
正
七
年
（
一
五
七
九
）

丹
下
総
七
郎
宛
印
可
状
）。

「
＋
は
、
十
字
勝
ち
の
こ
と
、

は
い
ず
れ
の
場
に
推
移
し
て
も
、
勝
ち
口

は
常
に
十
字
で
あ
る
こ
と
」
を
意
味
す
る
も
の
と
、
聞
き
習
っ
て
き
て
い
る
。
十

字
を
表
す
た
め
に
、
陰
陽
道
や
密
教
呪
法
の
九
字
で
は
な
く
、
横
五
本
、
縦
五
本

の
十
字
と
な
っ
て
い
る
。
尚
、「
手
裏
見
」
は
「
手
字
手
利
剣
」（
柳
生
宗
矩
発

給
、
元
和
四
年
（
一
六
一
八
）
鍋
島
三
平
宛
印
可
状
）
な
ど
異
な
る
表
記
が
あ
る
。

所
作
の
意
味
で
云
う
時
に
は
〝
一
拍
子
（
＝
ひ
と
打
ち
）
の
勝
ち
〟
を
意
味
す
る
。

本
来
は
密
教
で
謂
う
「
種
字
」
に
由
来
す
る
語
で
あ
ろ
う
。

ま
た
石
舟
斎
は
、
右
の
印
の
下
に
、
摩マ

拏ヌ

羅ラ

尊
者
の
偈
と
し
て
「
心
随
万
境
転

　
々
処
実
能
幽

　
随
流
認
得
性

　
無
善
亦
無
憂
」
の
語
を
附
記
し
て
い
る
。
こ
の

偈
の
「
転
」
の
字
は
、
文
字
通
り
転
変
す
る
こ
と
を
意
味
す
る
。
こ
の
偈
の
意
味

を
刀
法
の
所
作
に
移
し
変
え
て
、
流
祖
の
上
泉
は
「
懸
待
表
裡
は
一
隅
を
守
ら
ず
、

敵
に
随
っ
て
転
変
し
、
一
重
に
手
段
を
施
す
…
…
」（
上
泉
発
給
『
影
目
録
』「
燕

飛
」
永
禄
九
年
〔
一
五
六
六
〕）
と
語
っ
て
い
る
。

前
述
し
た
〝
転
〟
の
代
表
例
で
あ
る
小
転
、
大
転
、
是
極
、
あ
る
い
は
合
ッ
シ

打
ち
な
ど
の
勢
法
か
ら
受
け
る
〝
転
〟
の
様
子
と
、「
転
変
」
と
の
間
に
は
違
和

感
の
よ
う
な
も
の
を
感
じ
る
の
は
、
我
々
だ
け
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、

我
々
は
『
影
目
録
』
に
云
う
「
転
変
」
の
意
味
と
〝
転

マ
ロ
バ
シ〟

の
意
味
が
ひ
と
つ
事
で

あ
る
筈
と
考
え
て
い
る
。

　

上
泉
の
思
想
に
お
け
る
“
転
”

上
泉
の
『
影
目
録
』
四
巻
の
う
ち
、
序
文
が
記
さ
れ
て
い
る
の
は
、「
燕
飛
」

の
巻
と
「
九
箇
」
の
巻
で
あ
る
。

前
者
に
あ
っ
て
は
、
陰
流
か
ら
「
奇
妙
」
を
抽
出
し
て
新
陰
流
を
創
起
し
た
旨

を
述
べ
た
一
文
が
最
も
興
味
深
い
。
ま
た
、
後
者
に
お
い
て
は
、
新
陰
流
の
真
意

は
「（
英
傑
の
剣
を
以
っ
て
す
れ
ば
）
世
の
中
の
乱
は
治
ま
る
。（
私
が
工
夫
し
た

新
陰
流
の
理
念
は
）
世
に
出
て
虚
し
く
終
る
も
の
で
は
な
く
、
必
ず
治
国
平
天
下

に
繋
が
る
も
の
で
あ
る（「
以
三
尺
剣
撥（
オ
サ
ム
）乱

　
扶
桑
六
十
州
豈
虚
発（
オ

コ
ル
）
乎
」）」
と
す
る
自
負
と
流
儀
の
姿
勢
を
説
く
も
の
で
あ
る
。

我
々
は
現
行
の
「
燕
飛
」
の
伝
承
を
踏
ま
え
な
が
ら
、『
新
陰
流
討
太
刀
目
録
』

（
貞
享
二
年
〔
一
六
八
五
〕）、『
新
陰
流
兵
法
目
録
事
』（
慶
長
六
年
〔
一
六
〇
一
〕

絵
、
勢
法
の
仕
様
の
説
明
；
宝
永
四
年
〔
一
七
〇
七
〕）、『
見
観
註
解
』（
元
禄
八

年
〔
一
六
九
五
〕）、『
柳
生
流
新
秘
抄
』（
正
徳
六
年
〔
一
七
一
六
〕）、『
新
陰
流

中
伝
燕
飛
聞
書
』・『
新
陰
流
円
太
刀
』（
文
化
十
一
年
〔
一
八
一
四
〕）
な
ど
の
文

献
の
叙
述
を
一
言
一
句
に
分
節
し
て
比
較
・
対
照
し
な
が
ら
、
元
来
の
勢
法
の
仕

様
を
推
定
・
復
元
を
試
み
た
（「
燕
飛
の
研
究
」
本
年
報
第
十
八
号
所
収
）。

（
少
し
余
談
に
な
る
が
、右
の
伝
書
の
中
で『
燕
飛
聞
書
』は
最
も
代
下
が
り（
江

戸
柳
生
九
代
俊
豊
）
で
は
あ
る
が
、
そ
の
記
事
の
内
容
の
正
確
さ
、
厳
密
さ
に
は

驚
か
さ
れ
る
。
各
文
献
ご
と
に
い
く
つ
か
の
部
分
で
所
作
に
差
異
は
あ
る
が
、
こ

の
文
献
の
叙
述
に
よ
り
、『
討
太
刀
目
録
』
や
『
新
秘
抄
』
で
は
解
り
に
く
い
部

分
を
解
説
し
て
く
れ
て
い
る
か
の
よ
う
で
あ
る
。
こ
の
文
献
に
つ
い
て
は
稿
を
改

め
て
考
察
す
る
つ
も
り
で
あ
る
。
ま
た
、
宗
矩
の
弟
子
で
あ
っ
た
鍋
島
家
の
『
見
観

註
解
』
の
内
容
は
、
他
の
仕
様
で
は
異
な
る
内
容
を
多
く
含
む
が
、
い
く
つ
か
の
点

で
は
現
行
の
柳
生
新
陰
流
の
勢
法
に
よ
く
類
似
し
て
い
る
こ
と
は
興
味
深
い
。）

さ
て
、
右
の
文
献
を
基
に
復
元
し
た
い
く
つ
か
の
「
燕
飛
」
の
勢
法
を
総
合
し
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て
見
え
て
き
た
特
徴
は
、
打
太
刀
の
太
刀
筋
に
対
し
て
、
あ
る
い
は
強
く
打
ち
砕

き
、
あ
る
い
は
（
隅ス

ミ

に
引
い
て
）
相
手
の
太
刀
を
は
づ
し
、
あ
る
い
は
相
手
の
太

刀
筋
を
越
す
な
ど
し
て
、
相
手
の
太
刀
筋
を
軸
に
す
る
よ
う
に
転
変
す
る
中
か
ら
、

相
手
の
動
き
の
芯
に
中ナ

カ

墨ズ
ミ

を
は
づ
さ
ず
打
ち
込
む
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
意
味
で
は
、

ま
さ
に
『
影
目
録
』
に
謂
う
と
こ
ろ
の
「
懸
待
表
裡
は
一
隅
を
守
ら
ず
」、「
懸
は

意
、
待
に
在
り
。
待
は
意
、
懸
に
在
り
」、「
柔
を
以
っ
て
剛
を
制
す
」
を
如
実
に

示
す
勢
法
で
あ
る
。
し
か
し
、
身
を
翻
し
な
が
ら
相
手
の
表
太
刀
を
外
し
、
中
墨

を
通
し
て
目
付
（
相
手
の
両
拳
）
に
打
ち
込
む
だ
け
な
ら
ば
、
多
少
の
差
は
あ
っ

て
も
い
ず
れ
の
流
儀
に
も
見
受
け
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
。
上
泉
は
「
予
は
諸
流
の

奥
源
を
究
め
、
陰
流
に
於
い
て
別
に
奇
妙
を
抽
出
し
て
、
新
陰
流
を
号
す
」
と
云

っ
た
が
、
こ
れ
だ
け
で
は
未
だ
「
奇
妙
」
と
は
云
え
な
い
よ
う
だ
。

し
か
し
、〝
転

マ
ロ
バ
シ〟

が
、
身
を
転
変
さ
せ
、
懸
待
表
裡
の
中
に
勝
ち
を
得
る
刀
法

で
あ
る
ら
し
い
事
は
理
解
で
き
る
。
転
変
す
る
中
に
〝
目
付
〟
を
切
り
止
め
る
こ

と
の
大
事
は
、「
三
学
」
の
中
に
見
る
こ
と
が
で
き
る
。

『
新
陰
流
兵
法
目
録
事
』
の
勢
法
の
説
明
の
中
か
ら
、
一
本
目
の
〝
一
刀
両
段
〟

の
叙
述
を
見
る
と
、

「
打
太
刀
、
中
の
晴
眼
に
構
か
か
り
候
時
、
太
刀
を
右
の
車
（
脇
構
え
の
こ
と
）

の
や
う
に
さ
げ
、
左
の
足
を
出
し
、
左
の
膝
に
少
し
か
か
り
、
身
を
ひ
と
え
に
な

し
、
太
刀
を
ば
い
か
に
も
ゆ
る
〳
〵
と
前
の
方
へ
よ
せ
、
目
付
（
相
手
の
両
拳
の

こ
と
）
を
見
て
、
腰
を
す
ゆ
る
や
う
に
か
か
る
時
、
打
太
刀
よ
り
左
の
肩
先
を
切

る
時
、
目
付
を
切
留
、
我
が
こ
ぶ
し
を
膝
口
へ
さ
げ
、
い
か
に
も
左
の
ひ
ぢ
を
の

ば
し
て
切
つ
む
る
…
…
」
云
々
。

右
の
如
く
、
打
太
刀
か
ら
左
肩
先
に
切
り
か
け
る
時
、
仕
太
刀
は
前
足
（
左
足
）

を
強
く
踏
み
込
み
な
が
ら
、
脇
構
え
の
太
刀
を
右
の
肩
越
し
に
振
上
げ
、
そ
の
ま

ま
左
膝
口
の
位
ま
で
切
り
下
げ
る
。
右
肩
に
振
り
上
げ
る
時
に
、
左
肩
が
身
の
捩ネ

ジ

り
に
つ
れ
て
打
太
刀
の
太
刀
先
を
自
然
と
避
け
る
こ
と
に
な
る
。
ま
た
、
左
足
を

踏
み
込
む
時
に
、
後
の
右
足
は
前
に
連
れ
、
上
半
身
の
捩
り
に
従
っ
て
少
し
相
手

の
左
に
づ
れ
る
。
こ
れ
よ
り
、
敵
の
太
刀
を
見
越
し
、
敵
の
太
刀
に
随
っ
て
身
を

少
し
で
あ
る
が
転
変
す
る
こ
と
に
な
る
。

「
三
学
」
二
本
目
〝
斬
釘
截
鉄
〟
で
は
、
双
方
上
段
に
て
か
か
り
、
仕
太
刀
が

右
足
前
に
し
て
懸
り
押
し
込
む
よ
う
に
す
る
時
、「
打
太
刀
う
ら
（
右
利
き
の
場
合
、

太
刀
の
右
側
を
う
ら
と
云
う
）よ
り
、右
の
肩
を
切
り
候
を
」、左
の
足
を
踏
み
込
み
、

左
肩
前
の
一
重
身
に
な
っ
て
、
目
付
（
両
拳
）
を
打
つ
…
…
云
々
。

こ
の
〝
斬
釘
截
鉄
〟
の
遣
い
方
は
、
打
太
刀
が
本
気
で
打
ち
込
ん
で
く
る
と
、

仕
太
刀
の
太
刀
を
目
付
（
打
太
刀
の
拳
）
へ
割
り
込
む
よ
う
に
打
つ
の
は
な
か
な

か
厳
し
い
。
し
か
し
、
こ
の
勢
法
に
於
い
て
も
、
左
の
足
を
踏
み
込
む
時
、
そ
の

時
の
体
の
捩
り
に
よ
り
、
仕
太
刀
の
右
肩
は
打
太
刀
の
太
刀
筋
か
ら
外
れ
る
。

詳
し
く
は
、「
三
学
」
の
考
察
（
本
年
報
第
十
号
所
収
）
に
示
し
た
よ
う
に
、

三
本
目
（
半
開
半
向
）、
四
本
目
（
右
旋
左
転
）、
五
本
目
（
長
短
一
味
）
も
全
て
、

打
太
刀
の
太
刀
筋
を
軸
に
し
て
、
身
を
転
変
し
な
が
ら
、
目
付
を
確
実
に
打
ち
止

め
て
い
る
。

「
三
学
」
の
所
作
の
復
元
を
試
行
錯
誤
し
な
が
ら
考
え
を
廻
ら
せ
る
中
で
、
気

付
か
さ
れ
た
こ
と
が
あ
る
。
そ
れ
は
、
確
か
に
右
の
よ
う
に
転
変
し
な
が
ら
相
手

の
芯
に
自
分
の
太
刀
筋
を
通
す
仕
儀
は
、
体
術
あ
る
い
は
剣
技
と
し
て
は
絶
妙
な

も
の
が
あ
る
と
思
わ
れ
る
が
、
そ
れ
だ
け
で
は
単
に
切
合
上
手
に
過
ぎ
な
い
の
で

は
な
い
か
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

ま
さ
に
『
影
目
録
』
で
云
う
「
千
人
に
英
な
り
、
万
人
に
傑
た
る
に
非
ざ
れ
ば
、

い
か
で
か
予
が
家
法
を
伝
え
ん
や
」、「
古
人
豈あ

に

道い

は
ず
や
、
龍
を
誅
す
る
剣
、
蛇

に
揮
は
ず
と
」、「
三
尺
の
剣
を
以
っ
て
、
扶
桑
六
十
州
の
乱
を
撥お

さ

む
。
豈
虚
し
く

発お
こ

ら
む
や
」
な
ど
の
言
か
ら
窺
え
る
上
泉
の
姿
勢
は
、
切
合
上
手
を
眼
目
と
し
た

29
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仕
儀
と
は
か
な
り
の
乖
離
が
認
め
ら
れ
る
。
こ
れ
ら
の
言
に
は
、
切
合
利
益
な
ど

は
低
く
見
て
、
自
ら
の
流
儀
を
精
神
性
の
高
い
人
間
学
的
思
想
で
あ
る
と
す
る
強

い
自
負
が
窺
え
る
か
ら
で
あ
る
。

敵
の
太
刀
筋
に
踏
み
込
ん
で
信
念
の
一
刀
を
切
り
出
す
刹
那
の
人
間
の
姿
に
、

人
間
の
尊
厳
を
上
泉
は
見
て
い
た
の
で
は
な
い
か
と
我
々
は
考
え
て
い
る
。「
向

上
人
」
に
こ
そ
、
上
泉
は
自
分
の
思
想
と
し
て
の
新
陰
流
を
伝
え
よ
う
と
し
て
い

た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

新
陰
流
の
母
胎
で
あ
る
陰
流
の
目
録
を
見
る
と
、
か
な
り
世
俗
的
、
俗
信
的
な

要
素
が
多
い
と
見
受
け
ら
れ
る
（「
東
京
国
立
博
物
館
蔵
「
愛
洲
陰
之
流
目
録
」

調
査
報
告
」『
国
際
武
道
大
学
研
究
紀
要
』
第
二
十
八
号
所
収
）。
し
か
し
、
彼
ら

の
遣
う
刀
法
の
中
に
、
上
泉
は
自
身
が
抱
い
て
い
た
思
想
と
共
鳴
す
る
部
分
を
見

出
し
た
と
思
わ
れ
る
。
そ
れ
は
転
変
し
な
が
ら
も
確
実
に
中
墨
を
打
つ
刀
法
で
あ

っ
た
と
云
っ
て
過
言
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
。
陰
流
の
太
刀
に
上
泉
は
自
ら
の
思
想

を
加
味
し
て
、
精
神
性
の
高
い
思
想
と
し
て
の
剣
術
（
剣
道
）
へ
と
昇
華
し
た
も

の
と
我
々
は
考
え
て
い
る
。「
燕
飛
」
の
特
徴
で
あ
る
転
変
の
あ
り
よ
う
も
、
陰

流
の
模
倣
で
は
な
く
、
上
泉
独
自
の
考
え
に
よ
る
転
変
の
仕
方
に
改
め
て
い
る
筈

で
あ
る
。

上
泉
の
掲
げ
る
高
い
精
神
性
を
有
す
る
思
想
と
し
て
の
剣
術
の
底
辺
に
は
、
人

間
の
尊
厳
を
尊
重
す
る
考
え
方
が
大
き
な
要
素
と
な
っ
て
い
る
と
云
え
る
。

　

補
遺　
“
転
（
マ
ロ
バ
シ
）”
雑
感

「
転
」
の
字
を
「
マ
ロ
バ
シ
」
と
訓
む
こ
と
は
、
か
な
り
無
理
で
あ
る
。『
柳
生

流
新
秘
抄
』
に
は
「
丸
橋
」
の
記
載
が
あ
る
。
こ
れ
は
小
太
刀
に
お
け
る
身
の
懸

り
を
説
く
方
便
と
し
て
い
る
。
そ
の
謂
う
所
は
、
丸
木
橋
の
上
で
は
、
単ひ

と
え
み身

に
し
、

打
ち
込
み
時
に
は
習
い
覚
え
た
全
て
を
「
丸
橋
一
つ
に
束
ね
て
」、
中
墨
へ
直
に

打
ち
込
む
こ
と
と
い
う
意
味
で
あ
る
。

こ
の
丸
橋
と
同
意
の
こ
と
は
、『
月
の
抄
』
や
『
玉
成
集
』
そ
の
他
に
「
小
太

刀
一
尺
五
寸
外
し
の
事
」、あ
る
い
は
「
小
太
刀
二
寸
五
分
は
つ
し
の
事
」
と
し
て
、

既
に
記
載
さ
れ
て
い
る
。

こ
こ
で
謂
う
〝
丸
橋
〟
の
教
え
は
、
小
太
刀
の
こ
と
ば
か
り
で
な
く
、
流
儀
の

全
て
の
勢
法
に
あ
て
は
ま
る
こ
と
で
あ
る
。
丸
木
橋
の
譬
え
を
引
い
て
、
中
墨
を

直
に
打
つ
こ
と
の
大
事
が
、
転
変
し
な
が
ら
も
中
墨
に
打
ち
込
む
こ
と
の
大
事
と

軌
を
一
に
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、「
転
」
の
字
を
「
マ
ロ
バ
シ
」
と
訓
み
慣
わ
し

て
き
た
の
で
あ
ろ
う
か
。

転
変
す
る
こ
と
と
、
中
墨
を
打
つ
こ
と
は
、「
燕
飛
」
で
も
「
三
学
」
で
も
不

可
分
な
こ
と
で
あ
る
が
、
中
墨
を
打
つ
こ
と
の
究
極
性
を
強
調
す
る
た
め
、
敢
え

て
所
作
を
い
さ
さ
か
誇
張
拡
大
し
た
形
で
の
勢
法
と
し
て
、
現
行
の
柳
生
新
陰
流

は
伝
え
て
い
る
。

『
月
の
抄
』
に
は
「
神
妙
剣
」
に
つ
い
て
の
記
事
が
あ
る
。
十
兵
衛
三
厳
が
「
亡

父
」（
石
舟
斎
）
の
言
と
し
て
記
し
た
も
の
で
あ
る
。
簡
述
す
る
と
、
中
墨
の
大

事
を
説
く
も
の
で
あ
る
が
、
全
て
の
所
作
・
太
刀
筋
は
意
識
以
外
の
心
の
深
層
か

ら
生
じ
る
も
の
で
あ
る
と
説
い
て
い
る
。「
極
意
六
箇
条
」
の
〝
高
上
〟、〝
極
意
〟、

〝
神
妙
剣
〟
も
、
心
の
深
層
に
あ
る
「
神
妙
剣
」
が
表
面
に
発
露
し
た
も
の
と
説

い
て
い
る
。

『
月
の
抄
』
に
は
、
沢
庵
の
語
る
唯
識
論
の
「
八
識
」
の
話
に
か
な
り
興
味
を

覚
え
た
こ
と
が
記
さ
れ
て
い
る
。「
神
妙
剣
」
の
こ
と
と
「
八
識
」
の
こ
と
か
ら
、

我
々
と
し
て
は
、小
野
派
一
刀
流
に
於
け
る〝
妙
剣
〟の
こ
と
が
思
い
浮
か
ぶ（「
小

野
派
一
刀
流
に
つ
い
て
」『
武
道
・
ス
ポ
ー
ツ
科
学
研
究
所
年
報
』
第
十
三
号
所

収
））。
新
陰
流
に
せ
よ
、
一
刀
流
に
せ
よ
、
そ
の
流
儀
の
思
想
面
で
の
体
系
づ
け

が
、
偶
然
か
も
し
れ
な
い
が
、
軌
を
一
に
し
て
い
る
と
こ
ろ
が
興
味
深
い
。



（22）

研究所プロジェクト研究　日本の武道文化の成立基盤―新陰流と一刀流剣術の研究を通じて

27

先
程
、〝
転
〟
と
丸
橋
と
に
つ
い
て
、
共
に
そ
の
大
事
と
す
る
内
容
が
同
質
の

も
の
で
あ
る
の
で
、
い
つ
の
間
に
か
「
転
」
の
字
を
「
マ
ロ
バ
シ
」
と
訓
む
よ
う

に
な
っ
た
と
記
し
た
が
、『
疋
田
流
目
録
』（
疋
田
豊
五
郎
発
給
、
慶
長
十
年
〔
一

六
〇
五
〕；
赤
羽
根
龍
夫
著
『
新
陰
流
（
疋
田
伝
）
の
研
究
』
に
影
印
所
載
）
の

末
尾
に
、
二
人
の
侍
が
ま
さ
に
橋
を
は
さ
ん
で
切
り
合
い
を
せ
ん
と
す
る
絵
が
掲

載
さ
れ
て
い
る
。
全
く
『
新
秘
抄
』
の
云
う
「
丸
橋
」
を
彷
彿
さ
せ
る
も
の
で
あ
る
。

本
稿
の
冒
頭
で
触
れ
た
よ
う
に
、
上
泉
の
自
筆
の
記
述
に
は
、「
転
」
や
「
丸

橋
」
と
い
う
文
言
は
な
い
が
、
上
泉
時
代
か
ら
究
極
の
意
を
表
現
す
る
方
便
と
し

て
、
丸
橋
の
教
え
と
い
う
も
の
が
存
在
し
て
い
た
可
能
性
が
高
い
。

ご
く
最
近
に
再
発
見
さ
れ
た
『
愛
洲
陰
之
流
目
録
』
と
『
疋
田
流
目
録
』
の
二

つ
の
資
料
を
並
べ
て
読
ん
で
み
る
と
、
面
白
い
こ
と
に
気
付
い
た
。

『
愛
洲
陰
之
流
目
録
』
の
〝
猿
飛
〟、〝
猿
廻
〟
の
段
は
、
以
下
の
よ
う
に
な
っ

て
い
る
。

　「
第
一

　
猿
飛

　
此
手
ハ
、
敵
ヨ
ケ
レ
バ
切
太
刀
也
。
…
…
中
略
…
…
太
刀
ツ
カ
イ
テ
懸
ル
心
、

少
モ
動
顚
ス
ベ
カ
ラ
ズ
。
以
伝
大
事
可
切
納
ム
（
伝
え
る
と
こ
ろ
の
大
事
を
以

っ
て
、
切
り
納
む
べ
し
）。
イ
カ
ニ
モ
ツ
ヨ
ク
切
リ
懸
テ
、
後
ヘ
サ
ル
ベ
シ
。

　
第
二

　
猿
廻

　
此
ノ
手
モ
、
敵
切
出
ス
時
、
我
太
刀
ヲ
敵
ノ
太
刀
ニ
切
結
ビ
テ
、
太
刀
ヲ
ハ

ツ
ス
時
、
切
也
。
初
ノ
如
ク
心
得
ベ
シ
」。

我
々
が
興
味
を
覚
え
る
の
は
、「
第
一

　
猿
飛
」
の
段
に
、「
少
し
も
動
顚
す
る

こ
と
な
く
、
伝
え
る
と
こ
ろ
の
大
事
（
の
所
作
・
太
刀
筋
）
を
以
っ
て
、
強
く
切

り
懸
る
こ
と
」
と
解
釈
で
き
る
一
文
が
あ
る
こ
と
、
ま
た
「
第
二

　
猿
廻
」
の
段

が
「
此
ノ
手
モ
」
と
始
ま
っ
て
い
る
点
で
あ
る
。
以
上
の
極
め
て
簡
単
な
文
章
か

ら
、
片
言
隻
句
を
抜
き
、
拡
大
解
釈
す
る
つ
も
り
は
な
い
が
、
こ
れ
ら
二
段
の
記

述
か
ら
、
一
種
の
根
本
原
理
的
な
刀
法
及
び
所
作
が
存
在
し
て
い
た
ら
し
い
こ
と

が
窺
え
る
。
そ
の
根
本
原
理
的
な
刀
法
を
、こ
こ
で
は
「
伝
え
る
と
こ
ろ
の
大
事
」

と
表
現
さ
れ
て
い
る
よ
う
だ
。
さ
ら
に
そ
の
刀
法
を
以
っ
て
、
敵
に
切
り
懸
る
際

に
、「
少
し
も
動
顚
す
る
こ
と
な
く
」
と
い
う
一
文
が
あ
る
の
も
興
味
深
い
。

こ
の
「
動
顚
す
る
こ
と
な
く
」
は
「
敵
の
構
え
や
動
き
に
惑
わ
さ
れ
ず
」
と
い

う
程
度
の
意
味
合
い
で
あ
ろ
う
が
、
当
時
か
な
り
よ
く
使
わ
れ
て
い
た
表
現
だ
っ

た
の
か
も
知
れ
な
い
。
同
様
の
表
現
は
『
疋
田
流
目
録
』
に
も
見
ら
れ
る
。

「
た
と
え
将
に
い
か
に
構
え
来
る
と
雖
も
、
動
轉
す
べ
か
ら
ず
。
彼
の
一
剣
を

以
て
勝
負
を
決
す
…
…
」（
紅
葉
観
念
の
巻
。
但
し
、
こ
れ
は
慶
長
十
年
発
給
の

文
書
を
、二
百
年
近
く
後
の
寛
政
十
年
に
「
写
し
添
え
置
」
い
た
も
の
な
の
で
、「
動

轉
」
は
元
は
「
動
顚
」
で
あ
っ
た
可
能
性
が
あ
る
）。

こ
こ
で
云
う
「
彼
の
一
剣
」
は
、
あ
る
具
体
的
な
太
刀
筋
を
指
す
の
で
は
な
く
、

流
儀
の
全
編
を
貫
く
根
幹
の
太
刀
を
表
現
し
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。『
愛
洲
陰
之

流
目
録
』　
で
云
う
「
伝
え
る
と
こ
ろ
の
大
事
」
に
相
当
す
る
と
考
え
ら
れ
る
。

そ
う
す
れ
ば
、
こ
の
二
つ
の
目
録
は
、
い
ず
れ
も
敵
が
ど
う
で
あ
っ
て
も
動
顚

す
る
こ
と
な
く
、
各
々
の
流
儀
の
体
系
を
成
す
根
幹
の
太
刀
で
、
切
納
め
、
勝
負

を
決
す
る
こ
と
を
云
っ
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。

以
上
の
こ
と
も
含
め
て
、『
疋
田
流
目
録
』
の
丸
橋
の
絵
は
、〝
転
〟
の
こ
と
、

中
墨
の
こ
と
な
ど
、
多
く
の
大
事
が
詰
ま
っ
た
内
容
で
あ
る
こ
と
を
示
唆
す
る
も

の
で
あ
る
。
当
然
、
口
伝
は
多
々
あ
る
こ
と
で
あ
ろ
う
。

（「
転
」
に
つ
い
て
文
章
を
以
っ
て
説
明
す
る
こ
と
は
極
め
て
困
難
で
は
あ
る
が
、

新
陰
流
の
核
心
部
分
で
も
あ
り
、
新
陰
流
を
総
括
す
る
上
で
も
、
改
め
て
「
転
」

に
焦
点
を
絞
っ
た
形
の
論
文
に
ま
と
め
る
べ
く
、
目
下
腐
心
を
重
ね
て
い
る
最
中

で
あ
る
。）
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Ⅱ．国際武道大学研究倫理規程

 （目的）

第１条　国際武道大学（以下「本学」という。）で行われる学術研究活動において、研究対象に対する

倫理的配慮、及び研究の信頼性と公平性を確保することを目的とし、研究を遂行する上で求められる

研究者の行動・態度における倫理基準をここに定める。

（委員会）

第 ２ 条　本学に研究倫理委員会（以下、「委員会」という。）を設ける。

２　委員会に関する規則は、別に定める。

（研究に対する基本姿勢）

第 ３ 条　研究者は、良心と信念に従い、自らの責任をもって研究成果の客観性を厳守しなければならない。

２　研究者は、生命及び個人の尊厳を重んじ、基本的人権を遵守しなければならない。

３　研究者は、国際的に認められた規範、規約及び条約等、国内の法令、告示等及び本学の諸規定を遵

守しなければならない。

（定義）

第 ４ 条　本規程が定める「研究者」とは、本学に所属する教職員のみならず、本学において研究活動に

従事する者を含み、学生であっても、研究に関わる場合は「研究者」に準ずるものとする。

２　「研究」には、計画の立案、計画の実施、成果の発表及び評価にいたる全ての過程における行為、

決定及びそれに付随する事項を含むものとする。

３　「発表」とは、学内外を問わず、自己の研究に関わる成果を公表する全ての行為を含むものとする。

（研究者の態度）

第 ５ 条　研究者は、自己の専門的研究がおよぶ範囲を自覚し、他分野の専門研究を尊重するとともに、

自己研鑽に努めなければならない。

２　研究者は、他の国、地域、組織等の研究活動における文化、慣習、規律の理解に努めなければならない。

３　研究者は、共同研究者に対し、お互いの学問的立場を尊重しなければならず、研究協力者、研究支

援者に対しては誠意をもって接しなければならない。

４　研究者は、学生を含む全ての者が不利益を蒙らないよう十分な配慮をしなければならない。

（研究のための資料、情報及びデータ等の収集）

第 ６ 条　研究者は、科学的かつ一般的に妥当な方法、手段で研究のための資料、情報及びデータ等を収

集しなければならない。

２　研究者が、研究のために資料、情報及びデータ等を収集する場合は、その目的に適う必要な範囲に

おいて収集するよう努めなければならない。

（インフォームドコンセント）

第 ７ 条　研究者が、人の行動、環境、心身等に関する個人の情報及びデータ等の提供を受けて研究を行

う場合は、提供者に対してその目的、収集方法等について分かりやすく説明し、提供者の明確かつ自
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発的な同意を得なければならない。

２　組織、団体等から、当該組織、団体等に関する資料、情報、データ等の提供を受ける場合も前項に

準じるものとする。

（個人情報の保護）

第 ８ 条　研究者は、個人情報保護法、及びプライバシー保護の重要性に鑑み、研究のために収集した試

料、情報及びデータ等で、個人を特定できるものは、これを他に洩らしてはならない。

（情報及びデータ等の利用及び管理）

第 ９ 条　研究者は、研究のために収集、又は生成した資料、情報及びデータ等の減失、漏洩及び改ざん

等を防ぐために適切な措置を講じなければならない。

２　研究者は、研究のために収集、又は生成した資料、情報及びデータ等を適切な期間保存しなければ

ならない。ただし、法令・規程等に保存期間の定めのある場合はそれに遵うものとする。

（機器、薬品及び材料等の安全管理）

第１０条　研究者が、研究実験において研究装置・機器及び薬品・材料等を用いるときは、関係取り扱い

規程・要領等を遵守し、その安全管理に努めなければならない。

２　研究者は、研究の過程で生じた残渣物、使用済みの薬品・材料の処理については、関係取り扱い規

程・要領等を遵守しなければならない。

（研究成果発表の基準）

第１１条　研究者は、研究の成果を広く社会に還元するため、公表に努めなければならない。ただし、産

業財産権等の取得及びその他合理的理由のため公表に制約のある場合は、その合理的期間内において

公表しないものとすることができる。

２　研究成果は、学問的誠実性と論理的忠実性によって導かれた、新たな知見、発見であることに鑑み、

研究者は、他者の成果を自己の成果として発表してはならない。

３　研究者は、研究成果の発表に際しては、先行研究を精査し尊重するとともに、他者の知的財産を侵

害してはならない。

４　研究成果発表における不正な行為は社会的信頼を喪失する行為であることを研究者は自覚し、次に

掲げる不正な行為は絶対にこれをしてはならない。

⑴　捏造（存在しないデータの作成）

⑵　改ざん（データの変造、偽造）

⑶　盗用（他人のデータや研究成果等を適切な引用なしで使用）

５　研究成果における不適切な引用、引用の不備、誇大な表現、都合のよい誤解をさせる表現等は、不

正行為とみなされる恐れがあり、研究者は、適切な引用、誤解のない完全な引用、そして真摯な表現

をしなければならない。

（オーサーシップの基準）

第１２条　研究者は、研究活動に実質的な関与をし、研究内容に責任を有し、研究成果の創意性に十分な

貢献をしたと認められる場合に、適切なオーサーシップを認められる。

（研究費の取り扱い基準）
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第１３条　研究者は、研究費の源泉が、学生納付金、国及び地方公共団体等からの補助金、財団等からの

補助金、寄付金、本学から支給される研究費及び研究助成金によって賄われることを常に留意し、研

究費の適正な使用に努め、その負託に応えなければならない。

２　研究者は、交付された研究費を当該研究に必要な経費のみに使用しなければならない。

３　研究者は、研究費の使用に当たっては、関連する法令、通知、通達、本学の諸規定、当該研究費の

使用規定等を遵守しなければならない。

４　研究者は、証憑書類等を適切に管理し、実績報告においては、研究遂行の真実を明瞭に記載しなけ

ればならない。

（他者の業績評価）

第１４条　研究者が、レフリー、論文査読、審査委員等の委嘱を受けて、他者の研究業績の評価に関わる

ときは、被評価者に対して予断を持つことなく、評価基準、審査要綱等に従い、自己の信念に基づき

評価しなければならない。

２　研究者は、他者の業績評価に関わり知り得た情報を不正に利用してはならない。当該業績に関する

秘密は、これを保持しなければならない。

（事務）

第１５条　この規程に関する事務は、研究支援センター事務室が行う。

附　則

この規程は、公告の日から施行し、平成19年４月１日から適用する。

附　則（平成20年５月23日）

この規程は、公告の日から施行し、平成20年４月１日から適用する。

附　則（平成22年５月21日）

この規程は、公告の日から施行し、平成22年４月１日から適用する。
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国際武道大学「ヒトを対象とする研究」倫理規則

 （趣旨）

第 １ 条　この規則は、国際武道大学研究倫理規程に定めるもののほか、ヒトを直接の対象とし、個人か

らその人の行動、環境、心身等に関する情報・データ等を収集、及び採取して行われる研究（以下「ヒ

トを対象とする研究」という。）を遂行する上で求められる研究者の行動、態度の倫理的規準及び研

究計画の審査に関する事項を定めるものである。

（研究の基本）

第 ２ 条　ヒトを対象とする研究を行う者は、生命及び個人の尊厳を重んじ、科学的及び社会的に妥当な

方法で、当該研究を遂行しなければならない。

２　ヒト並びにヒト由来の試料・データを対象とする薬学的、医学的及び食物栄養学的研究においては、

ヘルシンキ宣言の趣旨に沿って行うものとする。

３　研究者が、個人の情報・データ等の収集及び採取を行う場合、安心かつ安全な方法で行い、提供者

の心身的、精神的負担、及び苦痛を最小限にするよう努めなければならない。

（適用範囲）

第 ３ 条　この指針は、本学の研究者、又は指導下にある学生等あるいは本学の研究者と共同する外部機

関の研究者等が行う人間を対象としたすべての研究に適用される。

（定義）

第 ４ 条　この規則において、個人から収集及び採取するヒトの行動、おかれている環境、心身等に関す

る情報及びデータ（以下「個人の情報及びデータ等」という。）とは、個人の思想、行動、おかれて

いる環境、身体等に係る情報・データ及びヒト由来の試料（血液、体液、組織、細胞、遺伝子、排泄

物等）をいう。

２　「被験対象者」とは、研究のため個人の情報・データ等を提供する者をいう。

（インフォームド・コンセント）

第 ５ 条　研究者が、個人の情報・データ等を収集及び採取するときは、予め被験対象者の同意を得るこ

とを原則とする。

２　被験対象者の同意には、個人の情報・データ等の取り扱い、及び発表の方法等に関わる事項を含む

ものとする。

３　研究者は、提供者から当該個人の情報・データ等の開示を求められたときは、これを開示しなけれ

ばならない。

４　被験対象者から侵襲的に資料を採取する場合や不特定多数が容易に個人を特定できる形式で研究成

果を公表する場合は、被験対象者への説明及び同意は文書で行うものとし、研究者は、それを適切な

期間保管しなければならない。また、それに該当しない場合においても、研究者は説明の内容及び受

けた同意に関する記録を作成し、適切な期間保管しなければならない。

５　被験対象者が１６歳未満、又は身体的あるいは精神的に同意を得られない場合には保護者若しくは
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それに準ずる者の同意を得るものとする。

（侵襲を与える研究）

第 ６ 条　研究者は、被験対象者に侵襲を与える研究においては、関係法規を遵守し、医師の協力を必要

とするものについては、医師の指導・協力の下に行わなければならない。

（アンケート調査研究）

第 ７ 条　研究者は、アンケート調査研究を行うに際しては、指導下にある学生等が行う場合を含め、研

究目的、研究者名を明記するものとする。

（授業等における収集・採取）

第 ８ 条　教員を含む研究者が、授業、演習、実習等、教育実施の過程において、研究のために受講生か

ら個人の情報・データ等の提供を求めるときは、第５条に従い、事前に受講生の同意を得ることを原

則とする。

２　教員を含む研究者が、個人の情報・データ等の提供の有無、及びその内容により、受講生の成績評

価において影響を与えてはならない。

（謝礼の提供）

第 ９ 条　研究者が被験対象者に対し、謝礼として金品を提供する場合、その金品は社会通念上、妥当な

範囲で定めるものとし、その受け払いについて適切な管理をしなければならない。

（研究計画等の審査）

第１０条　本学において、ヒトを対象とする研究を行う研究者が、研究の倫理性に関する審査を希望する

場合、当該研究者責任者（若しくはその代理者）からの事前の申請に基づき、研究計画等の審査を行

うものとする。

２　審査の手続等に関する事項は、別に定める。

（事務）

第１１条　この規則に関する事務は、研究支援センター事務室が行う。

附　則

この規則は、平成20年４月１日から施行する。

附　則（平成20年５月23日）

この規則は、公告の日から施行し、平成20年４月１日から適用する。

附　則（平成22年５月21日）

この規則は、公告の日から施行し、平成22年４月１日から適用する。
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国際武道大学「動物を対象とする研究」倫理規則

 （趣旨）

第 １ 条　生物の生命活動を科学的に理解することは、人類の福祉、環境の保全と再生などの多くの課題

にとって極めて重要であり、動物実験は、その目的を遂行するために必要な、やむを得ない手段であ

る。健康的な心身機能の維持・増進のための手段を科学的に探求することを研究目的の一つとする国

際武道大学（以下、「本学」という。）においても、動物実験を遂行する必要性がある。だが、本学に

おいて動物実験を遂行する者は、動物愛護の観点に基づいて実験計画の立案し、それに沿って研究を

実行しなければならない。そこで、本規則では、法、規準、基本方針その他の動物実験等に関する法

令（告示を含む。）の規定を踏まえ、本学における動物実験を適正に行うために必要な倫理規則を定

めるものとする。

（定義）

第 ２ 条　この規則における用語の定義は以下の通りとする。

　⑴ 　「実験動物」とは、本学において実施される教育・研究活動で用いられるほ乳類、鳥類、は虫類

のことをいう。

　⑵ 　「動物実験等」とは、本学において実施される教育・研究活動の内、実験動物（生体）を用いて

行う全ての教育・研究活動のことをいう。

　⑶ 　「飼養保管施設」とは、本学で実施される動物実験等に用いる動物を飼養保管するために利用さ

れる全ての本学施設のことをいう。

　⑷ 　「実験室」とは、動物実験等で用いた実験動物の屠殺、試料の摘出、分析等を行うために利用さ

れる全ての本学施設のことをいう。

　⑸ 　「施設等」とは、本学に設置されている全ての飼養保管施設及び実験室のことをいう。

　⑹ 　「動物実験実施者」とは、本学に所属し、個別の動物実験に携わる者のことをいう。

　⑺ 　「動物実験責任者」とは、本学において教育・研究活動を職務とし個別の動物実験等の立案、実

施を統括する者のことをいう。

　⑻ 　「動物実験計画」とは、本学において動物実験を実施する前に、動物実験責任者が動物愛護の観

点に基づき立案する計画のことをいう。

　⑼ 　「管理者」とは、学長の下で、本学に設置された施設等及び本学で実施される動物実験等に用い

られる実験動物を管理する者のことをいう。

　⑽ 　「実験動物管理者」とは、管理者を補佐し、実験動物の管理を担当する者のことをいう。

　⑾ 　「飼養者」とは、管理者若しくは実験動物管理者の下で、本学で実施される個々の動物実験等に

用いる実験動物の飼養に携わる者のことをいう。

　⑿ 　「管理者等」とは、管理者、実験動物管理者、動物実験責任者、動物実験実施者、飼養者のことをいう。

　⒀ 　「指針等」とは、動物実験等に関して行政機関の定める基本指針及び日本学術会議が策定する「動

物実験の適正な実施に向けたガイドライン」をいう。
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（学長の責務）

第 ３ 条　学長は、本学で実施される全ての動物実験等の実施に関して最終的な責任を負う。

２　学長は、施設等の適切な整備、保全を行い、管理者を任命するとともに、実験動物に関する知識及

び経験を有する者を実験動物管理者に充てるよう努めなければならない。

３　学長は、管理者及び実験動物管理者の協力を得て、動物実験実施者、飼養者等の関係者を教育する

とともに、関連法令並びに指針等の周知を図らなければならない。

４　学長は、動物実験責任者から提出される動物実験計画を科学的合理性かつ動物愛護に配慮した審査

を行う委員会若しくは部門を本学に設置しなければならない。

５　学長は、前項に定める委員会若しくは部門（以下、関連委員会若しくは部門）の答申に基づいて動

物実験等の実施に承認を与える、又は与えないことを行わなければならない。

６　学長は、動物実験等の終了後、履行結果を把握するとともに、関連委員会若しくは部門の助言を尊

重し、必要があれば動物実験責任者及び責任者に改善を指示しなければならない。

７　学長は、動物実験計画書、動物実験の履行結果及び関連委員会若しくは部門の議事録等を保存する

とともに、教育・研究活動の支障のない範囲内で、個人情報や研究情報の保護を図りつつ、動物実験

等の透明性の確保並びに成果の公表を図らなければならない。

（動物実験計画の立案）

第 ４ 条　動物実験責任者は、動物実験等の目的達成のために必要な限度において「動物の愛護及び管理

に関する法律」第41条に配慮し、動物実験計画を立案しなければならない。

２　動物実験責任者は、別に定める審査の手続きに則り実験計画の審査を受け、学長の承認を得た後に

動物実験等を実施しなければならない。

３　動物実験責任者は、承認された範囲を超える実験計画の変更が必要な場合、再度学長の承認を得な

ければならない。

４　動物実験責任者は、実験終了後、動物実験等の履行結果を別に定める手続きに則り学長に報告しな

ければならない。

（実験操作）

第 ５ 条　動物実験管理者は、動物実験等に用いる試薬、薬剤、実験機材の保管を適切に行うとともに、

規制対象となる劇物等の保管については、当該法令や規準を遵守しなければならない。

２　動物実験責任者は、施設等を常に清潔な衛生状態に保ち、万一、実験動物が室内逸走しても捕獲し

やすいように、整理整頓に心掛けなければならない。

３　動物実験責任者は、実験操作に当たって、必要に応じて実験動物の長時間にわたる身体の固定、給

餌及び給水の制限、外科的処置、鎮痛処置、麻酔及び術後管理、人道的エンドポイント、安楽死処置

を実施、設定する際には指針等の関連事項を留意して行わなければならない。

４　動物実験責任者は、実験操作に当たって生じた実験動物の死体及び廃棄物の処理を適切に行うとと

もに、法令により規制対象となる廃棄物については関係法令等を遵守して廃棄するよう努めなければ

ならない。

（実験動物の選択並びに授受）
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第 ６ 条　動物実験責任者は、実験動物の導入、検疫及び順化、輸送を実施する際には、指針等の関連事
項を留意して行わなければならない。

（実験動物の飼養及び保管）
第 ７ 条　動物実験実施者及び飼養者は、施設等において、動物愛護に配慮しながら動物実験等のデータ

の科学的信頼性を高め、かつ自己の安全を確保するために、指針等の関連事項を留意して、実験動物
を適切に飼養・保管しなければならない。

（実験動物の健康管理）
第 ８ 条　実験動物管理者及び動物実験実施者は、実験動物は動物実験等の目的と無関係に傷害を負い、

又は疾病にかかることを予防するため、指針等の関連事項を留意して、必要な健康管理を行わなけれ
ばならない。

２　実験動物管理者及び動物実験実施者は、動物実験等の目的とは無関係に傷害を負い、又は疾病にか
かった場合には、動物実験等の目的の達成に支障を及ぼさない範囲で、適切な治療等を行わなければ
ならない。

（施設等）
第 ９ 条　管理者は、実験動物管理者の意見を尊重して、研究遂行上の要件、動物の生理、生態、習慣及

び衛生管理のための必要条件を調和させながら、指針等の関連事項を留意して、施設等を構築・運営
して行かなければならない。

（安全管理）
第１０条　学長は、施設等における安全衛生の確保に努めなければならない。
２　管理者等は、指針等の関連事項を留意して、以下の点について必要な措置を講じなければならない。

⑴　危険因子の把握と取扱い
⑵　実験動物による危害等の防止
⑶　実験動物の逸走時の対応
⑷　緊急時の対応
⑸　生活環境の保全

（教育訓練等の実施）
第１１条　学長は、実験動物管理者、動物実験実施者及び飼養者の別に応じて動物実験実施前に必要な教

育訓練が確保されるように努めなければならない。
（事務）

第１２条　この規則に関する事務は、研究支援センター事務室が行う。

附　則
この規則は、平成20年４月１日から施行する。

附　則（平成20年５月23日）
この規則は、公告の日から施行し、平成20年４月１日から適用する。

附　則（平成22年５月21日）
この規則は、公告の日から施行し、平成22年４月１日から適用する。
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１．趣 　 旨 在日外国人武道修業者及び日本人武道修業者を対象

に、我が国の伝統文化である武道の理論・技術はも

とより、歴史・科学などについてもより理解を深め

るためのセミナーを開催し、武道を通しての交流・

親善と伝統文化の国際的発展に寄与する。

２．名 　 称 第26回　国際武道文化セミナー

３．主 　 催 （公財）日本武道館

４．後 　 援 文部科学省、日本武道協議会

５．協 　 力 （学）国際武道大学、日本武道学会

６．期 　 間 平成26年３月７日（金）～９日（日）

７．場 　 所 会場

国際武道大学

（千葉県勝浦市新官841）

会場・宿舎

日本武道館研修センター

（千葉県勝浦市沢倉582）

８．参 加 資 格 ⑴ 在日中の18歳以上の外国人武道修業者で、日本

語もしくは英語が理解でき、原則として現代武道

の取得段位が初段以上の者。

⑵ 18歳以上の日本人武道修業者で、日常英会話が

でき、原則として現代武道の取得段位が初段以上

で日本武道協議会加盟団体の推薦を受けた者。

⑶ 原則として日本武道協議会加盟団体の推薦を受け

た者または企業・大学等の武道クラブに所属し、

所属長の推薦を受けた者。

上記⑴、⑵、⑶の何れかに、該当する者。

９．参 加 人 員 98名

Ⅲ．研究所を活用した活動

第26回　国際武道文化セミナー
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第26回　国際武道文化セミナー日程表

3月
時間 ７日（金） ８日（土） ９日（日）

朝　　　　　　　食
8：00

移　動（センター → 武大） 休憩〈30分〉
30

講　義②
「武道学の国際化」

～第１回国際武道会議を終えて～
総括と報告　百鬼史訓
〈60分＋質疑応答15分〉

講義・演武及び体験会
古 武 道

金硬流唐手沖縄古武術
代表　早坂義文

〈講義30分＋演武・体験90分〉 

9：00

30

10：00
休憩〈15分〉

班別討論会
「国際化した武道」

～教育と競技からのアプローチ～
A班・B班・C班

〈２時間〉

30
40 休憩〈30分〉

11：00

実技研修②
〈60分〉30

12：00
15 移　動（武大 → センター）

昼食・休憩
〈60分〉30

昼食・休憩
〈60分〉13：00

受　　付

班別討論会 概要発表
A班・B班・C班

〈60分（各20分）〉
30

講師演武会
専門委員・助手

　〈90分〉

14：00
閉 講 式

30
40 開　講　式

15：00
15

記念撮影〈15分〉 休憩〈30分〉
30 講　義①

「武道で脳を活性化する」
有田　秀穂

〈60分＋質疑応答15分〉

45 体験武道①
専門委員・助手

〈70分〉

16：00

30
オリエンテーション

休　憩〈20分〉17：00
55

実技研修①
専門委員・助手

〈70分〉

10
20 　体験武道②

専門委員・助手
〈70分〉

30

18：00

休　　　憩
休　憩〈20分〉

30

　“フェアウェル　夕食会”
19：00

夕　　　食30

20：00

自　由　研　修
30
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 第26回　国際武道文化セミナー講義講師・専門委員・専門委員助手名簿

講義講師 有田　秀穂 セロトニン Dojo 代表 講義　「武道で脳を活性化する」
百鬼　史訓 日本武道学会　会長 講義　「武道学の国際化」～第1回国際武道会議を終えて～

早坂　義文 金硬流唐手・
沖縄古武術　流儀継承者 講義・演武及び体験会　「金硬流唐手・沖縄古武術」

講義助手 早坂ゆかり 金硬流唐手・沖縄古武術　流儀継承者
大村　朝洋 金硬流唐手・沖縄古武術　流儀継承者
江幡　妙子 金硬流唐手・沖縄古武術　流儀継承者
大和久正幸 金硬流唐手・沖縄古武術　流儀継承者
在本　幸司 空手道

コーディネーター 村田　直樹 日本武道学会　理事長

班別討論会
司会者

中村　　勇 鹿屋体育大学スポーツ人文応用社会科学系　講師
田中　　守 国際武道大学 教授、日本武道学会 評議員
松尾　牧則 国際武道大学　教授　日本武道学会　監事

専門委員
「実技講師」柔　　  道 田辺　陽子

（女子六段）
日本大学 准教授、日本オリンピック委員会アスリート委員、日本
アンチドーピング機構理事、アスリート委員

〃 石井　兼輔（七段）国際武道大学 教授　武道学科 学科長、千葉県柔道連盟 常任理事

剣　 　 道 網代　忠宏
（範士八段）

東海大学名誉教授、全日本剣道連盟 常任理事、全日本学校剣道連
盟　専務理事

〃 井島　　章
（教士八段）

国際武道大学　教授・別科武道専修課程　別科長、千葉県学校剣
道連盟理事

弓　　  道 澤田　欣一
（範士八段）

全日本弓道連盟中央講師・中央審査委員、愛知県弓道連盟 副会長、
豊田市弓道連盟 会長

相　　　 　 撲 伊東　　良（四段） 日本体育大学　相撲研究室助教 ・ 相撲部コーチ

空　 手　 道 前田　利明
（教士七段）

全日本空手道連盟　理事、 全日本空手道連盟　和道会　副理事長、 ナ
ショナルチーム ・ 選手強化委員会元委員長

合　 気　 道 金澤　　威（七段） 合気会　合気道本部道場指導部師範、 国際武道大学　非常勤講師

少林寺拳法 杭田　　　要
（正範士七段）

少林寺拳法連盟　東京事務所　参事、 少林寺拳法連盟　本部考試員 ・
審判員 ・ 論文審査員

な ぎ な た 砂川　邦子（範士） 全日本なぎなた連盟　常務理事、 国際なぎなた連盟　理事、 福岡県
なぎなた連盟　理事長

銃　 剣　 道 佐藤　　亨
（範士八段） 全日本銃剣道連盟　競技力向上委員

専門委員
助　　手

柔 　 　 道 越野　忠則（六段） 国際武道大学　准教授、 関東学生柔道連盟　理事

〃 矢崎　利加
（女子五段） 国際武道大学　准教授

剣 　 　 　 道 丸橋　利夫
（教士八段） 国際武道大学　教授 ・ 剣道部男子監督

〃 岩切　公治
（教士七段） 国際武道大学　教授 ・ 剣道部女子監督

弓　　　 　 道 坂本　武彦
（教士八段） 埼玉県弓道連盟　副会長

相　　　 　 撲 西方　　　航（三段） 日本体育大学相撲部
〃 一ノ瀬康人（二段） 日本体育大学相撲部

空　 手　 道 金山　亨鍾（三段） 特定非営利活動法人日本空手松涛連盟国内部長 ・ 総本部指導員
合　 気　 道 森　　智洋（六段） 合気会　合気道本部道場指導部師範

少林寺拳法 石井　明仁
（大拳士五段）連盟公認デモンストレーションチーム、本部２級指導員

な ぎ な た 小野　恭子（教士）全日本なぎなた連盟　理事

銃　剣　道 小川　　功
（教士八段）全日本銃剣道連盟競技力向上委員
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第２６回　国際武道セミナー　参加者名簿　（List of Participants）

No NAME
（氏名）

Nationality
（国籍）

BUDO
（武道名）

GRADE
（段位）

SEX
（性別）

1 Natalia Timoshenko
ナターリア　チモシェンコ ロ シ ア 少林寺拳法

空 手 道
２ 段
３ 段 Ｆ

2 Rahel Kaegi Romero
ラヘル　ケギ　ロメオ ス イ ス 空 手 道 ２ 段 Ｆ

3 Rex Romero
レックス・ロメロ フィリピン 合 気 道 ３ 段 Ｍ

4 Yves Charton
イヴ　シャルトン フ ラ ン ス 合 気 道 初 段 Ｍ

5 Thierry Comont
ティエリ　コモン フ ラ ン ス

剣 道
合 気 道
兵法二天一流剣術

４ 段
２ 段 Ｍ

6 Ronald Finne
ロナルド　フィニー ア メ リ カ 弓 道 ５ 段 Ｍ

7 Alessandro Camilli
アレサンドロ　カミリ イ タ リ ア 弓 道 錬士５段 Ｍ

8 Muchin
ムッチン インドネシア 少林寺拳法 ２ 級 Ｍ

9 Benjamin Boas
ベンジャミン　ボアズ ア メ リ カ 合 気 道 初 段 Ｍ

10 John Hojlo
ジョン　ホイロ ア メ リ カ Kaju-Kembo ４ 段 Ｍ

11 Hughes Jeangerard
ユーグ　ジョンジェラー フ ラ ン ス なぎなた ４ 段 Ｍ

12 David Fulvio
ディヴィッド　フビオ ア メ リ カ 弓 道

合 気 道
３ 段
２ 段 Ｍ

13 Jason Yang ア メ リ カ 合 気 道 初 段 Ｍ

14 Mohammed J Shihab
モハメッド　Ｊ　シハブ シ リ ア 空 手 道 ６ 段 Ｍ

15 Bach Sylvie
バッハ　シルウィー フ ラ ン ス 柔 道 ２ 段 Ｆ

16 David Bardos オーストラリア 合 気 道 ３ 段 Ｍ

17 David Mcfall
デイビッド　マックフォール ア メ リ カ 柔 道 ４ 段 Ｍ

18 Konstantin Malygin
コンスタンチン　マリギン ロ シ ア 空 手 道

少林寺拳法
２ 段
３ 段 Ｍ

19 Jaime Morrish
ジェイミー　モリッシュ イ ギ リ ス 柔 道 初 段 Ｍ

20 Roland Thompson
ローランド　トンプソン オーストラリア 合 気 道 ６ 段 Ｍ

21 Baptiste Tavernier
バティスト　タヴェルニエ フ ラ ン ス 銃 剣 道 ₄ 段 Ｍ

22 Chris Koprowski
クリス　コプロスキ ア メ リ カ 合 気 道 ₅ 段 Ｍ

23 Samantha May
サマンサ　メイ カ ナ ダ 空 手 道 ₃ 段 Ｆ

24 Taeko Miyaoka
タエコ　ミヤオカ 日 本 弓 道 ₃ 段 Ｆ

No NAME
（氏名）

Nationality
（国籍）

BUDO
（武道名）

GRADE
（段位）

SEX
（性別）

25 Wong Wan Chung
オウ　イン　ソウ（王允聰） イ ギ リ ス 弓 道 初 段 Ｍ

26 Jotaro Tateyama
ジョウタロウ　タテヤマ 日 本 少林寺拳法 大拳士5段 Ｍ

27 Anton Darmawan
アントン　ダルマワン インドネシア 少林寺拳法 ₄ 段 Ｍ

28 Gun Gunawan
グン　グナワン インドネシア 少林寺拳法 ₄ 段 Ｍ

29 Deden Agung
デデン　アグン インドネシア 少林寺拳法 正拳士4段 Ｍ

30 Darren Cook
ダレン　クック イ ギ リ ス 合 気 道 ₂ 段 Ｍ

31 Rene von Rentzell
ルネ　フォーノ　レンツェル ド イ ツ 合 気 道

空 手 道
₂ 段
₂ 級 Ｍ

32 Francis Angeles
フランシス　アンヘレス フィリピン 合 気 道 ₄ 段 Ｍ

33 Eldred（Skip） Taylor
エルトレード（スキップ）テ－ラ ア メ リ カ 合 気 道 ₅ 段 Ｍ

34 Matthias
マティアス　ツェミット ド イ ツ 空 手 道 ₂ 段 Ｍ

35 Chris Cocks
クリス　コックス カ ナ ダ 居 合 道 ₂ 段 Ｍ

36 Gavin Thomas
ギャビン　トーマス ニュージーランド 合 気 道 ₄ 段 Ｍ

37 Sinikka Kurosawa
シニッカ　クロサワ フィンランド 剣 道 初 段 Ｆ

38 Markus Ullius
マルクス　ウリウス ス イ ス 柔 道

沖縄古武道 ₂ 段 Ｍ

39 Markus Brecht
マーク　ブレクト ド イ ツ Bujinkan　Budo

Taijutsu 有段者 Ｍ

40 Migdalski Oleksandr
ミグダリスキー　オレクサンドル ウクライナ 少林寺拳法 大拳士5段 Ｍ

41 Mygdalskyy Volodymyr
ミグダリスキー　ウラディーミル ウクライナ 少林寺拳法 大拳士5段 Ｍ

42 Blake Bennett
ブレイク　ベネット ニュージーランド 剣 道 ₅ 段 Ｍ

43 Landry Guesdon
ランドリー　ゲドン フ ラ ン ス 空 手 道 ₃ 段 Ｍ

44 Kanocksak Kanjanavasoontara 
カノックサック　カンジャナバスーンタ タ イ 柔 道 初 段 Ｍ

45 Maja Soridoval
マーヤ　ソリドーワル ド イ ツ 柔 道 空

手 道
₂ 段
₃ 段 Ｆ

46 Don Charles
ダン　チャールズ ア メ リ カ 柔 道 空

手 道
₃ 段
₄ 段 Ｍ

47 Thanaran Vichayateerapong タ イ
剣 道
空 手 道
少林寺拳法

初 段
初 段
初 段

Ｍ

48 Satoshi Minagawa
サトシ　ミナガワ（聡　皆川） 日 本 Shin Kali 

jiujutsu 初 段 Ｍ
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No NAME
（氏名）

Nationality
（国籍）

BUDO
（武道名）

GRADE
（段位）

SEX
（性別）

49 Yoko Shirakawa
ヨウコ　シラカワ 日 本 Shin Kali 

jiujutsu ₃ 段 Ｆ

50 Yulin Zhuang
ユーソン　ショウ ア メ リ カ なぎなた ₂ 段 Ｍ

51 Minnaar Jaco
ミナール　ヤク 南アフリカ共和国 空 手 道 ₅ 段 Ｍ

52 Mick Corliss
ミック　コレス ア メ リ カ 神道夢想流杖道 ₄ 段 Ｍ

53 Syaiful Lmam インドネシア 少林寺拳法 ₂ 段 Ｍ

54 Rifki Andrian インドネシア 少林寺拳法 ₂ 段 Ｍ

55 Sarrah Safira インドネシア 少林寺拳法 初 段 Ｆ

56 Donatella Castelli
ドナテッラ　カステッリ イ タ リ ア 剣 道 ₆ 段 Ｆ

57 Brent Regan
ブレント　リーガン カ ナ ダ 空 手 道 ₅ 段 Ｍ

58 Dennis Angelo Ambat フィリピン 養神館合気道 初 段 Ｍ

59 Thiago Junqueira
チアゴ　ジュンケイラ ブ ラ ジ ル 剣 道 ₂ 段 Ｍ

60 Michael Ishimatsu-Prime
マイケル　イシマツプライム イ ギ リ ス 剣 道 ₄ 段 Ｍ

61 Ian Floresca
イアン　フロレスカ ア メ リ カ Jujitsu（Kali） ₅ 段 Ｍ

62 Juan Diego Fonseca
ホアン　ディエゴ　フォンセカ エクアドル 剣 道

弓 道
₃ 段
₃ 段 Ｍ

63 Axel Dr. Dilgrin ド イ ツ 剣 道 ₄ 段 Ｍ

64 Yen-chen Liu
エンチェン　リュウ（晏辰劉） 台 湾 空 手 道 初 段 Ｍ

65 Chia Chen He
チャ　チン　ホオ（佳真何） 台 湾 空 手 道 初 段 Ｆ

66 Christopher Muirhead
クリズトファー　ミュアヘッド カ ナ ダ 柔 道 初 段 Ｍ

67 Alexandra Kuznetsova
アレクサンドラ　クヅネツォワ ロ シ ア 剣 道 ₂ 段 Ｆ

68 Peter Katona
ピーター　カトナ ハンガリー 剣 道 ₂ 段 Ｍ

69 Guillermo Fuenzalida
ギシェルモ　フェンサリーダ チ リ 剣 道

居 合 道
₃ 段
₃ 段 Ｍ

70 Rodrigo Biagini Martinez
ロドリゴ　ビラジニ　マルティネス ブ ラ ジ ル 柔 道 初 段 Ｍ

71 Robert Daoust
ロベルト　ダウ カ ナ ダ 空 手 道 ₂ 段 Ｍ

72 Wai Kwong Lau
偉光劉 中国（香港） 空 手 道 ₂ 段 Ｍ

73 Michal Coupek
ミハイル　クーペック チ ェ コ 無雙直傅

英信流居合術 ₅ 段 Ｍ

No NAME
（氏名）

Nationality
（国籍）

BUDO
（武道名）

GRADE
（段位）

SEX
（性別）

74 Sonoko Nakano-Beers
ソノコ　中野ビアーズ 日 本 無雙直傅

英信流居合術 錬 士 4 段 Ｆ

75 Michael Volkron
マイケル　ボルクロン オーストリア

柔 道
無雙直傅
英信流居合術

有 段
6 段 錬 士

Ｍ

76 Michael Foki
マイケル　フォキ ア メ リ カ

柔 道
剣 道
松濤館空手道

初 段
初 段
₂ 段

Ｍ

77 Francisco Gonzales ア メ リ カ 柔 道 初 段 Ｍ

78 Timothy Marrable
ティモシー　マラブル イ ギ リ ス 剣 道 ₂ 段 Ｍ

79 Benjamin Wood
ベンジャミン　ウッド ア メ リ カ SHINKALI Ｍ

80 Randy Channell
ランディー　チャネル カ ナ ダ

剣 道
弓 道
な ぎ な た
二 刀 流

有 段
₅ 段
有 段
₆段錬士

Ｍ

81 Mikhail Chernov
ミハイル　チェルノフ ロ シ ア 剣 道 ₂ 段 Ｍ

82 Kazuko ichihara
カズコ　イチハラ（和子　市原） 日 本 なぎなた 教 士 Ｆ

83 sanae satou
サナエ　サトウ（早苗　佐藤） 日 本 なぎなた 錬 士 Ｆ

84 Chloe Bellec
クロエ　ベレック フ ラ ン ス なぎなた ₃ 段 Ｆ

85 Robert Rogers
ロバート　ロジャース ア メ リ カ Jujitsu（Kali） ₂ 段 Ｍ

86 Tae Wan Kim
ティ　ワン　キム（泰完金） 韓 国 弓 道 ₂ 段 Ｍ

87 ジウ　ヴィンセンテ　ロウレンソン ブ ラ ジ ル 剣 道 ₃ 段 Ｍ

88 Garyfalia Babi
ガリファリア　バビー ギ リ シ ャ 空 手 道 ₃ 段 Ｆ

89 Ihor Zoriy
イゴル　ゾリー ウクライナ

剣 道
空 手 道
居 合 道

₂ 段
₂ 段
₅ 段

Ｍ

90 Shigeru Kariya
シゲル　カリヤ（茂　仮屋） 日 本 柔 道 ₇ 段 Ｍ

91 Ayako Yamaguchi
アヤコ　ヤマグチ（あや子　山口） 日 本 銃 剣 道

短 剣 道
錬 士 6 段
錬 士 5 段 Ｆ

92 Yayoi Nakanowatari
ヤヨイ　ナカノワタリ（弥生  中野渡） 日 本 銃 剣 道

短 剣 道
錬 士 6 段
錬 士 6 段 Ｆ

93 Aaron Vande Mergel
アーロン　ヴェンゲル　メルゲル ベ ル ギ ー 剣 道 ₃ 段 Ｍ

94 Lien Vande de Perre
リーン　ヴァン　デ　ペレ ベ ル ギ ー 剣 道 ₂ 級 Ｆ

95 Robert Fujii Dimech
ロバート フジイ ディメック イ ギ リ ス 弓 道 ₅ 段 Ｍ

96 Clause Stacy
クローズ ステッツ ア メ リ カ 弓 道 ₅ 段 Ｍ

97 Paul Nicholson
ポール ニクルソン オーストラリア 空 手 道 初 段 Ｍ

98 Rosamund (Rosie) Slater
ロザモンド　スレータ イ ギ リ ス 合 気 道 ₂ 段 Ｆ
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種目別参加人数（重複あり）
種　目 人数 計

柔 道 13

100

剣 道 19
弓 道 10
相 撲 0
空 手 道 21
合 気 道 15
少林寺拳法 13
な ぎ な た 6
銃 剣 道 3
古 武 道 15

17
居 合 道 2

 全日本各道連盟推薦者数
団　体　名 人数

全 日 本 柔 道 連 盟 0
全 日 本 剣 道 連 盟 0
全 日 本 弓 道 連 盟 2
日 本 相 撲 連 盟 0
全日本空手道連盟 0
合      気      会 0
少 林 寺 拳 法 連 盟 8
全日本なぎなた連盟 3
全日本銃剣道連盟 2

国・地域別参加人数
No 国・地域 人数 男 女
1 アメリカ 17 16 1
2 イギリス 7 6 1 
3 イタリア 2 1 1 
4 インドネシア 7 6 1 
5 ウクライナ 3 3 
6 エクアドル 1 1 
7 オーストラリア 4 4 
8 カナダ 6 5 1 
9 韓国 1 1 
10 ギリシャ 1 1 
11 スイス 2 1 1 
12 中国 1 1 
13 シリア 1 1 
14 タイ 2 2 
15 台湾 2 1 1 
16 チェコ 1 1 
17 チリ 1 1 
18 ドイツ 5 4 1 
19 ニュージーランド 2 2 
20 ハンガリー 1 1 
21 フィリピン 3 3 
22 フィンランド 1 1 
23 ブラジル 3 3 
24 フランス 7 5 2 
25 ベルギー 2 1 1 
26 南アフリカ 1 1 
27 ロシア 4 2 2 
28 ※日本 10 3 7 

合計 98 76 22 

第26回　国際武道文化セミナー参加状況



○ 研 究 所 情 報

１．2013年度客員研究員　研修成果報告書

　　「韓国大学男子テコンドー選手の無酸素性パワーと

等速性下肢筋力に関する研究」　　　

　　　　─ 組手選手と型選手の比較を通して ─

 金　芝美
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研究所情報

１．2013年度　客員研究員　研修成果報告書

韓国大学男子テコンドー選手の無酸素性パワーと等速性下肢筋力に関する研究

―組手選手と型選手の比較を通して―

金　芝美（国際武道大学研究員）、林　淳吉（龍仁大学）

Ｉ．序論
テコンドーは韓国を対表する格闘スポーツの一つで、競技は大きく「組手」と「型」（韓国名：プンセ）

に区分される。「組手」は定められたコートの中で２分間を３セット実施し、名セット間には１分間の

休憩を設けられている。勝敗は定められた部位の打撃による得点制で、試合はでトーナメント戦で行わ

れる。そして「型」は一定の速度で手技と足技による攻撃と防御の動作を正確に２分間の指定の型を２

つ行う競技である。2006年の第１回世界型選手権から競技化が始まった。

こうした「組手」と「型」は平衡性、下肢の筋力、パワー、敏捷性、筋持久力が重要な体力的要因と

なり、特に下肢筋力の左右差のバランスは最も重要な運動機能として関わっている１）。そして、下肢筋

力と関係する股関節、膝関節、足関節の柔軟性は競技の勝敗や傷害にも密接な関係を持つ。

このように、現在のテコンドー競技は身体に対する科学的研究によって支えられており、それは競技

力向上や傷害予防につながっている。さらに、それらの研究結果は多くの選手を育成する資料にもなっ

ている。だが、先行研究の傾向を見ると、型選手より組手選手を対象とした研究が比較的多く、両者の

競技力向上や傷害予防のために共通して関連のある「無酸素性パワー」や「等速性筋力」を比較した研

究は極めて少ない。

「無酸素性パワー」は無酸素性エネルギー供給機構に深く関わり、強い筋収縮活動を反復∙ 維持する

ための能力を言い２）、これまでの先行研究でも無酸素性パワーはスポーツ競技力に決定的な影響を及ぼ

していると報告されている。テコンドー競技においても相手の動きに対応して自分の技を瞬間的に行う

ため、無酸素性パワーは非常に重要である３）。そして「等速性筋力」は、等張性∙等尺性筋力より筋機

能の発達、筋骨格系損傷に対するリハビリ及び柔軟性向上につながると報告されている４）。そのためテ

コンドー選手の運動能力と傷害予防のための重要な指標として使われている。 

これらのことから、本研究は組手選手と型選手における無酸素性パワーと等速性下肢筋力の比較によ

り、テコンドー選手の競技力向上や傷害予防の基本資料として提供することを目的とした。
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Ⅱ．研究方法

１．研究対象

被験者は大韓テコンドー協会に選手登録されているＹ大学の選手で、テコンドーの競技歴５年以

上、段位は３段以上の男子選手とした。最近、捻挫∙骨折などの医学的負傷の無い58名とした。利き脚

は、全員右脚であった。内訳は、組手選手34名（年齢19.6±0.9歳、身長176.2±5.5cm、体重69.4±6.2kg）、

型選手24名（年齢19.2±1.1歳、身長174.8±4.0cm、体重67.7±5.1kg）であり、測定に対する同意のも

と測定を実施した。

２． 実験方法

（１）身体組成の測定

測定に参加する被験者には事前に、測定順序、方法について十分説明し、身長と体重及び体脂肪率、

骨格筋量を測定した。体脂肪率と骨格筋量は生体電気抵抗法を利用した Inbody7.0（Biospace 社製）を

用いて測定した。

（２） 無酸素性パワーの測定

ウィンゲート無酸素性パワー測定を電磁気式エルゴメーターLode wingate version1.0.7software　

（Lode B.V.Excalibur sports Neherlands 社製）を用いて実施した。

被験者は60rpm、100w の速度で２分間 warm-up をした後、測定時の相対的負荷を体重の7.5％に設定

して、全力で30秒間ペダリング運動を行った際のパワーを測定した。そして、測定で得られた値からピ

ークパワーは、30秒間の運動時間を中各５秒ごとに分けて記録をした中での最大値とし、平均パワーは

５秒ごと分けた記録の平均値とした。疲労指数（Fatigue Index）は [（最大値－最小値）／最大値×100]

の公式で算出した。

（３） 等速性筋力の測定

等速性筋力の測定は等速性筋力測定機器（Isomed2000、Germarny 社製）を用い、膝関節屈曲筋力

（flexion）と伸展筋力（extension）を測定した。なお、測定機器への適応のため事前に測定負荷50% 〜

70% で５〜７回実施させた。全ての被験者の筋力測定は60°/sec で３回を行い、左、右の順序で測定した。

３． 統計処理

本研究の統計処理は SPSS18.0を用い、測定項目別平均（mean）と標準偏差（standard deviation）を

算出した。また、独立 T‐test を利用して、組手選手と型選手における身体組成、無酸素性パワー、等

速性筋力の差を算出した。全ての統計処理の有意水準は５％とした。
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Ⅲ．研究結果
本研究では被験者を組手選手と型選手に分け、身体組成、無酸素性パワー、等速性筋力を測定した。

測定結果は以下の通りである。

１．身体組成

大学テコンドー組手選手と型選手の体脂肪率（％）と骨格筋量（kg）の比較結果を表１に示した。体

脂肪率（％）と骨格筋量（kg）では有意な差はみられなかった。

表１．身体組成
集団（n=58名） 平均±標準偏差 t p

骨格筋量（kg） 組手（n=34）
型（n=24）

35.6±5.9
33.3±2.2 1.798 .078

体脂肪率（%） 組手（n=34）
型（n=24）

13.1±2.5
13.4±3.6 － .455 .651

２．無酸素パワー

（１）無酸素性パワーの結果

大学テコンドー組手選手と型選手の無酸素性パワーを測定した結果は表２の通りである。平均パワ―

（Mean Power）、最大パワー（Peak Power）、最大パワー到達時間（Time to peak Power）は統計的に有

意な差はみられなかった。

表２． 無酸素性パワー
集団（n=58） 平均±標準偏差 t p

平均パワー
（W）

組手（n=34）
型（n=24）

632.2±81.3
599.0±59.1 1.705 0.94

最高パワー
（W）

組手（n=34）
型（n=24）

1085.7±190.2
1118.1±145.1 － .702 .485

最高パワー
到達時間
（sec）

組手（n=34）
型（n=24）

4.4± .41
4.4± .37 －5.39 .592

（２）体重当たりの無酸素性パワーの結果

大学テコンドー組手選手と型選手の体重当たりの無酸素性パワーの結果は表３の通りである。体重当

たりの平均パワー、疲労指数（Fatigue Index）では有意な差は認められなかった。だか、体重当たりの

最大パワー（Weigh Peak Power）では組手選手15.3±1.6W/kg に対して、型選手16.6 ±1.6W/kg で統

計的に有意に高い値であった（p<0.05）。
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表３．体重当たりの無酸素パワー
集団（n=58） 平均±標準偏差 t p

体重別
平均パワー（W/kg）

組手（n=34）
型（n=24）

9.0± .68
9.0± .73 .214 .831

体重別
最大パワー（W/kg）

組手（n=34）
型（n=24）

15.3±1.6
16.6±1.6 －3.121 .003＊

疲労指数（%） 組手（n=34）
型（n=24）

28.6±8.5
31.11±4.9 －1.336 .187

＊ P<0.05

３．等速性筋力

（１）膝関節等速性筋力の結果

大学テコンドー組手選手と型選手の膝関節等速性筋力の結果は表４の通りである。角速度60°/sec に

おける膝関節屈曲筋力、膝関節伸展筋力では、左右全てにおいて有意な差はみられなかった。

表４．膝関節の等速性能力結果
集団（n=58） 平均±標準偏差 t p

膝関節屈曲筋力（左）
（Nm）

組手（n=34）
型（n=24）

135.1±26.2
124.8±18.8 1.636 .107

膝関節屈曲筋力（右）
（Nm）

組手（n=34）
型（n=24）

128.3±23.2
133.2±16.2 － .887 .379

膝関節伸展筋力（左）
（Nm）

組手（n=34）
型（n=24）

187.4±33.1
180.9±29.0 .774 .442

膝関節伸展筋力（右）
（Nm）

組手（n=34）
型（n=24）

175.7±32.9
178.4±29.0 － .324 .747

（２）等速性筋力測定値の H/Q 比の結果

大学テコンドー組み手選手と型選手の膝関節等速性筋力の H/Q 比の差の結果は表５の通りである。 

H/Q 比・左、H/Q 比・右は統計的に有意な差はみられなかった。

表５．H/Q 比
集団（n=58） 平均±標準偏差 t p

H/Q 比・左（％） 組手（n=34）
型（n=24）

72.4±9.3
69.6±8.7 1.166 .249

H/Q 比・右（％） 組手（n=34）
型（n=24）

73.8±10.1
76.0±11.7 － .760 .450

Ⅳ．考察

１．無酸素性パワー

本測定による組手選手と型選手の無酸素性パワーの結果をみると、平均パワー、最大パワー、最大パ

ワー到達時間では統計的に有意な差は認められなかった。また、体重当たりの平均パワー、 疲労指数が

有意な差が認められなかったが、体重当たりの最大パワーでは組手選手より型選手の方が結果的に有意
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に高い値となった（P<0.05）。

組手選手の競技特性は瞬発力、敏捷性、スピード、反応時間などの体力要因と関係があり、型選手の

競技特性は動作の大きさ、バランス、速度、筋力、リズム表現が重要である５）。型選手は組手選手より

体重が軽いにも関わらず、体重当たりの最高パワーが組手選手より高いことは、体重との関係は少なく、

筋力と関連性があるとことが推察される。

２．等速性筋力

等速性運動による筋力測定は、客観的で信頼性があると評価されており６），７），８）、リハビリトレーニ

ングにも用いられている９）、等速性筋力は一定速度に動く運動中の筋活動によって発生する力をみるも

のである10）。

今回、組手と型の等速性筋力と H/Q 比を比較した結果、組手選手と型選手の等速性筋力は、統計

的に有意な差がみられなかった。キムウォンギとパクミョンス９）による研究では、膝関節筋力角速度 

60°/sec における等速性筋力の測定では、右側の伸展筋力と左側の屈曲筋力において組手選手が有意に

高い値となったと報告されているが、本研究では有意な差は認められなかった。

このような差は、型選手の練習時間及び練習の運動強度と関係があり、型競技においても組手選手の

ように体系的かつ多様なトレーニングプログラムが導入されているためであると考えられる。

H/Q 比においても組手選手と型選手の有意な差はみられなかった。組手選手は瞬間的で連続的な足

蹴りのために膝関節の伸展と屈曲の反応トレーニングを行い、 型選手は足蹴りの正確性に対する練習を

行う。両者のトレーニング内容には差異があるが、結果的には練習方法や練習時間、選手たちの特徴

などの環境的な要因には余り影響を及ぼさないと考えられる。H/Q 比は角速度60°/sec で60% が理想で、

角速度が増加すると、60% より高い値を示すと報告されている11），12）。また、角速度60°/sec における

等速性筋力の伸展筋力と屈曲筋力の割合が60% 以下に落ちると運動中の傷害が発生する確率が高くな

ると報告されている13）。

H/Q 比の増加は、前十字靭帯の再建後の機能的な回復と前十字靭帯の損傷予防と関係がある。従っ

て長期間の選手生活を傷害予防し高い競技レベルを保つためには、下肢筋力のバランスの良好な発達と

筋力トレーニングが必要だと考えられる。

Ⅴ．まとめ
本研究は大学の男子テコンドー選手（組手、型）の無酸素性パワーと等速性筋力を比較し、以下の通

りの結果が得られた。

１．無酸素性パワーの結果では両群間の有意な差はみられなかった。

２． 体重当たりの無酸素性パワーの結果では、体重当たりの最大パワーにおいて型選手が組手選手よ

り有意に高い値となった（p<0.05）。

３．等速性膝関節屈曲・伸展筋力では集団間有意な差は認められなかった。
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４．H/Q 比では 集団間有意な差は認められなかった。

テコンドー組手選手と型選手は体重当たりの最大パワーを除く、すべての測定項目で有意な差がみら

れなかった。これら結果が、組手選手と型選手の練習方法や練習時間に起因するか否かは明らかではな

い。今後さらに、体系的かつ持続的な組手選手と形選手の研究と下肢筋力向上に対する研究が必要であ

る。
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